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終
章

第
一
項
「
実
体
法
」
の
確
認
と
憲
法
典
「
条
文
」

第
二
項
諸
学
説
の
分
析

総
括
と
展
望

の
意
義

第
二
章

「
実
体
法
」

の
優
位
(
承
前
)

第

節

純
粋
法
学
に
お
け
る
「
認
識
論
的
優
位
」

憲法の最高法規性(2・完)

前
章
に
お
い
て
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
契
機
を

極
限
ま
で
追
求
し
た
ト
ロ
ベ
ー
ル
理
論
を
検
討
し
、
そ
れ
を
採
り
得
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
そ
の
も
の
に
お
け

る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
契
機
に
つ
い
て
本
稿
は
最
終
的
評
価
を
控
え
て
き
た
。

本
節
に
お
い
て
は
、
ト
ロ
ベ
ー
ル
理
論
を
「
誤
謬
」
に
導
い
た
「
リ
ア
リ

ス
ト
と
し
て
の
ケ
ル
ゼ
ン
」
と
い
う
理
解
す
な
わ
ち
「
手
続
法
」
思
考
優

位
の
理
論
と
し
て
の
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
と
い
う
理
解
が
、
平
衡
を
欠
い
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
お
け
る
「
実

体
法
」
思
考
を
確
認
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ト
ロ
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
法
律
は
裁
判
官
の
介
入
ま
で
は
真
の
意
味

も
偽
の
意
味
も
持
た
な
い
。
法
律
に
意
味
を
付
与
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

(
以
上
本
号
)

(
滑
川
}

法
律
に
規
範
と
し
て
の
客
観
的
意
味
を
授
け
る
の
は
有
権
解
釈
で
あ
る
」

以
上
、
い
わ
ゆ
る
「
違
憲
の
法
律
」
「
法
律
違
反
の
法
律
」
、
一
般
的
に
は

「
上
位
規
範
違
反
の
下
位
規
範
」
の
問
題
は
理
論
的
に
排
除
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
ト
ロ
ベ
ー
ル
の
か
か
る
思
考
は
、
確
か
に
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
あ
っ

て
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
(
前
章
第
一
節
)
。
し
か
し

ケ
ル
ゼ
ン
の
理
論
に
は
、
法
リ
ア
リ
ズ
ム
に
還
元
さ
れ
得
な
い
概
念
装
置

(
m
m
)
 

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
裏
か
ら
の
授
権
」

観
念
が
そ
れ
で
あ
る
。

第

款

メ
ル
ク
ル
の
「
液
抗
予
測
」
説

ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
上
位
規
範
は
、
①
特
定
の
下
位
機
関

を
指
定
し
て
下
位
規
範
の
創
設
を
委
任
し
、
②
下
位
規
範
の
創
設
手
続
を

(
凶
)

規
定
し
、
③
当
該
下
位
規
範
の
内
容
を
制
限
す
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

か
か
る
三
つ
の
要
件
が
充
た
さ
れ
る
こ
と
が
法
の
目
的
で
あ
り
、
理
想
で

(
l
)
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あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
要
件
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
充
た
さ
れ
な
い
場
合
、

「
取
抗
」
が
発
生
し
た
と
み
な
さ
れ
る
。
か
か
る
「
取
庇
」
の
発
生
に
つ

い
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
た
。
「
あ
る
法
規
範
が
、
そ

の
内
容
を
事
前
に
規
定
す
る
上
位
の
法
規
範
に
適
合
し
な
い
場
合
、
何
が

(
川
)

法
た
り
得
る
か
」
。

(
2
)

こ
こ
で
、
ア
ド
ル
フ
・
メ
ル
ク
ル
の
「
椴
庇
予
測

(FE'

(
川
出
)

}
四
円
昨
色
島
)
」
論
に
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
実
定

法
の
世
界
に
お
い
て
は
、
人
間
が
法
を
運
用
す
る
以
上
、
上
位
法
に
違
反

す
る
下
位
法
が
定
立
さ
れ
た
り
、
法
適
用
機
関
が
授
権
さ
れ
た
「
枠
」
を

(
凶
)

無
視
す
る
、
と
い
っ
た
事
態
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
「
違
法
」

な
法
行
為
は
、
時
に
有
効
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
か
か

る
《
違
法
で
あ
る
が
有
効
な
》
法
行
為
の
現
出
は
、
メ
ル
ク
ル
に
よ
れ
ば
、

「
あ
ら
ゆ
る
法
は
、
少
な
か
ら
ぬ
場
合
に
法
適
用
機
関
に
よ
っ
て
誤
解
さ

(
川
)

れ
る
こ
と
を
計
算
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
要
請
の

恨
拠
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
帰
結
で
あ
る
。
か
か
る
要
請
は
次
の
よ
う

に
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
の
定
立
と
妥
当
性
に
関
す
る
実
定
法

上
の
規
定
す
る
諸
要
件
を
全
て
充
た
す
も
の
と
は
い
え
な
い
行
為
に
つ
き
、

そ
れ
を
国
家
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
を
法
的
に
可
能
に
し
、
か
か
る
行
為

を
そ
の
液
杭
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
、

(
川
川
)

実
定
法
の
設
計
」
が
既
に
存
在
し
て
い
る
、
と
。
実
定
法
秩
序
は
、
自
ら

に
関
わ
る
椴
庇
を
事
前
に
「
予
測
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
自
ら
の
内

に
取
り
込
む
。

興
味
深
い
の
は
、
か
か
る
「
破
戒
予
測
」
に
よ
っ
て
法
的
に
承
認
さ
れ

た
法
行
為
の
「
適
法
性
(
妥
当
性
)
」
に
対
す
る
メ
ル
ク
ル
の
ア
ン
ピ
ヴ
ア

レ
ン
ト
な
態
度
で
あ
る
。
メ
ル
ク
ル
に
よ
れ
ば
、
「
椴
庇
」
あ
る
法
規
範

は
、
「
破
抗
予
測
」
な
い
し
「
既
判
力
規
範
扇
町
町
宮
田
町
一
島

5
5
)」
に
よ
っ

て
適
法
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
適
法
性
」
と
は
、
あ
く

ま
で
「
椴
庇
あ
る
」
法
規
範
に
認
め
ら
れ
た
「
適
法
性
」
で
あ
っ
た
。
メ

ル
ク
ル
日
く
、

北法50(3・180)572

「
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
は
こ
の
取
庇
あ
る
行
為
は
仮
装
の
司
法
行
為

(司

8
E
2
5
E
S豆
、
つ
ま
り
国
家
行
為
の
外
観
に
過
ぎ
な
い
。
構
成
事

実
(
叶
旦
)
を
法
的
に
誤
っ
た
意
味
で
充
た
そ
う
と
す
る
行
為
は
、
ア
・

プ
リ
オ
リ
に
無
効
と
さ
れ
る
。
に
も
拘
ら
ず

cacnF)
、
取
庇
の
除
去

の
た
め
に
上
訴
制
度
を
設
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
淑
抗
予
測

に
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
上
訴
制
度
が
用
い
ら
れ
な
い
場
合
に
椴
疲
行
為
に

既
判
力
を
付
与
す
る
既
判
力
規
範
に
よ
っ
て
、
問
題
の
行
為
は
ア
・
ポ
ス

テ
リ
オ
リ
に
可
法
行
為
と
考
え
ら
れ
る
。
判
決
が
既
判
力
を
獲
得
す
る
と

同
時
に
、
『
法
的
に
誤
っ
て

(
B
n
F
E
E
t
E呂
町
)
』
窃
盗
の
代
わ
り
に
横

領
の
罪
を
、
:
:
:
故
殺
の
代
わ
り
に
謀
殺
の
罪
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
法



上
の
現
実
と
し
て
は
、
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
に
帰
せ
ら
れ

(
附
)

た
犯
罪
を
な
し
た
と
し
て
有
罪
と
な
る
」
。

憲法の最高法規性(2・完)

つ
ま
り
「
毅
庇
予
測
」
と
、
「
適
法
性
(
妥
当
性
こ
を
付
与
す
る
「
既

判
力
規
範
」
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
破
庇
」
が
な
い
と

い
う
こ
と
と
、
「
妥
当
」
す
る
(
適
法
で
あ
る
)
と
い
う
こ
と
と
は
、
異

な
る
概
念
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
ο

ゆ
え
に
「
破
庇
」
あ
る
規
範
は
、

「
取
杭
」
に
も
拘
ら
ず

c
a
o
n
Z
)

「
妥
当
」
す
る
と
い
う
思
考
が
成
り

立
ち
得
る
。
メ
ル
ク
ル
に
よ
れ
ば
、
法
規
範
の
論
理
的
な
正
し
さ
を
知
る

の
は
、
純
粋
認
識
作
用
を
営
む
法
科
学
な
の
で
あ
っ
て
、
国
家
機
関
の
よ

(
叩
)

く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
妥
当
」
す
る
法
規
範
で
あ
っ

て
も
、
法
科
学
に
よ
れ
ば
、
当
該
法
規
範
に
お
け
る
「
破
庇
」
が
依
然
と

し
て
認
め
ら
れ
得
る
。
裁
判
所
等
の
国
家
機
関
に
よ
っ
て
「
適
法
」
と
宣

言
さ
れ
た
法
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
法
科
学
者
に
よ
る
法
認
識
が
、

(
川
出
)

当
該
法
行
為
を
「
正
し
い
」
法
行
為
と
み
な
す
保
証
は
な
い
。

第
二
款

ケ
ル
ゼ
ン
の
「
裏
か
ら
の
授
権
」
観
念

(
1
)

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
メ
ル
ク
ル
に
よ
れ
ば
、
法
科
学
は

《
正
し
い
〉
法
、
精
確
に
い
え
ば
法
の
〈
正
し
い
》
意
味
を
認
識
し
得
る
。

し
か
し
か
か
る
メ
ル
ク
ル
の
見
解
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
、
ケ
ル
ゼ
ン
に

よ
る
《
法
の
世
界
に
は
事
実
そ
れ
自
体
や
絶
対
的
な
事
実
は
存
在
し
な
い
》

と
い
う
命
題
の
帰
結
と
対
立
す
る
も
の
と
も
い
え
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ

ば
、
実
定
法
秩
序
に
お
け
る
「
事
実
」
な
る
も
の
は
、
大
略
次
の
よ
う
な

定
式
を
も
っ
て
断
ぜ
ら
れ
る
。
〈
法
的
事
実
と
は
、
権
限
あ
る
機
関
に
よ
っ

て
認
定
さ
れ
た
事
実
で
あ
り
、
誤
判
な
る
も
の
は
法
的
に
は
無
意
味
な
私

(ω) 

的
見
解
以
上
の
も
の
で
は
な
い
て
か
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
法
思
考
に

お
い
て
有
権
的
な
事
実
認
定
の
み
を
有
意
の
も
の
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
。

か
か
る
思
考
か
ら
す
れ
ば
、
法
科
学
に
よ
る
法
認
識
と
い
え
ど
も
、
そ
れ

が
非
有
権
解
釈
で
あ
る
限
り
、
そ
の
《
正
し
い
法
V

の
認
定
が
意
義
を
有

す
る
と
さ
れ
る
余
地
は
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。

確
か
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
法
認
識
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る

「
法
命
題
」
は
、
法
規
範
に
照
ら
し
て
そ
の
真
偽
を
聞
い
得
る
。
し
か
し

そ
れ
は
、
メ
ル
ク
ル
の
い
う
、
正
な
い
し
不
正
を
判
断
す
る
法
認
識
で
は

な
い
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
法
命
題
」
は
、
有
権
的
に
認
定
さ
れ
た

法
的
事
実
を
前
件
と
し
(
「
あ
る
者
が

l
ー
す
れ
ば
」
)
、
そ
れ
に
、
有
権

機
関
に
よ
る
指
令
す
な
わ
ち
法
効
果
を
後
件
と
し
て
(
「

1
i
す
べ
し
」
)

結
び
付
け
る
定
式
だ
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
よ
う
な
法
規
範
の
「
記

述
」
た
る
「
法
命
題
」
は
、
有
権
的
に
認
定
さ
れ
た
法
規
範
の
「
妥
当
」

性
か
ら
「
取
庇
」
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
排
除
し
た
定
式
で
あ
る
。
法
科
学

北法50(3・181)573 
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の
認
識
行
為
は
、
「
妥
当
す
る
」
有
権
解
釈
に
の
み
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
法
科
学
の
認
定
す
る
「
椴
庇
」
に
基
づ
い
て
、
有
権
解
釈
の
「
外
部
」

か
ら
、
有
権
解
釈
の
「
正
」
あ
る
い
は
「
不
正
」
を
評
価
す
る
よ
う
な
構

造
を
採
っ
て
い
な
い
。
ケ
ル
ゼ
ン
と
メ
ル
ク
ル
と
の
間
に
は
、
決
定
的
な

差
異
が
存
す
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

(2)

か
か
る
両
者
の
「
差
異
」
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
ケ
ル
ゼ
ン

理
論
を
法
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
と
等
し
い
。
仮
に
ケ
ル
ゼ

ン
の
考
え
る
法
認
識
の
対
象
は
、
メ
ル
ク
ル
の
考
え
る
そ
れ
と
異
な
っ
て
、

有
権
解
釈
に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

こ
の
等
式
の
よ
う
に
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
右
に
み
た
ケ
ル

ゼ
ン
の
理
解
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
「
事
実
」
(
法
的
三
段
論

法
に
い
う
「
小
前
提
」
)
お
よ
び
「
個
別
的
規
範
」
(
同
論
法
に
い
う
「
結

論
」
)
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
右
に
み
た
レ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ

シ
ュ
な
思
考
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
決
し
て
「
一
般
的
規
範
」
(
法

(
別
)

約
三
段
論
法
に
い
う
「
大
前
提
」
)
を
直
接
の
対
象
に
し
て
い
な
い
。
ま

た
、
少
な
く
と
も
「
個
別
的
規
範
」
の
「
創
設
」
と
は
、
文
字
ど
お
り
の

有
権
解
釈
機
関
に
よ
る
自
由
裁
量
行
為
で
は
な
く
、
か
か
る
「
一
般
的
規

範
」
の
先
在
性
に
よ
っ
て
予
め
枠
づ
け
ら
れ
た
行
為
に
止
ま
る
も
の
と
い

え
る
。そ
も
そ
も
、
先
に
み
た
ト
ロ
ベ
ー
ル
理
論
に
代
表
さ
れ
る
レ
ア
リ
ス

テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
思
考
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
の
ヨ
リ
原
理
的
な
法
規
範
の
認

識
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
も
と
よ
り
貫
徹
さ
れ
得
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
確
か
に
既
に
み
た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
定
立

さ
れ
た
法
規
範
は
、
も
っ
ぱ
ら
有
権
解
釈
機
関
に
よ
っ
て
「
妥
当
」
か
否

か
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
、
有
権
的
に
「
妥
当
」
性
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
、
そ

の
判
断
自
体
に
「
暇
庇
」
が
混
入
す
る
余
地
は
な
い
。
し
か
し
本
稿
は
、

一
般
的
規
範
が
法
適
用
機
関
に
と
っ
て
所
与
で
あ
る
こ
と
に
固
執
す
る
ケ

ル
ゼ
ン
理
論
は
、
な
お
法
リ
ア
リ
ズ
ム
と
区
別
さ
れ
得
る
と
考
え
る
。
か

か
る
思
考
の
端
的
な
契
機
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
裏
か
ら

の
授
権
」
観
念
に
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
こ
の
観
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。
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「
宜
思
法
は
、
憲
法
規
範
に
よ
り
直
接
に
規
定
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
手

続
で
も
一
般
的
規
範
を
創
設
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
規
範
に
憲
法
規
範
が
直

接
規
定
す
る
の
と
は
異
な
る
内
容
を
付
与
す
る
こ
と
を
法
律
定
立
者

(
。
町
田

m
R伺

s
q
)
に
授
権
す
る
。
こ
れ
ら
憲
法
規
範
は
憲
法
に
よ
っ
て
創

造
さ
れ
た
二
つ
の
可
能
性
の
う
ち
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
も
う
一
つ
の
可

能
性
は
、
法
律
定
立
者
に
よ
り
法
律
と
し
て
公
布
さ
れ
た
規
範
が
憲
法
の

意
味
で
の
法
律
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
の
決
定
が
、
法
律
定
立
者

以
外
の
如
何
な
る
機
関
に
も
委
ね
ら
れ
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
憲
法
に
よ
っ



て
創
造
さ
れ
て
い
る
。
法
律
定
立
(
。
g
m
R
m
n
E品
)
を
規
制
す
る
憲
法

の
規
定
は
選
択
的
性
格
を
・
有
す
る
。
憲
法
は
法
律
定
立
に
対
す
る
直
接
的

規
律
と
間
接
的
規
律
と
を
含
む
。
そ
し
て
、
法
律
定
立
機
関
が
こ
れ
ら
両

(
問
)
(
印
)

規
律
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
」
0
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こ
こ
で
若
手
文
脈
は
ず
れ
る
も
の
の
右
引
用
文
の
射
程
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
く
。
右
に
示
さ
れ
た
定
式
は
、
「
憲
法
」
と
「
法
律
」
と
の
関
連

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
「
法
律
」
と
「
行
政
行
為
」
、

「
法
律
」
と
「
司
法
行
為
」
と
の
関
係
等
に
順
次
応
用
さ
れ
得
る
。
か
か

る
応
用
に
つ
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
は
大
要
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、

ま
ず
、
一
般
的
規
範
の
創
設
を
規
律
す
る
規
範
を
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」

と
定
義
す
る
。
次
に
、
こ
の
定
義
を
、
法
適
用
機
関
が
個
別
的
規
範
を
創

設
す
る
手
続
を
規
律
す
る
「
法
律
」
も
ま
た
、
規
律
さ
れ
る
手
続
と
の
関
(
印
)

係
で
は
「
憲
法
」
と
称
し
得
る
と
相
対
化
す
る
と
:
:
:
、
と
い
う
よ
う
に
。

し
か
し
か
か
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
理
解
の
仕
方
は
、
些
一
か
難
渋
で
あ
る
。
か
よ

う
な
説
明
の
仕
方
を
採
ら
な
く
と
も
、
法
の
階
層
上
下
の
差
異
は
、
質
的

な
も
の
で
は
な
く
量
的
な
も
の
だ
と
い
う
法
段
階
説
の
基
本
的
な
思
考
法

を
踏
ま
え
れ
ば
足
り
る
。
右
引
用
文
に
み
る
「
憲
法
」
と
「
法
律
」
と
の

関
係
理
解
は
、
下
位
の
法
段
階
間
に
対
し
て
も
質
的
に
は
変
わ
り
の
な
い

こ
と
と
し
て
容
易
に
適
用
さ
れ
得
る
。

そ
こ
で
改
め
て
「
憲
法
」
と
「
法
律
」
と
の
関
係
に
立
ち
戻

る
こ
と
と
し
よ
う
。
右
引
用
文
で
一
不
さ
れ
た
思
考
は
、
次
の
よ
う
に
定
式

化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
一
般
的
法
規
範
の
創
設
を
規
律
す
る

上
位
の
法
規
範
に
つ
い
て
、
下
位
機
関
は
、
当
該
上
位
規
範
が
直
接
規
定

す
る
「
正
し
い
」
意
味
(
ケ
ル
ゼ
ン
の
一
一
言
葉
に
よ
る
と
「
直
接
的
規
律
」
)

と
「
正
し
く
な
い
」
意
味
(
ケ
ル
ゼ
ン
の
一
言
葉
で
い
う
と
「
間
接
的
規

律
」
)
の
ど
ち
ら
で
も
任
意
に
選
択
し
得
る
、
と
。
例
え
ば
、
憲
法
が
含

意
す
る
「
憲
法
」
の
意
味
、
あ
る
い
は
憲
法
が
含
意
し
て
い
な
い
「
憲
法
」

の
意
味
の
ど
ち
ら
の
「
憲
法
」
に
従
う
か
は
、
下
位
機
関
で
あ
る
法
律
定

立
権
者
の
自
由
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仮
に
本
来
憲
法
の
合
意
し
て
い

な
い
「
憲
法
」
の
意
味
に
基
づ
い
て
、
「
法
律
」
が
定
立
さ
れ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
憲
法
が
(
不
可
避
的
に
)
予
定
し
た
可
能
性
の
う
ち

の
片
方
が
現
実
化
し
た
に
過
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
当
該
「
法
律
」
が
、
憲

法
所
定
の
手
続
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
効
力
を
発
揮
し
続
け
る
と
い

う
こ
と
も
憲
法
自
身
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

我
が
国
の
憲
法
案
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
憲
法
学
説
か
ら
違
憲
と
み
な

さ
れ
る
自
衛
隊
法
が
、
仮
に
真
正
な
「
違
憲
」
の
存
在
だ
と
し
て
何
故
今

日
に
至
る
ま
で
有
効
で
あ
り
続
け
た
か
は
、
右
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
考
で
説

明
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
は
、
有
権
解
釈
機
関
た
る
最
高

裁
判
所
に
よ
る
違
憲
判
断
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
国
会
の
憲
法
解
釈
が
通
用

3 
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す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
。
支
配
的
な
憲
法
学
説
に
よ
れ

ば
、
日
本
国
憲
法
は
自
衛
隊
法
が
通
用
し
て
い
る
現
状
を
決
し
て
直
接
的

に
(
《
表
V

か
ら
)
肯
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
憲
法
は
、
か

か
る
自
衛
隊
法
を
国
会
が
定
立
す
る
こ
と
を
少
な
く
と
も
間
接
的
に
は

(〈裏
V

か
ら
)
認
め
て
い
る
。
右
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
考
が
、
「
裏
か
ら
の

授
権
」
観
念
と
名
づ
け
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
裏
か
ら
の
授
権
」
観
念
は
、
有
権
解
釈

機
関
に
よ
る
憲
法
解
釈
の
み
を
法
的
に
有
意
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
思
考

(
本
稿
の
用
語
法
で
い
え
ば
「
手
続
法
」
思
考
)
を
顕
著
に
表
象
す
る
も

の
と
し
て
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
本
稿
の
み
る
と
こ
ろ
、
こ

の
観
念
は
、
一
般
的
規
範
の
先
在
性
に
あ
く
ま
で
拘
る
思
考
か
ら
の
帰
結

で
あ
る
。
比
験
的
に
い
え
ば
、
法
の
{
裏
》
の
意
味
は
、
《
表
》
の
意
味

が
あ
っ
て
こ
そ
観
念
し
得
る
。
か
か
る
見
地
に
立
て
ば
、
「
裏
か
ら
の
授

権
」
観
念
は
、
法
リ
ア
リ
ズ
ム
を
排
除
す
る
論
理
を
表
象
す
る
観
念
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
款
を
改
め
て
少
し
く
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
Q

第
三
款

反
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
の
「
認
識
論
的
優
位
」

(
1
)

前
款
で
み
た
よ
う
に
、
「
豪
か
ら
の
授
権
」
観
念
に
よ
れ
ば
、

上
位
規
範
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
「
直
接
的
規
律
」
あ
る
い
は
「
間
接
的

規
律
」
の
い
ず
れ
の
可
能
性
を
選
択
す
る
か
は
、
当
該
下
位
機
関
の
任
意

で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
「
裏
か
ら
の
授
権
」
観
念
は
、
次
の
よ
う
に

一
般
化
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
上
位
規
範
は
、
下
位
機
関
に
対
し
て
直
接

的
規
律
と
間
接
的
規
律
と
を
可
能
的
に
及
ぼ
す
。
こ
れ
ら
の
可
能
性
の
い

ず
れ
か
を
当
該
機
関
が
決
定
す
る
、
と
。
し
か
し
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、

下
位
機
関
が
、
上
位
規
範
の
提
示
し
た
直
接
・
間
接
い
ず
れ
か
の
規
律
を

任
意
に
選
択
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
下
位
機
関
は
「
選

択
」
を
な
し
得
る
と
い
う
可
能
性
の
記
述
に
止
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

問
題
は
、
か
か
る
下
位
機
関
に
よ
る
規
律
の
「
選
択
」
が
可
能
で
あ
る
と

い
う
こ
と
の
一
方
で
、
か
か
る
「
選
択
」
が
二
と
お
り
の
「
規
律
」
の
存

在
の
認
識
に
よ
っ
て
逆
に
、
枠
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
存
す
る
。

ま
ず
、
上
位
規
範
の
有
す
る
「
二
と
お
り
」
の
意
味
か
ら
の
「
選
択
」

を
下
位
機
関
に
認
め
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
裏
か
ら
の
授
権
」
観
念
が
、
伝
統

的
理
論
に
比
べ
て
独
自
な
点
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
す

な
わ
ち
法
秩
序
の
位
階
構
造
を
如
何
に
説
明
す
る
か
と
い
う
論
理
上
の
相

違
に
関
わ
る
。
伝
統
的
理
論
は
、
上
位
規
範
に
反
す
る
下
位
規
範
の
妥
当

性
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妥
当
性
が
い
わ
ば
上
か
ら
由
来
す
る
と

い
う
論
理
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
違
憲
な
法
律
は
、
上

位
規
範
に
違
反
す
る
ゆ
え
に
、
無
効
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
当
該
「
法
律
」

は
、
上
位
規
範
に
妥
当
性
根
拠
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
と

北法50(3・184)576



ぃ
、
つ
よ
、
つ
に
。

他
方
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
裏
か
ら
の
授
権
」
観
念
に
よ
れ
ば
、
上
位
規
範
は
、

直
接
的
に
規
律
す
る
内
容
・
手
続
と
同
時
に
、
そ
れ
に
反
す
る
内
容
を
も

間
接
的
に
規
律
す
る
。
伝
統
的
理
論
と
異
な
っ
て
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
は
、

「
違
憲
の
法
律
」
の
妥
当
性
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
否
定
す
る
こ
と
は
な
い
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
か
か
る
「
違
憲
の
法
律
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
憲
法
に
よ
っ

て
《
裏
か
ら
》
妥
当
性
を
付
与
さ
れ
て
い
る
か
ら
効
力
を
有
し
得
る
と
み

な
す
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
上
位
規
範
は
自
ら
に
矛
盾
す
る
下
位
規
範

の
定
立
行
為
を
暗
黙
の
内
に
許
容
す
る
と
い
う
論
理
が
採
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
法
の
段
階
構
造
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ケ
ル

ゼ
ン
は
、
上
位
規
範
に
反
す
る
下
位
規
範
の
妥
当
性
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に

は
否
定
し
な
い
が
、
下
位
規
範
の
妥
当
性
が
上
か
ら
由
来
す
る
論
理
を
貫

徹
し
よ
う
と
す
る
。

憲法の最高法規性(2 完)

ケ
ル
ゼ
ン
理
論
は
か
よ
う
に
、
伝
統
的
理
論
と
説
明
の
仕
方
を
異
に
し

な
が
ら
も
、
下
位
規
範
の
妥
当
性
は
、
上
位
規
範
か
ら
由
来
す
る
と
い
う

論
理
を
採
る
点
で
旧
来
の
思
考
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
両
者

の
結
論
上
の
一
致
に
対
し
、
前
章
で
検
討
し
た
ト
ロ
ベ
ー
ル
理
論
は
全
く

対
照
的
な
理
解
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
ト
ロ
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
有
権

解
釈
機
関
の
解
釈
活
動
以
前
に
事
実
た
る
条
文
は
あ
る
が
規
範
は
な
い
。

規
範
は
当
該
有
権
解
釈
機
関
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
創
造
さ
れ
る
。
下
位
機

関
に
よ
っ
て
上
位
規
範
が
創
設
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
か
か
る
ト

ロ
ベ
ー
ル
の
思
考
は
、
上
位
規
範
の
妥
当
性
が
下
位
機
関
か
ら
い
わ
ば

《
下
か
ら
》
由
来
す
る
、
と
い
う
論
理
を
採
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の

ケ
ル
ゼ
ン
と
伝
統
的
理
論
と
の
「
一
致
」
と
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
ト
ロ
ベ
ー
ル

と
の
問
の
「
対
照
」
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
が
反
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と

を
強
く
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

(
2
)

で
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
か
よ
う
な
理
論
構
成
を
さ
ら
に
論
理
的

に
分
析
し
て
み
よ
う
。
上
位
規
範
の
「
規
律
」
に
つ
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
思

考
は
、
そ
れ
が
「
直
接
的
」
か
「
間
接
的
」
か
を
問
題
に
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
上
位
規
範
に
よ
る
規
律
は
確
実
に
二
種
に
区
分
さ
れ
得
る
と
い

う
前
提
が
控
え
て
い
る
。
い
わ
ば
何
が
《
表
》
か
ら
規
律
な
い
し
授
権
さ

れ
て
お
り
、
い
わ
ば
何
が
《
裏
》
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
明

確
に
把
握
さ
れ
得
な
く
て
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
そ
も
そ
も
下
位
機
関
に
よ

る
両
規
律
の
「
選
択
」
を
語
り
得
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

に
我
々
は
、
下
位
機
関
に
よ
る
規
律
の
「
選
択
」
以
前
で
、
規
律
の
意
味

が
既
に
論
理
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
取
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
段
階
で
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
は
、
自
説
が
下
位
機
関
に
よ
る
法
解
釈
の
み

を
有
意
な
も
の
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
理
論
で
は
な
い
こ
と
を
強
く
主
張

す
る
。
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考
に
と
っ
て
は
致
命
的
な
点
を
指
摘
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ル
ゼ
ン
に

よ
る
「
直
接
的
」
/
「
間
接
的
」
、
「
表
」
/
「
裏
」
の
定
式
の
背
景
に
は
、

い
わ
ば
《
正
し
い
V

法
、
正
確
に
は
法
の
〈
正
し
い
V

意
味
を
認
識
し
得

る
と
の
メ
ル
ク
ル
的
観
念
が
控
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点

は
、
上
段
で
示
唆
さ
れ
た
、
単
に
両
規
律
が
区
別
さ
れ
得
る
と
い
う
観
念

に
よ
る
以
上
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
が
リ
ア
リ
ズ
ム
と
真
に
区
別
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
間
接
的
」

H

〈
裏
〉
か
ら
の
規
律
方
式
で
成
立
し
た
規
範
は
、
確
か
に

妥
当
す
る
が
、
特
別
の
手
続
で
廃
止
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
「
直
接
的
」

H

《
表
〉
か
ら
の
規
律
方
式
・
内
容
を
も
っ
て
成
立
し
た
規
範
に
つ
い
て
、

(
山
川
)

「
廃
止
」
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。

前
款
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
あ
っ
て
は
、
「
間
接
的
規
律
」

の
も
と
「
妥
当
す
る
」
法
規
範
は
、
内
在
す
る
「
暇
庇
」
を
含
み
得
な
い
。

も
っ
と
も
、
か
か
る
「
妥
当
す
る
」
規
範
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
よ
っ
た

場
合
で
も
、
「
廃
止
」
さ
れ
る
可
能
性
が
留
保
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

上
位
規
範
は
下
位
機
関
に
対
し
て
、
「
直
接
的
規
律
」
の
み
を
な
し
得
る

も
の
で
は
な
く
、
「
間
接
的
規
律
」
を
排
除
し
得
な
い
。
し
か
し
、
当
該

「
間
接
的
規
律
」
は
《
裏
》
ゆ
え
に
「
廃
止
」
さ
れ
得
る
。
他
方
で
、

「
直
接
的
規
律
」
は
あ
く
ま
で
全

5
ゆ
え
に
「
廃
止
」
は
想
定
さ
れ
な

い
。
一
方
の
「
直
接
的
規
律
」
(
上
位
規
範
の
正
し
い
意
味
)
に
基
づ
く

下
位
規
範
は
、
「
廃
止
」
ぬ
き
に
妥
当
す
る
が
、
他
方
の
「
間
接
的
規
律
」

(
上
位
規
範
の
「
正
し
く
な
い
」
意
味
)
に
基
づ
く
下
位
規
範
は
有
権
解

釈
機
関
に
よ
る
「
廃
止
」
を
い
わ
ば
解
除
条
件
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
上
佼
規
範
が
有
す
る
両
「
規
律
」
は
同
価
値
の
も

(
出
)

の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
3
)

も
は
や
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
裏
か
ら
の
授

権
」
観
念
に
あ
っ
て
、
上
位
規
範
の
も
た
ら
す
「
直
接
的
規
律
」
と
「
間

接
的
規
律
」
と
の
問
に
は
、
序
列
が
存
在
す
る
。
小
貫
幸
浩
講
師
の
用
語

法
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
後
者
「
に
対
し
て
法
認
識
論
的
に
優
位
」
し
て
い

(
日
)

る
と
い
え
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
あ
っ
て
、
「
直
接
的
規
律
」
と
「
間
接

的
規
律
L

と
は
、
法
的
認
識
に
お
い
て
区
別
さ
れ
得
る
の
み
な
ら
ず
、
前

者
は
後
者
に
対
し
て
「
法
認
識
論
的
」
に
優
位
し
た
も
の
と
し
て
確
定
さ

れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
「
直
接
的
規
律
」
と
は
、
上
位
規
範
に
よ
っ

て
「
直
接
規
定
さ
れ
た
内
容
」
を
意
味
し
、
「
間
接
的
規
律
」
と
は
上
位

規
範
に
よ
っ
て
「
直
接
規
定
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
内
容
」
を
意
味
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
上
述
の
「
裏
か
ら
の
授
権
」
の
趣
旨
を
換
言
す
れ
ば
、
法

の
《
正
し
く
な
い
》
意
味
は
把
握
さ
れ
得
る
し
法
適
用
機
関
に
よ
っ
て
適

用
さ
れ
得
る
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
法
の
意
味
は
認
識
論
的
に
《
正
し
く
》

把
握
さ
れ
得
る
と
な
る
。
か
か
る
「
法
認
識
論
的
優
位
」
が
、
法
適
用
機

関
に
よ
る
上
位
規
範
の
意
味
の
「
選
択
」
以
前
に
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
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と
は
、
す
な
わ
ち
、
か
か
る
認
識
論
上
の
優
位
を
内
包
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
理

論
は
法
リ
ア
リ
ズ
ム
と
相
い
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
お
い
て
、
法
適
用
機
関
の
定
立
す
る
「
手
続

法
」
の
妥
当
性
が
肯
定
さ
れ
る
一
方
で
、
法
の
意
味
の
客
観
的
な
認
識
す

な
わ
ち
「
実
体
法
」
が
法
的
に
ヨ
リ
有
意
な
規
律
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
同
時
に
明
ら
か
に
す
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
「
手
続
法
」
の

現
出
を
冷
徹
に
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
確
固
と
し
た
「
実
体

法
」
思
考
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
4
)

も
っ
と
も
、
か
か
る
理
解
に
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
予
想
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
下
位
機
関
は
「
直
接
的
規
律
」
を
受
け
た
法
規
範
を

も
「
廃
止
」
し
得
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
議
会
が
憲
法
の
「
直
接

的
規
律
」
を
受
け
て
「
合
憲
」
の
法
律
を
定
立
し
た
後
、
別
の
有
権
解
釈

機
関
(
議
席
変
動
後
の
議
会
あ
る
い
は
最
高
裁
判
所
等
)
が
、
憲
法
の

「
間
接
的
規
律
」
を
受
け
て
当
該
法
律
を
「
廃
止
」
し
た
場
合
を
想
定
す

れ
ば
よ
い
。
上
位
規
範
が
下
位
機
関
に
二
つ
も
の
規
律
を
有
し
得
る
と
い

う
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
考
は
、
か
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
た
場
合
、
結
局
、
上

述
の
認
識
論
的
優
位
の
確
認
(
「
実
体
法
」
思
考
)
を
リ
ア
リ
ズ
ム
(
「
手

続
法
」
思
考
)
の
前
に
無
意
味
の
も
の
と
す
る
思
考
に
ほ
か
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
、
と
。

し
か
し
、
本
稿
は
そ
う
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
問
題
は
、
「
廃
止
」

を
前
提
さ
れ
て
い
な
い
「
直
接
的
規
律
」
は
、
「
廃
止
」
を
解
除
条
件
と

し
た
妥
当
性
し
か
主
張
し
得
な
い
「
間
接
的
規
律
」
に
比
べ
て
認
識
論
上

同
列
に
扱
え
る
も
の
な
の
か
否
か
で
あ
る
。
仮
に
前
者
の
後
者
に
対
す
る

優
位
が
認
識
さ
れ
れ
ば
、
「
直
接
的
規
律
」
に
従
わ
な
い
あ
ら
ゆ
る
法
定

立
行
為
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
認
識
論
的
に
劣
位
に
お
か
れ
る
。
「
手

続
法
」
に
つ
い
て
「
実
体
法
」
を
根
拠
と
し
た
対
比
が
認
識
論
上
可
能
に

な
る
と
い
う
論
理
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
お
い
て
発
見
し
得
る
と
い
う
点

に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
下
位
機
関
は
、
上
位
規
範
の
両
規
律
を
、
あ
く

ま
で
結
果
と
し
て
任
意
に
選
び
得
る
に
過
、
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、

下
位
機
関
が
常
に
上
位
規
範
の
「
正
し
い
」
意
味
を
認
識
し
得
る
か
と
い

う
問
題
と
直
接
の
連
関
を
持
た
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
仮
に
下
位

機
関
が
、
上
位
規
範
の
「
正
し
く
な
い
」
意
味
に
基
づ
い
て
、
下
位
規
範

を
定
立
し
た
と
し
て
も
、
上
位
規
範
の
「
正
し
い
」
意
味
は
、
認
識
さ
れ

得
る
。
確
か
に
、
こ
の
場
合
に
定
立
さ
れ
た
当
該
下
位
規
範
は
妥
当
性
そ

し
て
多
く
の
場
合
強
制
装
置
を
背
景
に
実
効
性
を
獲
得
す
る
が
、
そ
れ
ら

は
「
廃
止
」
を
解
除
条
件
づ
き
と
し
た
「
妥
当
性
」
で
あ
り
「
実
効
性
」

に
過
ぎ
な
い
。
他
方
で
し
か
し
、
何
ら
の
条
件
も
付
さ
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、

真
の
「
妥
当
性
」
を
獲
得
し
得
る
上
位
規
範
の
「
正
し
い
」
意
味
は
、
実

効
性
は
皆
無
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
い
わ
ば
眠
っ
て
い
る
に
過
ぎ

ず
、
法
を
認
識
す
る
う
え
で
有
意
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
。
さ
ら
に
い
え
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ば
、
規
律
の
「
直
接
」
「
間
接
」
二
分
論
に
よ
る
と
、
「
間
接
的
規
律
」
を

受
け
た
「
手
続
法
」
が
存
在
す
る
と
い
う
論
理
的
前
提
こ
そ
、
「
直
接
的

規
律
」
を
受
け
た
「
実
体
法
」
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
規
範
の

「
直
接
的
規
律
」
を
観
念
し
得
ず
に
、
当
該
規
範
の
「
間
接
的
規
律
」
は

観
念
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
《
裏
〉
が
あ
れ
ば
〈
表
〉
が

あ
る
と
い
う
比
喰
の
趣
旨
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
か
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
理
論

に
あ
っ
て
は
、
「
実
体
法
」
・
「
手
続
法
」
の
両
思
考
は
両
立
し
つ
つ
も
、

前
者
思
考
は
後
者
思
考
に
認
識
論
上
優
位
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
肯

(
問
)

定
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
節

柳
瀬
良
幹
に
お
け
る
「
実
体
法
」

の
優
位

前
節
に
お
い
て
、
我
々
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
お
け
る
「
実
体
法
」
思

考
を
確
認
し
た
。
加
え
て
、
同
理
論
に
あ
っ
て
、
「
実
体
法
」
が
認
識
論

的
に
優
位
し
て
い
る
可
能
性
さ
え
認
め
ら
れ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
よ
う

や
く
、
本
稿
用
語
法
の
生
み
の
親
で
あ
る
柳
瀬
良
幹
教
授
の
説
を
検
討
す

る
準
備
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
私
見
に
よ
れ
ば
、
柳
瀬

教
授
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
峻
別
論
は
、

ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
「
法
認
識
論
的
優
位
」
論
と
か
な
り
の

程
度
思
考
構
造
を
同
じ
く
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
本
稿
は
、
柳
瀬
教
授
に
よ
る
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
峻
別

論
に
つ
い
て
終
局
的
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、

教
授
に
よ
る
右
峻
別
論
と
、
実
定
法
と
し
て
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」

と
を
認
識
す
る
こ
と
、
と
の
不
可
両
立
性
に
求
め
ら
れ
る
。

以
下
、
柳
瀬
教
授
に
よ
る
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
峻
別
論
に
つ

い
て
概
観
し
(
本
節
)
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
(
第
三
節
)
。

た
だ
、
柳
瀬
教
授
が
こ
の
問
題
を
展
開
し
た
テ
ク
ス
ト
は
必
ず
し
も
豊
富

と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
議
論
は
、
こ
の
柳
瀬
教
授
の
議
論
に

触
発
さ
れ
た
樋
口
教
授
と
藤
田
教
授
と
の
問
で
交
わ
さ
れ
た
示
唆
に
富
む

(
別
)

論
争
と
の
対
話
を
も
踏
ま
え
て
の
叙
述
と
な
る
。
樋
口
教
授
の
議
論
が
柳

瀬
教
授
の
そ
れ
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
触
れ
た
。
一

方
藤
田
教
授
の
議
論
は
、
本
稿
の
見
解
を
ヨ
リ
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、

問
題
点
が
存
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

北法50(3・188)580

第
一
款

「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
峻
別

柳
瀬
教
授
に
よ
る
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
峻
別
論
は
、
既
に
戦

前
か
ら
至
る
所
で
姿
を
現
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
九
年
に
著
し
た

論
文
で
教
授
は
、
「
無
効
の
行
政
行
為
」
に
つ
い
て
は
権
限
あ
る
機
関
に

よ
る
認
定
が
な
く
て
も
、
誰
も
が
認
定
権
を
有
す
る
と
す
る
当
時
の
通
説



を
大
要
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
思
考
は
、
当

該
行
政
行
為
が
「
実
体
法
」
的
に
無
効
か
と
い
う
問
題
と
、
か
か
る
無
効(ω) 

が
何
人
に
よ
っ
て
認
定
判
断
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
と
を
混
同
し
て
い
る
、

と
。
ま
た
、
一
九
四
三
年
に
出
版
さ
れ
た
柳
瀬
教
授
の
著
書
に
よ
れ
ば
、

清
{
呂
四
郎
教
授
の
「
違
法
の
後
法
」
「
国
家
に
お
け
る
立
法
行
為
の
限
界
」
、

田
中
二
郎
教
授
の
「
法
令
の
破
庇
と
其
の
審
査
権
」
と
い
っ
た
諸
論
文
に

は
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
諸
論
文
は
「
裁

判
所
が
法
律
命
令
に
就
て
そ
の
内
容
の
暇
庇
を
審
査
し
そ
の
無
効
を
認
定

す
る
権
限
を
有
し
な
い
こ
と
か
ら
、
恰
も
法
令
は
そ
の
内
容
の
液
抗
に
も

拘
ら
ず
実
体
法
上
に
も
有
効
で
あ
る
も
の
」
と
説
く
も
の
と
し
て
批
判
さ

(
則
)

れ
る
。

憲法の最高法規性(2・完)

し
か
し
柳
瀬
教
授
に
よ
る
同
峻
別
論
の
明
確
な
定
式
化
が
な
さ
れ
た
の

(
削
)

は
、
戦
後
回
上
穣
治
教
授
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
批
判
に
応
え
る
こ
と
を
目

(
脱
)

的
と
し
て
著
さ
れ
た
「
実
体
法
の
世
界
と
手
続
法
の
世
界
」
、
そ
し
て
、

(

附

)

(

山

間

)

回
上
教
授
に
よ
る
再
批
判
に
応
え
た
「
実
体
法
と
手
続
法
再
論
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
論
文
に
お
い
て
は
、
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
L

の
峻
別
論
を

採
る
に
至
っ
た
事
情
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
柳
瀬
教
授
は
、
自

ら
の
考
え
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
日
く
、

「
実
体
法
の
世
界
と
手
続
法
の
世
界
と
は
こ
れ
を
峻
別
し
、
前
の
世
界

に
お
け
る
事
実
を
以
て
直
ち
に
後
の
世
界
に
当
絞
め
、
又
は
前
の
世
界
に

妥
当
す
る
原
理
か
ら
直
ち
に
後
の
世
界
に
関
す
る
結
論
す
る
如
き
こ
と
を

(
陥
)

な
し
て
は
な
ら
ぬ
」
0

教
授
は
、
か
か
る
思
考
を
採
る
に
至
っ
た
事
情
と
し
て
次
の
コ
一
点
を
挙

(
山
川
)

げ
て
い
た
。
そ
の
一
つ
は
、
「
判
決
の
拘
束
力
」
の
問
題
、
二
つ
は
「
裁

(

即

)

(

湖

)

判
所
の
違
憲
立
法
審
査
権
の
制
度
」
、
三
つ
は
「
職
務
命
令
に
関
す
る
通
説
」

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
に
は
次
の
よ
う
な
共
通
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
の
法
文
に
対
す
る
解
釈
に
も
拘
ら
ず
、
と
き
に
複

数
の
そ
れ
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
上
級
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
、

職
務
命
令
に
よ
る
法
解
釈
が
各
自
、
下
級
裁
判
所
、
立
法
府
、
下
級
公
務

員
に
対
し
て
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
拘
束
力
を

有
す
る
法
解
釈
が
正
し
い
法
解
釈
と
は
限
ら
な
い
。
か
よ
う
な
必
ず
し
も

「
正
し
い
」
と
は
限
ら
な
い
法
解
釈
が
何
故
拘
束
力
を
発
揚
す
る
の
か
。

こ
れ
ま
で
の
通
説
は
、
柳
瀬
教
授
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
諸
問
題
に
必
ず

し
も
明
快
な
説
明
を
与
え
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
通
説
に
対
す
る
か
か

る
不
審
は
、
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
に

発
す
る
。
「
実
体
法
」
と
は
「
或
る
者
が
法
の
意
味
と
し
て
言
ふ
と
こ
ろ

が
本
当
に
法
の
意
味
で
あ
る
か
ど
、
つ
か
の
間
題
」
で
あ
り
、
「
手
続
法
」

と
は
、
「
或
る
者
が
法
の
意
味
と
し
て
言
ふ
と
こ
ろ
が
法
の
意
味
と
し
て

北法50(3・189)581
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(
削
)

通
用
す
る
か
ど
、
つ
か
の
間
題
で
あ
る
」
。
我
々
は
、
「
法
律
の
意
味
が
何
で

あ
る
か
と
何
が
法
律
の
意
味
と
し
て
妥
当
す
る
か
と
は
全
く
別
の
問
題
で

(m) 

あ
る
」
こ
と
を
思
い
し
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
「
同
じ
憲
法

の
規
定
が
裁
判
の
世
界
と
立
法
の
世
界
と
で
異
な
る
意
味
を
有
す
る
と
い

ふ
奇
な
る
現
象
の
如
き
も
、
憲
法
が
そ
れ
自
身
と
し
て
い
か
な
る
意
味
を

布
す
る
か
と
或
る
世
界
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
が
憲
法
の
意
味
と
し
て

(
川
)

妥
当
す
る
力
を
有
す
る
か
と
は
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
」
と
考
え
れ
ば
容

易
に
溶
解
す
る
。
も
っ
と
も
柳
瀬
教
授
が
、
「
両
者
は
全
く
そ
の
原
理
を

異
に
す
る
別
個
の
世
界
で
あ
っ
て
、
本
来
架
橋
す
る
に
能
わ
ず
、
又
架
橋

(
問
)

す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」

と
を
峻
別
す
る
と
き
、
そ
の
根
拠
が
次
に
問
題
と
な
る
。

第
二
款

「
手
続
法
」
に
対
す
る
「
実
体
法
」
の
優
位

(
l
)

「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
は
、
何
故
「
架
橋
す
べ
か
ら

ざ
る
も
の
」
と
し
て
峻
別
さ
れ
る
か
。
そ
れ
は
、
両
者
の
性
質
が
全
く
昇
、

な
る
か
ら
だ
。
前
者
は
「
合
理
的
な
る
論
理
が
支
配
」
す
る
「
実
質
的
な

る
真
理
の
世
界
」
で
あ
る
が
、
後
者
は
「
非
合
理
的
な
る
権
威
が
支
配
す

(
閃
)

る
」
「
形
式
的
な
る
秩
序
の
世
界
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
こ
の
両
世

界
の
聞
を
架
橋
し
、
そ
の
聞
に
関
係
を
つ
け
、
こ
れ
を
統
一
し
て
理
解
解

(
問
)

明
せ
ん
と
す
る
」
こ
と
が
そ
も
そ
も
不
可
能
と
さ
れ
る
。
か
か
る
「
実
体
法
」

の
「
客
観
的
真
理
」
牲
を
支
え
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
、
「
法
に
は
必

ず
一
つ
の
意
味
」
が
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
法

の
意
味
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
客
観
的
に
明
瞭
で
あ
る
場
合
に
も
そ
う

で
な
い
場
合
に
も
、
解
釈
を
待
た
ず
し
て
既
に
い
は
ば
先
験
的
に
定
ま
つ

(
市
)

て
い
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
の
実
定
法
に
つ
い
て
二
つ
以
上
の
解
釈

が
併
存
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
な
お
「
客
観
的
な
法
の
認
識
」
は

(m) 

可
能
で
あ
る
。
か
よ
う
に
柳
瀬
教
授
に
よ
れ
ば
、
法
学
と
は
何
よ
り
、
実

定
法
に
対
す
る
「
権
利
根
拠
の
確
実
と
思
は
れ
る
論
理
的
操
作
」
に
よ
っ

(
問
)

て
、
実
定
法
の
「
真
の
意
味
」
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
教
授

の
「
学
問
的
良
心
」
に
と
っ
て
、
目
的
論
的
解
釈
、
自
然
法
論
、
政
策
論

(
川
)

は
別
世
界
の
話
で
あ
っ
た
。

(
2
)
 

北法50(3・190)582

そ
れ
で
は
、
逆
に
「
手
続
法
」
は
何
故
我
々
を
拘
束
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
に
「
正
し
い
法
の
意
味
」
た
る
「
実
体
法
」
の
世
界

は
、
「
手
続
法
」
の
世
界
に
敗
北
を
強
い
ら
れ
る
の
か
。
柳
瀬
教
授
に
よ

れ
ば
、
か
か
る
疑
問
を
立
て
る
こ
と
は
「
人
間
精
神
の
当
然
の
働
で
あ
り
、

(

悶

)

(

印

刷

)

権
利
で
あ
る
」
。
教
授
は
、
さ
し
あ
た
り
の
回
答
は
「
実
力
」
だ
と
い
う
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、
現
実
の
権
力
関
係
に
我
々
が
屈
服
し
て
い
る
と
い

う
事
実
上
の
現
象
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
我
々
が
、
判
決
・
職
務
命
令

に
従
う
の
は
、
我
々
が
「
秩
序
」
と
い
う
当
為
命
題
を
前
提
し
て
い
る
か



(
山
山
)

ら
で
あ
る
。

憲法の最高法規性(2・完)

た
だ
、
か
よ
う
な
内
容
を
捨
象
し
た
形
式
と
し
て
の
「
秩
序
」
が
「
究

(
閉
山
)

極
の
価
値
」
た
り
得
る
か
は
疑
問
と
は
い
え
る
。
例
え
ば
、
ル
ソ
!
の

「
一
般
意
思
」
は
、
お
そ
ら
く
「
秩
序
」
が
形
式
的
な
根
拠
で
は
な
く
実

質
的
な
そ
れ
を
要
す
る
、
す
な
わ
ち
権
力
に
対
す
る
服
従
根
拠
に
「
正
し

(
悶
)

さ
」
を
要
求
す
る
概
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
一
般
意
思
」

は
あ
く
ま
で
、
国
家
の
理
想
で
あ
っ
て
、
現
実
の
事
実
で
は
な
い
。
我
々

が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
か
よ
う
な
理
想
で
は
な
く
、
如
何
に
「
手
続

法
」
を
経
験
上
の
事
実
と
し
て
「
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
」
で
き
る
か
で
あ

(
胤
)

る
。
確
か
に
我
々
は
、
「
手
続
法
」
の
根
拠
を
ル
ソ
!
と
同
じ
く
「
実
体

法
」
に
求
め
ね
ば
満
足
し
得
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
既
に
「
手
続
法
」

(
邸
)

の
「
客
観
的
認
識
」
の
域
を
越
え
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

(3)

以
上
、
柳
瀬
説
に
お
け
る
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
そ

れ
ぞ
れ
の
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
前
者
は
、
「
法
の
正
し
い
意
味
」

で
あ
り
、
後
者
は
、
そ
れ
と
は
無
関
連
の
「
法
と
し
て
妥
当
す
る
意
味
」

で
し
か
な
い
。
も
っ
と
も
、
柳
瀬
教
授
に
よ
る
「
手
続
法
」
に
対
す
る
性

格
規
定
に
は
実
は
微
妙
な
も
の
が
あ
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
手
続
法
」

を
維
持
す
る
の
は
、
前
述
の
と
お
り
「
力
」
で
あ
る
。
こ
の
「
力
」
は

(
胤
)

「
妥
当
す
る
力
」
と
も
換
言
さ
れ
る
が
、
か
か
る
措
辞
に
つ
い
て
は

。
色
丹

E
m
と
豆
R
Z
と
を
区
分
す
る
立
場
に
よ
れ
ば
、
矛
盾
さ
え
指
摘
さ

(
閉
山
)

た
だ
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
か
か
る
立
場
(
精
確
に
は

∞
0
5ロ
と
∞
目
立
国
の
二
分
論
)
は
、
こ
れ
を
如
何
な
る
視
点
か
ら
観
察
す

る
か
に
よ
っ
て
、
相
対
化
さ
れ
得
る
か
ら
、
柳
瀬
教
授
の
い
う
「
妥
当
す

る
力
」
が
、
方
法
論
上
の
混
同
を
犯
し
た
概
念
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断

は
慎
重
を
要
す
る
。
し
か
し
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
専
ら
手
続
法
の
世
界
の

問
題
」
と
さ
れ
る
行
政
行
為
の
公
定
力
は
、
明
ら
か
に
実
定
法
上
の
効
果

(
問
)

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
八
ム
定
力
の
根
拠
は
、
実
定
法
上
の
各
国
家

(
的
)

機
関
に
対
す
る
権
限
分
配
規
定
に
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
少
な
く
と

も
柳
瀬
教
授
の
主
観
的
意
図
に
よ
れ
ば
、
「
手
続
法
」
は
、
規
範
つ
ま
り

ぎロ

g
と
し
て
の
性
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ

れ
得
る
。

ろ、っ。柳
瀬
教
授
の
い
う
「
実
体
法
」
は
「
法
の
正
し
い
意
味
」
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
に
規
範
つ
ま
り

E--g
の
性
格
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
問
題
は

な
い
。
と
す
る
と
、
教
授
の
い
う
「
実
体
法
」
・
「
手
続
法
」
は
共
に
、
規

範
と
し
て
の
存
在
性
格
を
有
す
る
と
い
え
る
。
我
々
は
、
こ
こ
に
柳
瀬
教

授
の
「
実
体
法
」
「
手
続
法
」
と
い
う
区
別
論
を
、
本
稿
前
節
で
み
た
ケ

ル
ゼ
ン
に
よ
る
「
直
接
的
規
律
」
「
間
接
的
規
律
」
の
区
別
論
に
容
易
に

重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
柳
瀬
教
授
の
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」

と
の
こ
分
論
は
、
前
者
が
「
正
し
い
」
認
識
の
所
産
と
さ
れ
、
後
者
は

「
正
し
い
」
か
ど
う
か
は
不
問
の
世
界
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ケ

北法50(3・191)583 
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ル
ゼ
ン
の
い
う
「
直
接
的
規
律
」
と
は
、
上
位
規
範
が
「
直
接
規
定
し
た

意
味
」
で
あ
り
、
「
間
接
的
規
律
」
と
は
、
上
位
規
範
が
「
直
接
規
定
す

る
の
と
は
異
な
っ
た
意
味
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
ケ

ル
ゼ
ン
の
い
う
「
直
接
的
規
律
」
は
「
間
接
的
規
律
」
に
対
し
て
、
認
識

論
上
優
越
し
た
地
位
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
柳
瀬
教
授
の
い
う

「
実
体
法
」
も
、
「
手
続
法
」
に
理
論
構
造
上
優
位
す
る
も
の
と
い
え
る
。

な
ぜ
な
ら
教
授
に
よ
れ
ば
、
実
定
法
の
「
真
の
意
味
」
を
把
握
す
る
こ
と

こ
そ
法
学
の
目
的
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
実
体
法
」
は
、
実
定
法
の

「
真
の
意
味
」
を
指
す
概
念
で
あ
っ
た
。
前
節
で
確
認
さ
れ
た
ケ
ル
ゼ
ン

に
お
け
る
「
認
識
論
的
優
位
」
は
柳
瀬
説
に
あ
っ
て
も
み
い
出
さ
れ
る
と

し
て
大
過
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

し
か
し
問
題
が
残
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
よ
れ
ば
、
「
直
接
的
規
律
」

と
「
間
接
的
規
律
」
と
は
上
位
規
範
が
下
位
機
関
に
及
ぼ
す
二
つ
の
意
味

と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
両
規
律
は
あ
く
ま
で
同
一
の
規
範
に
よ
っ

て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
柳
瀬
説
に
あ
っ
て
は
、
「
実
体
法
」

と
「
手
続
法
」
と
は
媒
介
ど
こ
ろ
か
、
「
架
橋
す
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
」
と

し
て
峻
別
さ
れ
る
点
で
好
対
照
で
あ
る
。
柳
瀬
説
に
よ
れ
ば
、
「
客
観
的

な
」
「
実
体
法
」
が
「
認
識
」
さ
れ
る
一
方
で
、
あ
た
か
も
ト
ロ
ベ
ー
ル

説
の
よ
う
に
、
法
適
用
機
関
が
定
立
す
る
「
手
続
法
」
が
「
実
体
法
」
と

切
断
さ
れ
た
形
で
抜
雇
す
る
現
実
が
突
き
放
し
て
把
握
さ
れ
る
。
ケ
ル
ゼ

ン
理
論
に
お
け
る
法
認
識
論
上
の
優
劣
は
、
柳
瀬
説
に
あ
っ
て
い
わ
ば
拡

太
し
、
理
論
的
な
統
合
の
可
能
性
は
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る

柳
瀬
説
は
果
た
し
て
維
持
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て
、
柳
瀬

説
に
お
け
る
か
か
る
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
「
峻
別
」
と
の
問
題

点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
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第
三
一
節

批
判

(
1
)

柳
瀬
教
授
に
よ
る
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
峻
別
論
を

め
ぐ
っ
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
樋
口
教
授
と
藤
田
教
授
に
よ
る
論
争
が

あ
っ
た
。
樋
口
教
授
は
、
基
本
的
に
柳
瀬
教
授
の
峻
別
論
を
肯
定
す
る
。

教
授
に
よ
れ
ば
、
「
制
定
憲
法
」
と
い
う
形
で
「
実
体
法
」
が
存
在
す
る

一
方
で
、
他
方
で
「
制
定
憲
法
」
の
運
用
過
程
で
定
立
さ
れ
る
法
律
、
命

令
、
判
決
等
、
「
実
効
的
憲
法
」
と
い
う
形
で
「
手
続
法
」
が
、
存
在
し

(
問
)

て
い
る
こ
と
は
二
元
的
に
認
識
さ
れ
得
る
。
か
か
る
「
制
定
憲
法
」
|

「
実
体
法
」

l
と
「
実
効
的
憲
法
」
「
手
続
法
」

l
の
ど
ち
ら
が
優

位
す
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
が
「
真
の
実
定
憲
法
」
と
さ
れ
る
か

(
削
)

は
実
践
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
実
体
法
」
た
る
「
制
定
憲
法
」
と

「
手
続
法
」
た
る
「
実
効
的
憲
法
」
の
そ
れ
ぞ
れ
を
客
観
的
に
認
識
し
得

る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
科
学
と
し
て
成
り
立
つ
が
、
両
者
の
い
ず
れ
が
優
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位
す
る
の
か
は
優
れ
て
実
践
的
決
断
に
委
ね
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
、
樋
口

教
授
の
思
考
に
あ
っ
て
は
、
柳
瀬
教
授
の
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の

峻
別
論
は
と
り
た
て
て
問
題
な
く
理
解
さ
れ
る
。

他
方
、
藤
田
教
授
は
、
柳
瀬
教
授
に
よ
れ
ば
「
架
橋
す
べ
か
ら
ざ
る
も

の
」
と
さ
れ
る
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
両
世
界
が
何
故
同
一
法
秩

(

州

出

)

序
に
お
い
て
併
存
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
る
。
柳
瀬
教
授
の
い

う
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
が
各
自
実
定
法
で
あ
れ
ば
、
「
こ
れ
ら
は

共
に
、
論
理
的
に
は
同
一
の
根
本
規
範
に
帰
報
せ
し
め
ら
れ
な
く
て
は
な

(
別
)

ら
な
い
」
は
ず
で
あ
る
。
柳
瀬
教
授
に
よ
れ
ば
、
実
定
法
の
概
念
は
「
唯

一
の
意
味
」
を
有
す
る
(
す
な
わ
ち
実
定
法
は
「
実
体
法
」
と
し
て
客
観

(
山
間
)

的
に
認
識
さ
れ
る
)
も
の
と
し
て
確
固
不
動
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
し
か

し
、
法
適
用
機
関
の
定
立
す
る
「
手
続
法
」
の
実
定
性
と
、
実
定
法
秩
序

全
体
の
論
理
的
統
一
性
と
を
な
お
整
合
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

「
手
続
法
」
と
同
じ
く
実
定
法
だ
と
さ
れ
る
「
実
体
法
」
の
「
唯
一
の
音
山

味
」
と
い
う
の
は
、
「
有
権
的
解
釈
者
の
認
定
・
解
釈
な
る
行
為
を
解
除

(
防
)

条
件
と
し
た
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
流
動
的
な
内
容
を
も
っ
た
も
の
」
と

み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
よ
う
な
再
構
成
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
実

体
法
」
と
「
手
続
法
」
は
実
定
法
秩
序
に
包
摂
さ
れ
る
。

(2)

樋
口
教
授
に
よ
る
議
論
が
、
科
学
と
実
践
と
の
区
分
論
と
い

う
方
法
論
に
よ
っ
て
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
峻
別
論
を
擁
護
し
ょ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
藤
田
教
授
は
、
か
よ
う
な
方
法

論
に
よ
っ
て
問
題
処
理
を
貫
徹
す
る
の
で
は
な
く
、
「
実
体
法
」
と
「
手

続
法
」
を
如
何
に
し
て
実
定
法
秩
序
の
統
一
性
の
中
で
矛
盾
な
く
説
明
し

得
る
か
、
を
問
題
と
す
る
。
樋
口
教
授
は
、
矛
盾
を
「
あ
り
の
ま
ま
に
」

(
別
)

認
識
す
る
の
が
科
学
で
あ
る
か
ら
、
「
全
く
原
理
を
異
に
す
る
」
、
「
実
体

法
」
と
「
手
続
法
」
の
併
存
に
疑
問
を
感
じ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
藤

田
教
授
は
、
そ
も
そ
も
両
者
が
実
定
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
思
考
を

出
発
し
、
「
実
体
法
」
に
つ
い
て
「
手
続
法
」
に
よ
る
変
更
を
予
定
し
た

流
動
性
を
認
め
る
こ
と
で
、
両
者
を
共
に
実
定
法
と
し
て
整
合
的
に
説
明

(
問
)

す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
樋
口
教
授
が
二
分
論
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、

分
断
さ
れ
た
対
象
を
「
あ
り
の
ま
ま
に
」
放
置
し
よ
う
と
し
た
と
す
れ
ば
、

藤
田
教
授
は
逆
に
、
実
定
法
の
整
合
性
に
よ
っ
て
峻
別
さ
れ
た
対
象
を
統

合
の
な
か
に
回
復
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
藤
田
教
授
が
、
樋
口
教
授

か
ら
の
批
判
に
対
し
て
、
「
制
定
憲
法
」
と
「
実
効
的
憲
法
」
と
を
、
共

に
法
規
範
と
し
て
認
識
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
聞
い

(
跳
)

を
発
し
た
の
は
、
樋
口
説
が
方
法
論
に
よ
っ
て
両
者
を
分
断
す
る
こ
と
に

対
す
る
疑
問
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
樋
口
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
実
体
法
」

と
「
手
続
法
」
の
い
ず
れ
を
「
真
の
法
」
と
す
る
か
は
、
科
学
の
問
題
で

は
な
い
と
し
て
思
考
の
外
に
排
除
さ
れ
る
が
、
藤
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
い

ず
れ
も
矛
盾
な
く
説
明
す
る
こ
と
こ
そ
両
者
を
実
定
法
と
し
て
認
識
す
る
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う
え
で
不
可
欠
の
作
業
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

(
3
)

こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
理
論
に
ヨ
リ
忠
実
な

の
は
藤
田
教
授
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
樋
口
教
授
が
認
め
て

い
る
よ
う
に
、
藤
田
教
授
の
「
流
動
的
実
体
法
論
」
は
「
裏
か
ら
の
授
権
」

観
念
の
趣
旨
を
な
ぞ
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
一
般
的
規
範
の
先
在
性
を
前

提
し
て
、
な
お
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
の
併
存
を
説
明
す
る
に
は
、

藤
田
教
授
の
よ
う
な
手
法
を
採
る
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ケ
ル
ゼ

ン
の
思
考
に
よ
れ
ば
、
規
範
の
意
味
の
受
け
取
り
方
に
は
「
直
接
的
規
律
」

と
「
間
接
的
規
律
」
の
二
つ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
同
一
の
規

範
の
意
味
と
し
て
妥
当
し
得
る
。
し
か
し
、
「
直
接
的
規
律
」
す
な
わ
ち

「
実
体
法
」
も
常
に
妥
当
性
を
発
揮
し
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
実
体
法
」

と
は
い
え
、
実
定
法
の
意
味
を
主
張
す
る
役
割
を
「
手
続
法
」
に
譲
る
こ

と
も
起
こ
り
得
る
。
こ
れ
が
、
藤
田
教
授
の
い
う
「
流
動
」
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
、
規
範
が
既
に
予
定
し
て
い
た
事
態
で
あ
る
が
ゆ
え
、
効
力
を
発

揮
し
、
し
た
が
っ
て
あ
く
ま
で
実
定
法
の
内
部
に
お
け
る
現
象
と
し
て
認

識
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
か
か
る
藤
岡
教
授
の
「
流
動
的
笑
体
法
論
」
は
、
あ
く
ま

で
柳
瀬
説
を
如
何
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
試
み
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
藤

田
教
授
は
「
法
秩
序
の
動
態
構
造
を
規
範
科
学
的
に
ど
う
捉
え
る
か
」
と

(
別
)

い
う
ヨ
リ
一
般
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
見
解
提
示
を
留
保
し
て
い
た
。
藤

田
教
授
の
議
論
は
、
柳
瀬
教
授
の
い
う
「
実
定
法
」
概
念
の
再
構
成
の
可

能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
柳
瀬
教
授
の
「
実
定
法
」

概
念
が
藤
田
教
授
の
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
一
概
に
は
断
定
で
き
な

い
。
柳
瀬
教
授
の
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
の
二
分
論
は
、
樋
口
教

授
が
解
釈
す
る
よ
う
に
峻
別
が
強
調
さ
れ
る
余
地
も
依
然
と
し
て
残
さ
れ

よ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
は
、
両
者
が
共
に
実
定
法
と
し
て
認
識
さ
れ

得
る
の
は
何
故
か
、
と
い
う
藤
田
教
授
の
聞
い
に
回
答
が
与
え
ら
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
点
、
樋
口
教
授
は
大
要
次
の
よ
う
に
応
答
し
て
い
た
。
確
か
に

「
実
体
法
」
た
る
「
制
定
憲
法
」
と
、
「
手
続
法
」
た
る
「
実
効
的
憲
法
」

と
が
、
共
に
同
位
の
実
定
憲
法
規
範
だ
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
実
効
的
憲
法
」
は
、
法
律
以
下
の
各
法
段
階
に
応
じ
た
効
力
(
法
律
・

政
令
・
判
決
段
階
の
規
範
と
し
て
の
効
力
)
を
発
揮
す
る
に
止
ま
る
。
か

よ
う
な
意
味
に
「
実
効
的
憲
法
」
の
実
定
性
は
限
定
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ

ら
「
手
続
法
」
た
る
「
実
効
的
憲
法
」
と
、
「
実
体
法
」
た
る
「
制
定
憲

法
」
と
を
峻
別
し
て
二
元
的
に
把
握
し
た
と
し
て
も
、
決
し
て
実
定
法
秩

(
捌
)

序
の
統
一
的
認
識
と
矛
盾
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
か
か
る
樋
口
教
授
の
思
考
は
、
実
定
法
秩
序
は
上
位
規
範

が
下
位
規
範
の
妥
当
性
根
拠
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

統
一
的
に
認
識
さ
れ
る
、
と
い
う
思
考
か
ら
の
批
判
を
招
く
。
「
問
題
は
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ま
さ
に
、
そ
こ
で
い
う
刀
法
律
段
階
の
規
範
と
し
て
の
効
力
μ

な
る
も
の

が
、
上
位
の
憲
法
規
範
と
の
関
係
な
し
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
理
論
的
に

(
加
)

存
在
可
能
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
あ
る
」
0

「
制
定
憲
法
」
と
切
り

離
さ
れ
た
「
実
効
的
憲
法
」
(
例
え
ば
法
律
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
場
合
)

が
、
な
ぜ
に
効
力
を
主
張
で
き
る
の
か
。
確
か
に
、
法
律
は
「
実
効
的
憲

法
」
と
し
て
自
ら
の
妥
当
性
を
主
張
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
か
か
る
妥
当

性
主
張
は
、
あ
く
ま
で
主
観
的
な
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
直
近
の
上

位
規
範
で
あ
る
「
制
定
憲
法
」
に
妥
当
性
根
拠
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
客

(m) 

観
的
(
理
論
的
)
に
明
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
4
)

も
っ
と
も
藤
田
教
授
の
議
論
に
あ
っ
て
も
、
問
題
点
は
皆
無

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
授
に
よ
る
「
実
体
法
」
の

性
格
規
定
如
何
で
あ
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
実
体
法
」
の
意
味
と
は
、

有
権
解
釈
者
の
認
定
・
解
釈
な
る
行
為
(
「
手
続
法
」
)
を
解
除
条
件
と
し

た
「
流
動
的
な
内
容
」
を
有
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
実
定
法
秩
序
は
、

「
流
動
」
が
発
生
す
る
以
前
に
存
在
す
る
「
実
体
法
」
と
、
か
か
る
「
実

体
法
」
の
「
流
動
」
を
引
き
起
こ
す
「
手
続
法
」
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
藤
田
教
授
は
、
「
実
体
法
」
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
実
定
法
秩
序
は
、
上
位
の
規
範
が
法
律
制
定
・
裁
判
判
決
・
行
政
行

為
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
行
く
こ
と
を
予
定
し
、
諸
々
の
機
関
に
そ
の

よ
う
な
具
体
化
の
権
限
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
H

実
体
法
H

な
る

概
念
は
、
そ
こ
で
は
、
こ
の
具
体
化
の
動
態
化
プ
ロ
セ
ス
を
特
定
の
時
点

で
切
断
し
た
場
合
の
切
断
面
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
公
的
機
関
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る

法
内
容
が
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
実
体
法
の
内
容
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ

(m) 
る」
0し

か
し
な
が
ら
、

か
か
る
藤
田
教
授
の
叙
述
か
ら
は
、
「
流
動
」
前
の

「
実
体
法
の
内
容
」
は
必
ず
し
も
明
確
に
み
え
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
、
か

か
る
藤
田
教
授
の
思
考
は
、
法
適
用
機
関
の
解
釈
活
動
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
実
定
法
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
、
本
稿
の
用
語
法
で
い
え
ば
「
手
続

法
」
思
考
を
顕
著
に
示
し
た
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
「
流
動
」
以
前
に

「
実
体
法
」
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
公
的
機
関
に
よ
っ
て
具

体
化
さ
れ
て
い
る
法
内
容
」
を
「
実
体
法
の
内
容
」
だ
と
す
る
余
地
は
な

い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
藤
田
教
授
の
い
う
「
実
体
法
の
内
容
」
と
は
、

前
述
の
樋
口
教
授
の
用
語
法
に
よ
れ
ば
、
「
実
効
的
憲
法
」
す
な
わ
ち

「
手
続
法
」
に
あ
た
る
も
の
で
は
な
い
の
か
、
と
の
疑
問
が
生
じ
る
。
樋

口
教
授
が
、
か
か
る
藤
田
教
授
の
い
う
「
実
体
法
」
の
概
念
を
当
初
か
ら
、

「
『
実
体
法
』
自
体
の
客
観
的
意
義
内
容
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、

北法50(3・195)587
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ひ
と
び
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
認
定
解
釈
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
と
き
ど

き
に
存
在
し
う
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
ま
さ
に
「
実
体
法
』
の
「
流
動
的

(
加
)

な
内
容
』
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
だ
」
と
受
け
止
め
た
こ
と
は
、
理
解
に

難
く
な
い
。
か
よ
う
な
樋
口
教
授
の
把
握
の
仕
方
に
対
し
て
、
藤
田
教
授

は
反
発
し
、
あ
く
ま
で
「
手
続
法
」
に
よ
る
流
動
に
先
行
し
て
、
「
実
体

法
」
は
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
そ
の
反
論
に
お
い
て
注
(
抑
)
を

付
し
た
本
稿
引
用
の
叙
述
が
な
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
藤
田
教

授
の
意
図
を
裏
づ
け
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

藤
田
教
授
は
ケ
ル
ゼ
ン
と
同
様
に
、
上
位
規
範
が
下
位
機
関
に
よ
る
解

釈
活
動
に
先
行
す
る
と
い
う
思
考
を
受
け
入
れ
た
。
そ
の
う
え
で
教
授
は
、

上
位
規
範
の
有
す
る
「
正
し
い
意
味
」
(
「
実
体
法
」
)
と
、
下
位
機
関
が

定
立
す
る
当
該
規
範
の
「
意
味
」
(
「
手
続
法
」
)
と
が
各
自
妥
当
性
を
主

張
し
得
る
こ
と
を
、
規
範
科
学
的
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
。

し
か
し
、
藤
田
教
授
の
い
う
「
公
的
機
関
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る

法
内
容
」
は
、
こ
れ
に
先
行
す
る
「
具
体
化
」
以
前
の
「
実
体
法
」
の
存

在
を
前
提
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
・
柳
瀬
教
授
の
諸
説
に
み
ら

れ
た
「
実
体
法
」
の
「
認
識
論
的
優
位
」
と
は
、
か
か
る
思
考
を
意
味
す

る
。
柳
瀬
教
授
は
、
「
実
体
法
」
の
「
認
識
論
的
優
位
」
を
肯
定
し
た
点

で
正
当
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と
「
手
続
法
」
と
を
峻
別
し
た
点
で
実
定
法

の
統
一
的
認
識
を
困
難
な
も
の
と
し
た
。
藤
田
教
授
は
、
「
実
体
法
」
と

「
手
続
法
」
と
の
双
方
を
、
遍
く
実
定
法
秩
序
の
中
に
包
摂
し
よ
う
と
し

た
点
は
正
当
で
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
「
手
続
法
」
思
考
を
偏
重
す
る
帰

(
加
)

結
を
導
い
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
次
の
問
題
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
か

ら
、
「
実
体
法
」
の
「
手
続
法
」
に
対
す
る
「
認
識
論
的
優
位
」
(
樋
口
教

授
の
用
語
法
に
よ
れ
ば
、
「
制
定
憲
法
」
の
「
実
効
的
憲
法
」
に
対
す
る

優
位
)
を
確
保
し
つ
つ
な
お
、
両
者
を
媒
介
し
得
る
論
理
を
如
何
に
し
て

引
き
出
し
得
る
か
、
に
移
る
。
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主(
川
刷
)
言
内
田
「
叶
問
。

E
F
H
L
3
8
σ
広岡

E
m
-
-
5
3
5
2
5
0ニ
担
任
払
O

号

s
n
u
g同
Mg'r山
加
色
町
内
山

nO回
目
巴

ECOロロ
mzn-NOES-qac品
目
白
ロ
F
O
B
E

B
a
m
白
内
町
民
-
四
回
目
凶
-
∞

g
E
S
P
-
3
hア
司
王
喧
・

(
即
)
こ
の
表
現
は
、
長
尾
龍
一
教
授
の
次
の
叙
述
に
よ
る
。
「
議
会

が
違
憲
の
法
律
を
議
決
し
、
裁
判
所
が
違
法
な
判
決
を
発
し
て
も

そ
れ
ら
は
直
ち
に
効
力
を
否
定
さ
れ
な
い
。
か
か
る
場
合
を
下
位

機
関
に
よ
る
上
位
規
範
の
「
算
奪
』

(
C
E
G
S
Oロ
)
と
よ
ぶ
こ
と

が
で
き
よ
う
。
:
:
:
こ
の
こ
と
は
上
位
規
範
は
表
向
き
は
内
容
制

限
内
の
規
範
設
定
の
み
を
下
位
機
関
に
授
権
し
て
い
る
よ
う
に
装

い
な
が
ら
実
は
内
容
的
制
限
外
の
規
範
設
定
を
も
裳
か
ら
授
権
し

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
(
長
尾
「
法
理
論
に
お
け
る
真
理
と
価

値
(
四
)
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
七
八
巻
第
九
・
一
O
号
(
一
九



憲法の最高法規性(2・完)

六
五
)
一
一
ム
ハ
頁
)
。
ち
な
み
に
、
長
尾
・
同
右
一
一
七
頁
は
、
こ

の
文
脈
で
、
「
制
定
憲
法
」
と
「
実
効
憲
法
」
を
峻
別
し
つ
つ
「
実

効
憲
法
」
に
よ
る
「
憲
法
変
遷
」
を
「
法
の
科
学
」
の
観
念
か
ら

排
除
す
る
樋
口
陽
一
「
『
憲
法
変
遷
』
の
観
念
」
冒
詣
と
第
四
八

四
号
(
一
九
六
四
)
を
批
判
し
て
、
「
実
効
憲
法
」
に
よ
る
「
憲
法

変
遷
」
も
「
制
定
憲
法
」
に
よ
る
「
憲
法
の
具
体
化
」
た
り
得
る

と
述
べ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
長
尾
教
授
に
よ
る
批
判
に
対
し
て
、

樋
口
教
授
は
、
「
最
終
的
判
断
を
留
保
」
(
樋
口
「
現
代
民
主
主
義

の
憲
法
思
想
』
(
一
九
七
七
)
一
五
二
頁
)
す
る
。
お
そ
ら
く
本
稿

は
、
か
か
る
両
教
授
の
思
考
の
中
間
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

ろ、つ。

(削

)
P
E
E
-
窓
口
白
河
白

n
F
E
O
Z
O
W
N
-
E
P
3
8
(以
下
男
ω
と

略
記
)
・
印
・
出
品
問

(
凶
)
関
関
「
回
開
ヲ
F
E
-
-
m
W
・
O
-
∞-
M叶
回
目

(
山
)
「
取
抗
予
測
」
説
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
、
こ
れ
に
対
立
す
る
フ

リ
ッ
ツ
・
ザ
ン
ダ
l
の
議
論
と
併
せ
て
詳
細
な
検
討
を
行
、
つ
藤
田

宙
靖
「
行
政
法
学
の
思
考
形
式
』
(
一
九
七
人
)
特
に
一
三

O
頁
以

下
を
参
照
(
ち
な
み
に
、
藤
田
教
授
に
よ
る
訳
語
は
「
暇
庇
決
済
」

で
あ
る
)
。
な
お
こ
の
検
討
は
、
教
授
に
よ
る
「
流
動
的
実
体
法
論
」

に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
(
本
章
第
三
節
参
照
)
。
こ
の
点

を
指
摘
す
る
の
が
、
樋
口
・
前
出
注
(
即
)
一
五
五
頁
。

(
間
)
こ
の
点
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
枠
」
論
の
文
脈
に
お
い
て
も
肯
定

さ
れ
て
い
た
(
本
稿
(
一
)
「
北
大
法
学
論
集
』
第
四
九
巻
第
四
号

(
一
九
九
八
)
九
三
七
頁
(
以
下
、
引
用
は
同
巻
の
頁
の
み
を
指

す
)
参
照
)

0

(
凶
)
〉

g
q
富
田
戸
4
-
Z
E
S
E
E
E
a
p
n
F
Z
S
F円
FEe-沼
M
U
d
s
一

盟
問
者
お
ロ
R
m
R
Z再開
門

V
0
2
2
2
2
m
P
Y
E
-
P
3
S
(以
下
当
何
回
・
と

略
記
)
咽

E--e
切・

Mg-

(凶
)

Y

両
日
戸
-
P
阻・
0
・・∞
-
M
O
-
-

(
川
即
)
富
田
戸
e

由・白・
0
・・∞
-
M
O
凶・

(
山
)
玄
問
問
戸

-
o
g
m
R
Z
5
E
n
E
2
2
2
〉
ロ
耳
目
邑

ED加
咽
】
唱
】

N

S

宅
周
回
-
e

切

a・
-Jω
ニ
ヨ
・

(
同
)
こ
れ
は
法
内
在
的
な
正
し
さ
(
ロ
n
E
S
)

と
い
っ
た
意
味
に
解

釈
し
得
ょ
う
。
〈
包
・

5
m
p
:・0
・咽印・ニ這・

(
則
)
回
om--
自
民
国

F
O
g
s
-
臣
g
q。
戸
田
毛
田
口
弘
同

ss・
-
ま
凶
(
以

下
。
4rω
・
と
略
記
)
泊
目
M

・3
品
・
尾
吹
善
人
訳
『
法
と
国
家
の
一
般
理

論
』
(
一
九
九
一
年
)
(
以
下
尾
吹
訳
と
略
記
)
二
二
九
頁
。

(
則
)
正
確
に
い
え
ば
、
《
対
象
に
で
き
な
か
っ
た
》
と
表
現
す
べ
き
か

も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
法

規
範
だ
け
は
原
則
、
法
適
用
機
関
を
拘
束
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、

一
般
的
法
規
範
の
妥
当
性
認
定
を
挙
げ
て
法
適
用
機
関
に
帰
す
こ

と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か

か
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
理
解
を
攻
撃
す
る
ト
ロ
ベ
ー
ル
説
の
問
題
性
と

共
に
、
本
稿
(
一
)
特
に
九
三
六
頁
以
下
参
照
。

(
山
)
列
国
L
回
開

Z-mHNN・・印
-N4斗・

(
即
)
ち
な
み
に
、
少
な
く
と
も
ケ
ル
ゼ
ン
の
い
う
{
。

g
O
R
m
m
g
a
v
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に
つ
い
て
は
、
「
立
法
」
ヨ
リ
、
「
法
律
定
立
」
と
の
邦
訳
の
方
が

適
切
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
大
石
農
「
立
法
と
権
限
分
配
の
原

理
二
)
」
『
法
学
』
第
四
二
巻
第
四
号
(
一
九
七
九
)
二
四
頁
参

照
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
法
行
為
は
す
べ
て
法
定
立
行

為
す
な
わ
ち
「
立
法
」
行
為
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
本
文
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
《
。
0
8
R清
宮
口
問
}
は
、
明
ら
か
に
憲
法
の
直
接
的

執
行
と
し
て
の
法
行
為
の
み
を
指
し
て
い
る
。
な
お
日
本
国
憲
法

第
四
一
条
に
い
う
「
立
法
」
の
意
味
解
釈
に
つ
い
て
、
新
正
幸

『
宜
忠
法
と
立
法
過
程
』
(
一
九
八
五
)
一
一
一
一
一
九
頁
参
照
。

(
旧
)
〈
包
・
穴
開
「
回
開
Z
-
河
岡
山
N
-
-
M
-
M
M
∞
・
・
品
目
『

m
-
U
5
-
u
zロ

-aoロ
色
白
『

〈
町
民
訟
包
括
咽
同
唱
霊
L
E
U
4
宅知的・出向同・
M
-
h
・
3
吋∞-

(
出
)
こ
の
点
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
専
ら
「
憲
法
違
反
の
法
令
」
が
憲
法
裁

判
官
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
す
に
止
ま
る
(
本
稿

(
こ
特
に
九
三
五
頁
以
下
参
照
)

0

(
日
)
井
上
達
夫
「
決
定
と
正
当
化
」
長
尾
H
新
H
高
橋
H
土
屋
編

『
新
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
』
(
一
九
八
二
一
八
三
頁
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、

メ
ル
ク
ル
の
「
既
判
力
規
範
」
概
念
に
つ
い
て
「
ル

l
ル
懐
疑
」

を
正
当
化
す
る
概
念
と
曲
解
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
本

文
の
よ
う
に
解
せ
ば
、
両
者
は
、
「
妥
当
性
」
概
念
の
相
違
に
も
拘

ら
ず
、
総
体
的
に
は
同
じ
思
考
の
筋
道
を
辿
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

も
っ
と
も
、
メ
ル
ク
ル
は
〈
正
し
い
》
法
の
意
味
の
認
識
を
法
科

学
に
委
ね
た
の
に
対
し
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
そ
れ
を
憲
法
裁
判
権
に

期
待
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
(
小
貫
・
後
出
注
(
日
)
参
照
)
。

た
だ
、
こ
の
後
の
本
文
で
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
、
ケ
ル

ゼ
ン
理
論
に
お
け
る
反
リ
ア
リ
ズ
ム
を
認
定
す
る
こ
と
の
妨
げ
に

は
な
ら
な
い
。

(
国
)
小
貫
幸
治
「
憲
法
の
最
高
法
規
性
と
い
う
こ
と
」
『
早
稲
田
大
学

大
学
院
法
研
論
集
』
第
五
一
号
(
一
九
八
九
)
四
九
頁
。
本
稿
は
、

こ
の
小
貫
論
文
か
ら
多
大
の
示
唆
を
受
け
て
い
る
。

(
即
)
菅
野
喜
八
郎
「
自
衛
隊
法
の
『
合
法
H
違
憲
』
説
所
見
」
『
続
・

国
権
の
限
界
問
題
』
(
一
九
八
五
)
二
七
六
頁
は
、
「
ケ
ル
ゼ
ン
の

実
定
法
概
念
よ
り
す
る
と
、
『
手
続
法
』
こ
そ
が
優
れ
て
実
定
法
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
し
た
う
え
で
、
自
衛
隊
法
は
日
本
国
憲

法
の
意
味
と
し
て
妥
当
す
る
「
合
憲
・
合
法
」
の
存
在
と
し
て
認

識
さ
る
べ
き
旨
を
説
く
が
、
直
ち
に
は
賛
同
し
難
い
。
日
本
国
憲

法
の
正
し
い
意
味
と
し
て
の
「
実
体
法
」
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
憲
法
適
合
性
は
「
認
識
」
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
菅
野
教
授
は
、

学
理
解
釈
を
「
実
体
法
」
に
、
有
権
的
解
釈
を
「
手
続
法
」
に
対

応
さ
せ
る
(
菅
野
・
同
右
頁
)
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
蹄
分
け
が
必

然
的
に
な
さ
れ
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
学
理
解
釈
が
誤
っ
た
法
認

識
を
正
当
と
主
張
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
有
権
的
解
釈
が
「
実

体
法
」
を
認
知
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
「
実
体
法
」

を
認
識
し
た
と
信
じ
る
学
理
解
釈
が
、
「
手
続
法
」
た
る
有
権
的
解

釈
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
菅
野
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
な
理
由
す

な
わ
ち
学
理
解
釈
が
自
ら
を
法
源
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ

く
も
の
と
は
、
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
そ
れ
は
、
真
の
法
源
(
「
実
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体
法
」
)
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
争
論
の
ひ
と
こ
ま
に
過
ぎ
な
い
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
逆
か
ら
い
え
ば
、
「
手
続

法
」
の
み
が
「
優
れ
て
実
定
法
だ
」
と
即
断
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

(
問
)
両
教
授
の
応
酬
に
つ
い
て
は
、
樋
口
陽
一
『
近
代
立
憲
主
義
と

現
代
国
家
』
(
一
九
七
三
)
特
に
八
七
頁
以
下
、
同
『
現
代
民
主
主

義
の
憲
法
思
想
』
(
一
九
七
七
)
特
に
一
五
三
頁
以
下
(
以
下
本
節

で
の
樋
口
論
文
の
引
用
は
同
書
の
頁
を
指
す
)
、
藤
田
宙
靖
『
行
政

法
学
の
思
考
形
式
」
(
一
九
七
人
)
特
に
二
五
六
頁
以
下
、
二
六
一

頁
以
下
を
参
照
(
以
下
本
節
で
の
藤
田
論
文
の
引
用
は
同
書
の
頁

を
指
す
)
。
藤
田
・
一
五
九
頁
以
下
(
「
柳
瀬
博
士
の
行
政
法
学
」
)

は
、
そ
の
方
法
論
を
中
心
に
柳
瀬
教
授
の
思
考
に
つ
い
て
極
め
て

詳
細
な
内
在
的
検
討
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
藤
田

論
文
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
。

(
印
)
柳
瀬
良
幹
「
司
法
裁
判
所
の
先
決
問
題
審
理
権
」
(
一
九
三
九
)

『
行
政
法
の
基
礎
理
論
』
(
一
九
六
七
)
第
二
巻
特
に
七
一
一
具
以
下

参
照
。

(
別
)
柳
瀬
『
行
政
行
為
の
取
庇
』
(
一
九
四
三
)
九
一
頁
。

(
山
山
)
田
上
穣
治
「
公
法
理
論
に
お
け
る
実
体
法
と
手
続
法
の
関
連
」

『
自
治
研
究
」
第
二
六
巻
第
八
号
(
一
九
五
O
)
。

(
問
)
柳
瀬
『
憲
法
と
地
方
自
治
』
(
一
九
五
四
)
一
O
七
頁
以
下
に
所

収
(
以
後
引
用
は
同
警
の
頁
を
指
す
)
。

(
即
)
田
上
「
法
の
解
釈
と
そ
の
権
限
」
「
自
治
研
究
』
第
二
七
巻
第
三

号
(
一
九
五
二
。
も
っ
と
も
か
か
る
田
上
教
授
に
よ
る
一
連
の
議

論
に
対
し
て
、
柳
瀬
教
授
は
「
(
田
上
)
教
授
と
私
と
の
間
の
議
論

の
相
違
が
何
処
に
あ
る
の
か
も
未
だ
明
瞭
に
な
っ
た
と
言
ふ
こ
と

が
で
き
な
い
」
(
柳
瀬
・
同
右
一
四
O
頁
)
と
困
惑
の
色
を
隠
し
て

し
な
し
。

(
胤
)
柳
瀬
『
憲
法
と
地
方
自
治
』
一
二
三
頁
以
下
に
所
収
(
以
後
引

用
は
同
書
の
頁
を
指
す
)
。

(
問
)
柳
瀬
「
実
体
法
の
世
界
と
手
続
法
の
世
界
」
一
O
七
頁
。

(
胤
)
柳
瀬
・
同
右
一
O
八
頁
。

(
附
)
柳
瀬
・
同
右
一
一
O
頁
。

(
胤
)
柳
瀬
・
同
右
一
一
一
一
一
員
。

(
削
)
柳
瀬
「
実
体
法
と
手
続
法
再
論
」
一
一
一
六
頁
。

(m)
柳
瀬
「
実
体
法
の
世
界
と
手
続
法
の
世
界
」
一
一
五
頁
。

(
川
)
柳
瀬
・
同
右
一
一
四
i
五
頁
。

(
日
)
柳
瀬
・
同
右
一
一
五
頁
。

(
閃
)
柳
瀬
・
同
右
一
一
八
l
九
頁
。

(
問
)
柳
瀬
・
同
右
一
一
五
頁
。

(
日
)
柳
瀬
「
実
体
法
と
手
続
法
再
論
」
一
二
九
頁
。

(
問
)
な
お
藤
田
・
二
一

O
頁
に
よ
れ
ば
、
柳
瀬
教
授
が
〈
実
定
法
の

意
味
が
一
つ
で
あ
る
》
と
い
う
の
は
、
法
律
の
意
味
の
多
義
性
を

否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
「
実
定
法

自
体
が
多
義
的
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
内
容
が
多
義

的
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
そ
の
実
定
法
の
真
の
唯
一
の
意
味
」
だ
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と
い
う
趣
旨
と
さ
れ
る
。

(
山
)
柳
瀬
「
実
体
法
と
手
続
法
再
論
」
一
一
一
一
六
|
七
頁
。
こ
の
記
述

を
手
が
か
り
に
、
藤
田
教
授
は
、
柳
瀬
教
授
に
よ
る
「
客
観
的
な

法
の
認
識
」
を
支
え
る
手
法
を
「
実
証
主
義
」
「
論
理
主
義
」
と
規

定
す
る
(
前
者
に
つ
い
て
は
藤
田
・
特
に
一
五
八
頁
以
下
、
後
者

に
つ
い
て
は
特
に
藤
田
・
一
九
九
頁
以
下
参
照
)
。

(
問
)
柳
瀬
「
実
体
法
と
手
続
法
再
論
」
二
二
七
頁
。

(
問
)
柳
瀬
「
実
体
法
の
世
界
と
手
続
法
の
世
界
」
一
一
八
頁
。

(
削
)
柳
瀬
・
同
右
一
一
七
頁
参
照
。

(
削
)
柳
瀬
・
同
右
一
一
八
頁
参
照
。

(
問
)
柳
瀬
・
同
右
一
一
九
頁
。

(
問
)
柳
瀬
・
同
右
一
一
九
二
O
頁
参
照
。
か
よ
う
な
理
解
は
一
般

的
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
恒
藤
武
二
「
ル
ソ
l
の
社
会
契
約
説
と

『
一
般
意
志
』
の
理
論
」
桑
原
武
夫
編
「
ル
ソ

i
研
究
第
二
版
』

(
一
九
六
八
)
特
に
一
五
O
頁
以
下
は
、
ル
ソ
l
の
「
一
般
意
思
」

の
概
念
が
多
義
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
そ
れ
が
「
法
内

在
的
正
義
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
し
か

し
、
ト
ロ
ベ
ー
ル
は
逆
に
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
第
六
条
第
一
文

(
「
法
律
は
一
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
」
)
を
事
実
命
題
と
み
な
す
。

だ
か
ら
、
法
律
制
定
に
関
わ
る
も
の
は
す
べ
て
「
一
般
意
思
の
表

明
」
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
玄
再
出
戸
、
ロ
5
E
F
同

g
t
g
n
g
s

町
内

F
E
C
Oロ
ロ
開
口
町
四
月

ι恥
B
O
Q
g
r
u
m
o〈
ロ
刊
号
自
明
由
同
国

m
n
r
w
a
s
-円

noロ
t

怠
宮
内
田
。
口
白
色

-
E
o
-
-
右
翼
宅
-SBm
長
谷
部
恭
男
訳
「
違
憲
審
査

と
民
主
制
」
『
日
仏
法
学
』
第
一
九
号
(
一
九
九
三
l
四
)
一
九
l

幻同ヘυ

二
O
頁
)
。
こ
の
論
理
は
、
柳
瀬
教
授
ら
の
如
き
指
摘
に
も
拘
ら
ず
、
側

結
局
「
手
続
法
」
の
優
位
に
大
い
に
資
す
る
。
ト
ロ
ベ
ー
ル
に
よ
日

れ
ば
、
法
律
適
用
(
定
立
)
機
関
は
す
べ
て
「
一
般
意
思
」
を
体

ω

現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
「
一
般
意
思
」
の
理
解
の
仕
方
は
、
時

権
力
に
対
す
る
実
質
的
な
服
従
根
拠
が
再
び
形
式
的
な
そ
れ
と
し

て
読
み
直
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
お
か
よ
う
な
「
一
般
意

思
」
理
解
に
象
徴
さ
れ
る
「
フ
ラ
ン
ス
近
代
の
法
実
証
主
義
の
源

流
の
一
人
と
し
て
ル
ソ
ー
を
位
置
づ
け
る
」
学
説
に
真
っ
向
か
ら

反
対
す
る
、
西
嶋
法
友
『
ル
ソ
l
に
お
け
る
人
間
と
国
家
』
(
一
九

九
九
)
特
に
第
五
章
「
一
般
意
思
説
」
を
参
照
。

(
胤
)
柳
瀬
・
同
右
二
一
一
頁
参
照
。

(
出
)
柳
瀬
・
同
右
一
一
一
一
ー
l

二
頁
参
照
。

(
胤
)
柳
瀬
・
同
右
一
一
回
|
五
頁
。

(
問
)
本
稿
(
こ
九
五
三
頁
参
照
。

(
胤
)
柳
瀬
「
司
法
裁
判
所
の
先
決
問
題
審
理
権
」
(
一
九
三
九
)
『
行

政
法
の
基
礎
理
論
』
(
一
九
六
七
)
第
二
巻
六
五
頁
。

(
問
)
柳
瀬
『
行
政
法
教
科
書
再
訂
版
』
(
一
九
六
九
)
一

O
入
頁
参
照
。

(
別
)
樋
口
・
一
五
九
頁
。

(
問
)
樋
口
・
一
六
O
頁。

(
問
)
藤
田
・
二
四
七
l
八
頁
。

(
削
)
藤
田
・
二
七
八
頁
。

(
胤
)
も
っ
と
も
藤
田
・
二
二
七
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、

か
か
る
柳
瀬
教
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授
の
「
実
定
法
」
概
念
は
、
そ
の
「
実
証
主
義
」
的
な
趣
の
一
方

で
、
立
法
者
・
裁
判
官
に
対
す
る
「
あ
る
べ
き
法
」
の
提
言
等
を

含
む
点
で
、
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
と
さ
れ
る
。

(
問
)
藤
田
・
二
四
八
頁
。

(
別
)
柳
瀬
「
実
体
法
の
世
界
と
手
続
法
の
世
界
」
一
一
五
頁
参
照
。

(
問
)
こ
の
点
に
注
目
し
た
樋
口
・
一
五
五
|
六
頁
に
よ
れ
ば
、
藤
田

教
授
の
説
は
、
ザ
ン
ダ

i
、
さ
ら
に
は
ト
ロ
ベ
ー
ル
の
説
に
接
近

し
得
る
。
し
か
し
藤
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
実
定
法
の
「
流
動
」
は

有
権
解
釈
を
「
解
除
条
件
」
と
し
て
起
こ
る
の
で
あ
っ
て
、
後
述

の
よ
う
に
、
こ
れ
は
既
に
存
在
す
る
「
実
体
法
」
を
前
提
に
し
た

議
論
で
あ
る
(
藤
田
・
二
六
二
l
三
頁
参
照
)
。
し
た
が
っ
て
樋
口

教
授
の
か
か
る
理
解
に
対
し
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
疑
問
が
提

示
さ
れ
得
る
。

(
別
)
藤
田
・
二
六
三
1
四
頁
。

(
問
)
藤
田
・
二
六
三
頁
。
本
稿
は
、
憲
法
典
と
い
う
制
定
法
を
中
心

と
し
た
議
論
で
は
あ
る
が
、
藤
田
教
授
が
留
保
し
た
か
か
る
問
題

に
対
し
て
さ
さ
や
か
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

(
捌
)
樋
口
・
特
に
一
五
八
頁
以
下
参
照
。

(
加
)
藤
田
・
二
六
回
頁
。

(m)
あ
る
下
位
規
範
が
上
位
規
範
に
妥
当
性
根
拠
を
有
す
る
こ
と
の

確
認
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
同
時
に
、

か
か
る
上
位
規
範
そ
の
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
を
要
す
る
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
点
、
樋
口
教
授
は
「
憲
法
慣
習
」
論
を
扱
う
際
、
(
上

位
)
規
範
の
認
識
知
何
を
「
法
源
」
の
認
識
如
何
の
問
題
だ
と
し

て
い
た
(
樋
口
・
二
ハ
O
頁
参
照
)
。
も
っ
と
も
教
授
は
同
時
に
、

論
者
に
よ
る
解
釈
論
上
の
実
践
的
選
択
の
帰
結
が
、
「
法
源
」
の

「
認
識
」
と
し
て
主
張
さ
れ
得
る
こ
と
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す

る
。
本
稿
も
か
か
る
樋
口
教
授
の
指
摘
の
重
要
性
を
認
め
、
「
不
文

の
憲
法
法
源
」
論
の
字
む
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
(
次
章

第
一
節
参
照
)
。
な
お
樋
口
教
授
が
「
憲
法
慣
習
」
の
「
法
源
」
性

を
否
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
長
谷
部
恭
男
『
権
力
へ
の
懐
疑
』

(
一
九
九
二
三
四
頁
以
下
は
、
そ
の
論
理
の
「
循
環
」
を
指
摘

す
る
。
ま
こ
と
に
鋭
い
批
判
で
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
憲
法

慣
習
」
が
「
制
定
宜
思
法
」
と
別
個
の
「
法
源
」
性
を
有
す
る
と
い

う
主
張
の
み
が
樋
口
教
授
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
に
止
ま
り
、
前

者
が
結
果
的
に
後
者
の
解
釈
と
し
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
ま
で
は
、

樋
口
教
授
は
、
「
法
源
」
の
認
識
と
し
て
は
否
定
し
得
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
何
よ
り
問
題
な
の
は
、
「
憲
法
慣
習
」
の

「
法
源
」
性
を
認
め
る
か
否
か
で
は
な
く
、
何
が
「
制
定
憲
法
」

の
解
釈
と
し
て
主
張
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

(
加
)
藤
田
・
二
六
二
三
頁
。

(
加
)
樋
口
・
一
五
回
l
五
頁
。

(
加
)
し
た
が
っ
て
藤
田
教
授
の
議
論
と
、
ザ
ン
ダ
i

/
ト
ロ
ベ
ー
ル

と
い
っ
た
リ
ア
リ
ス
ト
の
思
考
と
を
結
び
つ
け
た
樋
口
教
授
の
理

解
は
、
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
か
か
る
樋
口
教
授
の
理
解
を
媒
介
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
裏

北法50(3・201)593
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か
ら
の
授
権
」
論
に
つ
い
て
本
稿
は
、
樋
口
教
授
と
異
な
る
解
釈

を
示
し
て
き
た
。
既
に
論
じ
た
よ
う
に
本
稿
の
見
地
に
よ
れ
ば
、

藤
田
教
授
の
思
考
は
と
も
か
く
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
裏
か
ら
の
授
権
」

概
念
と
リ
ア
リ
ズ
ム
と
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。

〈
小
活
〉

本
稿
は
、
「
憲
法
の
最
高
法
規
性
」
の
観
念
に
つ
き
「
実
体
法
」
と

「
手
続
法
」
の
架
橋
が
求
め
ら
れ
る
と
の
仮
説
の
も
と
に
、
純
粋
法
学
を

ベ
l
ス
に
し
た
議
論
を
進
め
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
で
は
「
手
続

法
」
の
優
位
が
否
定
さ
れ
、
第
二
章
に
お
い
て
は
、
「
実
体
法
」
の
確
認

を
し
つ
つ
、
そ
れ
が
「
手
続
法
」
と
区
別
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
、
峻
別
さ

れ
得
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の

議
論
は
実
定
法
一
般
に
も
妥
当
し
得
る
些
か
抽
象
レ
ヴ
ェ
ル
の
高
い
議
論

で
あ
っ
た
。
し
か
し
本
稿
の
主
た
る
関
心
は
、
憲
法
典
の
最
高
法
規
性
の

論
証
如
何
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
章
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
得
ら
れ
た

知
見
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
「
形
式
的
意
味
の
憲
法
」
と
さ
れ
る
憲
法
典

と
「
手
続
法
」
と
の
「
架
橋
」
の
可
能
性
が
探
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

第
三
章

架
橋

本
章
に
お
い
て
は
「
憲
法
の
最
高
法
規
性
」
を
論
理
的
に
基
礎
づ
け
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
の
架
橋
が
試
み
ら

れ
る
。
ま
ず
、
第
一
節
に
お
い
て
は
、
「
国
家
」
が
検
討
の
対
象
に
据
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
憲
法
典
の
上
位
に
「
国
家
」
と
い
う
不

文
法
源
を
認
め
る
小
嶋
和
司
教
授
の
所
説
を
指
す
。
小
嶋
教
授
は
、
憲
法

典
の
上
位
に
不
文
憲
法
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
手
続
法
」
た
る
憲

法
判
例
の
憲
法
法
源
性
を
容
易
に
肯
定
す
る
。
問
題
は
、
か
か
る
小
柏
崎
教

授
に
よ
る
「
架
橋
」
の
当
否
で
あ
る
。
第
二
節
に
お
い
て
は
、
憲
法
典
の

上
位
に
根
本
規
範
を
想
定
す
る
思
考
が
検
討
さ
れ
る
。
検
討
の
対
象
は
、

主
に
ケ
ル
ゼ
ン
が
晩
年
到
達
し
た
《
の

S
E
E
E
V
論
に
求
め
ら
れ
る
。

「
根
本
規
範
」
は
そ
も
そ
も
措
定
が
不
可
欠
な
概
念
な
の
か
否
か
が
、
当

節
で
一
不
さ
れ
る
。
第
三
節
に
お
い
て
は
、
「
条
文
」
に
よ
る
「
架
橋
」
の

可
能
性
が
特
に
ケ
ル
ゼ
ン
晩
年
の
仕
事
か
ら
示
唆
さ
れ
る
。
か
か
る
示
唆

を
通
じ
て
憲
法
典
条
文
は
、
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
狭
間
で
如
何

な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
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な
お
、
こ
こ
で
「
憲
法
の
最
高
法
規
性
」
の
論
理
的
基
礎
づ
け
に
関
連

し
て
、
我
が
国
の
憲
法
学
に
お
い
て
、
「
憲
法
の
最
高
法
規
性
」
を
語
る

際
に
援
用
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
法
段
階
説
」
に
つ
い
て
若

干
言
及
し
て
お
こ
う
。
高
橋
和
之
教
授
は
、
「
憲
法
の
最
高
法
規
性
」
の



憲法の最高法規性(2・完)

「
形
式
的
根
拠
」
を
説
明
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
「
ケ
ル
ゼ
ン
は
『
憲
法

!
法
律
|
命
令
』
と
い
っ
た
上
下
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
法
の
段
階

構
造
を
考
え
た
」
と
し
て
、
「
法
段
階
説
」
を
「
憲
法
が
最
高
規
範
で
あ

(
獅
)

る
こ
と
の
根
拠
の
一
つ
」
と
述
べ
る
。

し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
か
。
我
が
国
の
憲
法
学
説
は
、
日
本
国
憲
法

第
九
八
条
第
一
項
に
い
う
「
こ
の
憲
法
」
と
は
、
「
日
本
国
憲
法
」
を
指

す
も
の
と
解
し
て
き
た
(
本
稿
序
章
第
一
節
第
一
款
参
照
)
。
す
な
わ
ち

我
が
国
の
法
形
式
の
最
高
位
に
あ
る
の
は
、
「
日
本
国
憲
法
」
と
い
う

「
形
式
的
意
味
」
の
憲
法
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
通
説
的
思
考

を
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
法
段
階
説
」
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
に
は
、
ケ
ル
ゼ
ン

の
い
う
「
法
段
階
」
の
最
高
位
に
は
「
形
式
的
意
味
の
憲
法
」
が
位
置
す

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
ケ
ル
ゼ
ン
が
、

「
法
段
階
説
」
を
説
明
す
る
文
脈
に
お
け
る
次
の
テ
ク
ス
ト
は
、
か
よ
う

な
期
待
を
打
ち
砕
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
「
根
本
規
範
を
仮
定
す
れ

ば
、
憲
法
が
国
法
秩
序
に
お
い
て
最
高
位
を
占
め
る
。
こ
こ
で
憲
法
は
、

(
加
)

形
式
的
意
味
で
な
く
実
質
的
意
味
に
理
解
さ
れ
る
」
。
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
段

階
上
下
は
、
法
内
容
に
規
定
さ
れ
、
法
形
式
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
実
定
法
秩
序
の
最
高
位
を
構
成
す
る
法
規
群
を
、
便

宜
的
に
「
憲
法
」
と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
形
式
的
意
味
の

憲
法
」
に
限
ら
れ
ず
、
「
形
式
的
意
味
の
法
律
」
を
も
含
み
得
る
。
小
嶋

和
司
教
授
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
段
階
説
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い

た
の
は
正
当
で
あ
る
。
日
く
、
「
こ
こ
に
い
う
『
憲
法
』
は
憲
法
典
の
こ

と
で
な
く
、
論
者
が
『
憲
法
』
と
す
る
何
か
の
こ
と
に
す
、
ぎ
な
い
。
法
段

階
説
を
憲
法
典
の
『
最
高
法
規
』
性
の
理
解
の
資
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

(
仰
)
い
」
。
要
す
る
に
、
憲
法
典
の
「
最
高
法
規
性
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
本
(
細
川
)

稿
で
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
「
法
段
階
説
」
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
。

第
一
節

「
国
家
」
|
|
小
嶋
和
司
説
ー
ー

第

款

「
不
文
の
憲
法
法
源
」
と
し
て
の
「
国
家
」

本
節
が
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
小
嶋
教
授
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ

た
次
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。

「
国
家
お
よ
び
主
権
は
、
憲
法
典
を
し
て
有
効
な
ら
し
め
る
根
拠
で
、

こ
れ
に
、
憲
法
典
に
付
随
す
る
副
次
的
な
地
位
し
か
み
と
め
な
い
こ
と
は
、

度
を
過
ぎ
た
成
文
法
源
偏
重
で
、
正
当
で
な
い
。
こ
れ
に
は
、
成
文
法
源

か
ら
独
立
し
た
法
源
1

1
不
文
の
ー
ー
と
し
て
の
地
位
を
み
と
め
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
法
源
と
し
て
の
権
威
は
、
憲
法
典
の
効
力
の
基
礎
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
典
の
規
定
を
修
正
し
て
法
的
効
果
を
指
示
す
る
も

北法50(3-203)595
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の
と
し
て
、
憲
法
典
に
優
越
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲

法
解
釈
は
、
憲
法
典
の
み
に
着
目
し
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を

超
え
る
不
文
の
法
源
を
も
あ
わ
せ
考
慮
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
論
理

(
仰
)

構
成
す
る
の
で
あ
る
」
(
傍
点
小
嶋
)
。

(
日
)

(
1
)

多
様
な
反
応
を
誘
発
し
た
こ
の
問
題
提
起
は
、
「
実
質
的
意

(m) 

味
の
憲
法
」
と
憲
法
典
と
の
区
別
を
強
調
す
る
教
授
の
立
場
と
密
接
に
連

動
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
上
に
み
た
不
文
法
源
を
重
視
す
る

思
考
は
、
当
初
よ
り
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
五
四
年
の
段
階
で
、

教
授
は
憲
法
典
に
つ
き
、
「
『
憲
法
』
的
規
範
の
す
べ
て
が
網
羅
さ
れ
て
は

(
加
)

い
な
い
と
し
て
も
」
と
留
保
し
な
が
ら
も
、
「
立
憲
主
義
じ
し
ん
を
ま
も

(
仰
)

る
た
め
に
も
憲
法
典
解
釈
学
」
が
「
強
烈
に
求
め
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
(
出
)

た
。
さ
ら
に
教
授
は
、

M
.
ォ
l
リ
ュ
ウ
の
広
伯
仲
C
昌
弘

gロ怠
E
5
5
r

を
例
に
引
き
つ
つ
、
上
記
引
用
に
一
不
さ
れ
る
も
の
と
は
明
ら
か
に
異
な
る

思
考
を
提
示
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
広
明
笠
宮
志

85EE-os--m
は、

「
観
念
的
に
は
憲
法
典
を
拘
束
す
る
も
の
」
で
は
あ
る
が
、
「
こ
の
把
握

が
す
ぐ
れ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
彩
ら
れ
や
す
く
そ
の
内
容
の
恋
意
的
な

拡
大
が
:
・
・
・
・
立
憲
主
義
じ
し
ん
を
も
危
く
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
」
、

広明
FEB志

S
E
E
-
gロ
四
回
目
の
「
具
体
的
な
内
容
や
限
界
は
憲
法
典
じ
し

ん
の
中
か
ら
、
論
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
:
:
:
実
定
的
規
範
と
し
て

の
尽
明
度
昌
国
広
町
吉
田
区
口
氏
。
口
問
】
}
刊
の
追
求
に
は
憲
法
典
規
範
の
研
究
こ
そ
不

(
仰
)

可
欠
の
前
提
と
な
る
」
。

(
2
)

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
小
嶋
教
授
は
か
か
る
姿
勢
を
変
化
さ
せ

る
。
す
な
わ
ち
教
授
は
、
「
憲
法
」

H
憲
法
典
と
考
え
る
戦
後
憲
法
学
に

対
し
て
「
憲
法
典
絶
対
視
」
「
憲
法
典
神
聖
視
」
を
な
す
も
の
と
し
て
、

(M) 

強
烈
な
批
判
を
展
開
す
る
に
至
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
憲
法
典
の
字
む
問

題
は
大
き
く
次
の
三
点
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
第
一
に
、
憲
法
典
が
成

文
法
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
限
界
で
あ
る
。
例
え
ば
「
公
共
の
福
祉
」
と

「
人
権
」
は
そ
れ
ぞ
れ
明
確
な
成
文
法
源
で
あ
る
が
、
両
者
を
如
何
に
調

整
す
る
か
を
示
す
成
文
法
源
は
存
在
し
て
い
な
い
。
か
か
る
不
完
全
な
成

文
法
源
の
間
の
調
整
は
、
不
文
の
も
の
に
そ
の
多
く
を
委
ね
ざ
る
を
得
な

(m) 
、ν
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第
二
に
挙
げ
ら
る
べ
き
は
、
憲
法
典
特
有
の
規
定
の
概
括
性
で
あ
る
。

憲
法
典
は
、
そ
の
規
制
対
象
が
広
範
で
あ
る
の
に
、
そ
の
成
立
時
は
政
治

社
会
の
激
動
期
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
環
境
下
で
法
律
的
に

綴
密
な
規
定
は
な
さ
れ
に
く
い
。
憲
法
典
に
は
民
・
刑
法
典
の
よ
う
な
具
(
仰
)

体
的
な
法
上
の
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
そ
の
要
因
と
な
っ
た
。

第
三
は
、
憲
法
典
が
必
ず
し
も
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
の
す
べ
て
を

汲
み
尽
く
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
政
治
的
考
慮
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
、

「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
で
あ
る
も
の
が
憲
法
典
に
持
ち
込
ま
れ
な
か
っ
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た
り
、
逆
に
、
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
で
な
い
も
の
が
憲
法
典
に
組
み

入
れ
ら
れ
る
。
将
来
の
国
政
の
運
営
に
幅
を
持
た
せ
る
た
め
に
音
公
味
の
唆

昧
な
規
定
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
か
か
る
憲
法
典
の
規
定
が
制

憲
者
の
聞
で
の
意
見
対
立
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
こ
と
も
珍
し
い
こ
と
で

は
な
い
。
さ
ら
に
制
憲
者
が
憲
法
典
起
草
時
に
決
定
し
得
な
か
っ
た
た
め
、

国
家
生
活
上
本
来
規
律
す
べ
き
事
項
が
憲
法
典
の
規
定
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ

(m) 

た
事
例
も
歴
史
上
数
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(3)

か
か
る
不
完
全
な
憲
法
典
を
規
定
す
る
も
の
は
何
か
。
教
授

(m) 

は
「
自
然
法
則
」
「
論
理
上
当
然
の
こ
と
」
と
共
に
、
「
社
会
的
事
実
と
し

て
の
国
家
」
を
挙
げ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
憲
法
典
は
国
家
の
存
在
な
く
し
て

効
力
を
も
ち
え
ず
、
国
家
が
消
滅
す
れ
ば
、
そ
の
生
命
も
終
る
」
か
ら
で

(m) 
あ
る
。
し
た
が
っ
て
国
家
の
存
立
と
憲
法
典
の
遵
守
と
を
対
比
す
る
と
、

前
者
が
基
本
的
価
値
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
「
国
家
緊
急
権
」
の
理
論

(m) 

が
当
然
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
国
家
主
権
の
喪
失
下
で
憲

法
典
が
効
力
を
主
張
し
得
な
い
の
は
、
憲
法
典
を
規
定
す
る
前
提
が
欠
落

(m) 

し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
必
然
的
帰
結
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
に
不
可

欠
な
事
業
(
例
え
ば
郵
便
事
業
)
が
国
営
と
さ
れ
る
こ
と
が
「
営
業
の
自

由
」
等
の
基
本
権
と
対
立
し
な
い
こ
と
は
、
国
家
が
当
然
に
有
す
る
権
能

行
使
に
よ
る
正
当
な
制
約
と
し
て
説
明
で
き
る
。
か
か
る
正
当
化
は
、
基

(m) 

本
権
行
使
の
「
内
在
的
制
約
」
論
に
も
適
用
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
憲
法
典
を
規
定
す
る
こ
れ
ら
の
要
件
は
、
単
に
事
実
上
の
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
憲
法
典
を
完
全
な
法
源
に
補
強
す
る
た
め
の

(m) 

「
当
為
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
当
為
」
の
な
か
で
も
教
授
は
と

り
わ
け
「
国
家
お
よ
び
主
権
」
を
重
視
す
る
と
い
う
わ
け
だ
。
次
に
款
を

改
め
て
、
教
授
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
憲
法
典
に
優
位
す
る
不
文
法
源

「
国
家
お
よ
び
主
権
」
の
構
造
を
少
し
く
検
討
し
た
う
え
で
、
こ
れ
が
如

何
に
し
て
、
小
嶋
教
授
に
よ
る
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
の
架
橋
の

根
拠
た
り
得
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

第
二
款

不
文
法
源
と
そ
の
「
架
橋
」
の
論
理

(
1
)

小
嶋
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
国
家
お
よ
び
主
権
」
は
憲
法
典
の

欠
鉄
を
補
充
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
憲
法
典
を
し
て
有
効
な
ら
し
め
る

(m) 

根
拠
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
主
権
」
と
は
、
「
国
際
的
意
味
で

(m) 

の
主
権
(
国
際
社
会
に
お
け
る
独
立
性
)
」
の
意
味
す
な
わ
ち
「
国
家
」

が
有
す
る
「
主
権
」
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
憲
法
典
に
優
位
す
る
と
さ
れ

る
「
国
家
お
よ
び
主
権
」
の
う
ち
で
は
、
「
国
家
」
が
論
理
的
前
提
と
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
こ
こ
で
い
う
「
国
家
」
と
は
何
か
。
教
授
に

よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
領
土
と
か
人
民
と
い
う
可
視
的
な
も
の
の
具
有
を
基

礎
と
す
る
が
、
そ
れ
じ
し
ん
は
可
祝
的
な
存
在
で
は
な
い
。
統
治
作
用
の
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帰
属
先
を
論
理
探
求
的
な
観
察
(
同
町
♀
。
同
旨
町
内
切
m
g
n
E
g
E加
)
を
し
た
結

果
見
出
さ
れ
る
観
念
的
な
存
在
で
、
作
用
に
よ
っ
て
の
み
社
会
的
実
在
と

(m) 

し
て
認
識
さ
れ
る
」
と
い
う
。

か
か
る
「
国
家
」
の
観
念
の
仕
方
に
は
、
ゲ
オ
ル
グ
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
及

(
仰
)

ぴ
ル
ド
ル
フ
・
ス
メ
ン
ト
の
所
説
が
直
接
に
影
響
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
小
嶋
教
授
が
夙
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
等
に
代
表
さ
れ
る
「
法
実
証
主
義
」

(
加
)

を
批
判
し
て
、
公
法
学
は
「
抽
象
的
な
観
念
に
な
り
、
実
用
性
を
失
う
」

と
述
べ
て
い
た
こ
と
と
裏
腹
で
あ
ろ
う
。
成
文
の
憲
法
典
に
対
し
て
、

「
不
丈
法
源
」
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
も
「
成
丈
法
源
と
『
論
理
』
(m) 

の
尊
重
を
説
く
」
「
法
実
証
主
義
」
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
一
九
五
四
年
段
階
で
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
彩

ら
れ
」
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
憲
法
典
に
そ
の
探
求
を
限
定
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
さ
れ
た
尽
包
巴
昌
広

85EEZEo--o
が
、
教
授
の
《
改
説
〉

後
、
逆
に
憲
法
典
に
上
位
す
る
不
文
法
源
を
正
面
か
ら
正
当
化
す
る
概
念

(m) 

と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
2
)

小
嶋
教
授
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
「
不
文
の
憲
法
法
源
」
と

し
て
の
「
国
家
」
は
、
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
の
架
橋
に
大
き
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
判
例
の
法
源
性
が
不
文

の
憲
法
法
源
の
援
用
に
よ
っ
て
容
易
に
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

教
授
は
「
判
例
が
法
源
と
さ
れ
る
こ
と
を
直
接
的
に
指
示
す
る
制
定
法
は

(
似
)

な
い
」
と
し
て
、
「
制
定
法
」
の
欠
H

献
を
ま
ず
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で

次
の
三
つ
の
理
由
を
も
っ
て
、
判
例
と
り
わ
け
最
高
裁
判
例
は
「
国
法
の

法
源
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
「
憲
法
」
が
「
法
」
の
平

等
な
適
用
を
命
じ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
裁
判
所
は
か
か
る
平
等
な
法
適

用
の
任
を
最
終
的
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
「
他
の
国
家
機
関

は
、
こ
と
さ
ら
判
例
に
よ
る
法
解
釈
と
異
な
る
法
解
釈
を
と
っ
て
、
国
民

は
訴
訟
に
よ
る
以
外
に
判
例
法
理
の
適
用
を
う
け
え
な
い
と
い
っ
た
態
度

(
初
)

を
す
べ
き
で
な
い
こ
と
」
、
が
根
拠
と
さ
れ
る
。
判
例
に
期
待
さ
れ
る
具

体
的
機
能
は
、
成
文
法
と
慣
習
法
の
明
確
化
で
あ
る
。
成
文
法
も
慣
習
法

も
暖
味
・
欠
H

献
を
有
し
て
い
る
の
で
、
判
例
に
よ
る
そ
れ
ら
の
規
範
内
容

の
明
確
化
は
「
法
的
効
力
を
も
っ
」
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
憲
法
に
つ
い

て
の
解
釈
判
例
は
憲
法
典
に
準
ず
る
効
果
を
」
有
し
、
「
他
者
に
よ
る
変
改

(
邸
)

は
:
:
:
憲
法
改
正
を
要
す
る
」
と
の
帰
結
が
示
さ
れ
る
。

右
に
み
た
小
嶋
説
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
よ
う
。
憲
法
典
に
は
欠

鉄
が
あ
る
。
「
憲
法
典
の
効
力
の
基
礎
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
典
の

規
定
を
修
正
し
て
法
的
効
果
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
、
憲
法
典
に
優
越

す
る
」
不
文
法
で
あ
る
「
国
家
」
は
、
如
何
に
し
て
憲
法
典
の
欠
訣
を
埋

め
得
る
か
。
「
国
家
」
を
含
む
実
質
的
意
味
の
「
憲
法
」
は
、
特
に
最
高

裁
判
例
に
そ
の
任
務
を
命
じ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
最
高
裁
に
よ
る
憲
法
判
例
は
、
憲
法
典
に
よ
る
根
拠
づ
け
を
ま
つ
こ
と
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な
く
、
憲
法
典
の
規
範
内
容
の
明
確
化
・
補
充
を
行
う
「
不
文
の
憲
法
法

源
」
た
り
得
る
。
「
不
文
法
源
」
た
る
「
国
家
」
は
、
憲
法
典
と
「
憲
法

判
例
」
の
双
方
の
法
的
効
力
を
媒
介
す
る
役
割
を
果
た
す
わ
け
で
あ
る
。

「
国
家
」
に
よ
る
憲
法
典
(
本
稿
の
用
語
法
に
よ
れ
ば
「
実
体
法
」
)
と

「
最
高
裁
に
よ
る
憲
法
判
例
」
(
「
手
続
法
」
)
と
の
「
架
橋
」
の
論
理
は
、

以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

第
三
款

批
判

憲法の最高法規性(2・完)

(1)

以
上
み
て
き
た
小
嶋
教
授
に
よ
る
憲
法
典
に
優
位
す
る
不
文

法
源
た
る
「
国
家
」
の
承
認
に
対
し
て
は
、
い
う
と
こ
ろ
の
「
国
家
」
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
突
く
批
判
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
は
止
む
を

得
な
い
。
こ
の
点
、
小
林
直
樹
教
授
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ

る
。
少
な
く
と
も
国
家
は
憲
法
と
同
時
に
存
在
し
得
る
の
で
あ
り
、
憲
法

的
原
理
こ
そ
国
家
を
成
り
立
た
し
め
る
と
さ
え
い
え
る
か
ら
、
国
家
が
憲

法
に
優
位
す
る
と
い
う
主
張
は
原
理
的
に
誤
り
で
あ
る
。
憲
法
典
は
一
般

に
国
の
根
本
法
で
あ
り
、
仮
に
憲
法
典
の
外
に
「
不
文
の
憲
法
」
が
存
す

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
憲
法
典
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
験
的
に
、
憲
法
典
の
上
位
に
国
家
を
据
え
る
と

い
う
手
法
は
、
実
際
に
は
、
「
国
家
」
を
し
て
、
階
級
抑
圧
の
た
め
の

(
初
)

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
機
能
せ
し
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
小
林
教
授
に
よ
る
批
判
は
、
そ
の
刺
激
的
な
言
辞
は
と
も
か
く
、

思
考
の
基
本
線
に
お
い
て
肯
定
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
共
同
体

が
正
当
な
「
国
家
」
と
し
て
我
々
を
拘
束
す
る
に
は
、
か
か
る
「
国
家
」

以
前
に
か
か
る
権
限
を
-
認
め
る
規
範
が
前
提
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
単
な

る
社
会
的
事
実
は
支
配
の
正
当
性
を
主
張
で
き
な
い
か
ら
、
か
よ
う
な
正

当
性
を
付
与
す
る
(
実
質
的
意
味
の
)
「
憲
法
」
は
、
社
会
的
事
実
と
し

て
の
「
国
家
」
に
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
「
実
質
的
意

味
の
憲
法
」
が
憲
法
典
に
よ
っ
て
す
べ
て
汲
み
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
直

ち
に
は
い
え
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
憲
法
典
は
国
の
根
本
法
で
も

(
却
)

な
い
」
と
断
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
憲
法
典
と
し
て
制
定
さ

れ
た
以
上
、
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
形
で
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
を
構
成

す
る
も
の
と
意
図
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
憲
法
典
が
「
実
質
的
意
味

の
憲
法
」
と
区
別
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
前
者
が
後
者
と
全
く
無
関
係

な
存
在
だ
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
憲
法
典
が
「
国
の
根
本
法
」
で
あ
る

(m) 

こ
と
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
小
嶋
教
授
が
重
要
性
を
指
摘
す
る
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」

自
体
、
そ
の
確
固
と
し
た
意
味
内
容
を
常
に
十
全
に
提
示
し
得
る
保
証
は

な
い
。
教
授
は
、
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
に
あ
た
ら
な
い
憲
法
典
規
定

の
例
と
し
て
、
一
八
九
三
年
に
採
択
さ
れ
た
ス
イ
ス
憲
法
典
第
二
五
条
b

北法50(3・207)599



研究ノート

(m) 

に
い
う
麻
酔
な
し
の
屠
殺
禁
止
規
定
を
挙
げ
る
。
し
か
し
樋
口
陽
一
教
授

に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
、
実
際
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
教
儀
式
を
抑
圧
す
る

と
い
う
意
図
の
も
と
に
定
立
さ
れ
た
。
と
す
る
と
、
同
規
定
は
「
単
な
る

動
物
愛
護
規
定
」
に
止
ま
ら
ず
、
同
憲
法
典
第
五
O
条
に
い
う
「
礼
拝
・

典
礼
の
自
由
」
規
定
と
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
る
規
定
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
か
か
る
規
定
は
果
た
し
て
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
と
無
関
係
の
も

の
と
い
え
る
の
か
。
か
よ
う
に
樋
口
教
授
は
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
の

(
仰
)

相
対
性
を
強
調
す
る
わ
け
で
あ
る
。

(
2
)

さ
ら
に
、
成
文
の
憲
法
典
の
上
位
に
不
文
の
法
源
を
設
定
す

る
こ
と
自
体
、
そ
れ
が
一
種
の
自
然
法
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
て
い
る
も
の
と
み
ざ
る
を
得
な
い
。
確
か
に
小
嶋
教
授
は
、
自
身
の
い

う
「
国
家
」
は
社
会
的
事
実
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
当
為
」
性
を
発
揮
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
で
小
嶋
説

は
、
小
林
教
授
の
指
摘
す
る
要
請
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
事
実
と
し
て
の

「
国
家
」
は
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
を
前
も
っ
て
、
あ
る
い
は
遅
く
と

も
同
時
に
は
同
時
に
伴
う
べ
し
、
と
い
う
要
請
を
充
た
し
た
も
の
と
い
え

る
。
し
か
し
問
題
は
か
か
る
法
源
性
を
「
国
家
」
に
与
え
る
不
文
の
法
源

の
意
味
内
容
如
何
で
あ
る
。

小
嶋
教
授
は
、
自
ら
の
主
張
が
「
自
然
法
学
派
の
発
想
と
似
て
い
る
」

こ
と
を
認
め
、
そ
の
欠
陥
の
指
摘
を
予
想
し
て
い
る
。
だ
が
教
授
は
、
成

文
の
憲
法
法
源
が
不
十
分
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
論
者
の
主
観
に
よ
っ
て

想
定
さ
れ
た
不
文
の
法
源
が
、
成
文
憲
法
の
解
釈
と
し
て
主
張
さ
れ
る
と

い
う
通
説
的
思
考
の
し
ば
し
ば
採
る
手
法
の
方
が
有
害
だ
と
す
る
。
教
授

は
、
不
文
法
源
の
実
定
性
を
ま
ず
肯
定
し
た
う
え
で
、
法
源
に
値
す
る
も

の
が
引
き
出
さ
れ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
証
す
る
こ
と
の
方

(
加
)

が
望
ま
し
い
と
い
う
。
し
か
し
か
か
る
思
考
に
対
し
て
は
、
教
授
の
通
説

に
対
す
る
批
判
の
全
く
逆
の
こ
と
を
指
摘
し
得
る
。
す
な
わ
ち
上
述
の
よ

う
に
、
小
嶋
教
授
の
手
法
に
よ
る
と
、
今
度
は
、
不
文
法
源
の
唆
昧
さ
に

よ
っ
て
成
文
憲
法
の
意
味
が
軽
視
さ
れ
、
「
論
者
が
不
文
憲
法
と
し
た
も

(
抑
)

の
」
が
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
小
嶋
説
に
お
い
て
は
、
「
法

源
に
値
す
る
か
ど
う
か
」
の
検
討
は
免
れ
得
な
い
。
こ
の
点
か
ら
し
で
も
、

小
嶋
説
が
「
自
然
法
学
派
」
の
弱
点
を
免
れ
て
い
る
か
は
検
討
の
余
地
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
的
)

小
嶋
教
授
は
通
説
的
思
考
を
部
捻
し
、
憲
法
典
を
「
打
出
の
小
槌
」
と

考
え
て
い
る
か
の
よ
う
だ
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
か
か
る
榔
捻
は
、
そ
の

ま
ま
小
嶋
教
授
に
も
浴
び
せ
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
上
述
の
よ
う
に
、
小
嶋

教
授
は
郵
便
事
業
の
国
営
制
を
不
文
法
源
と
し
て
の
「
国
家
」
の
命
じ
る

と
こ
ろ
と
し
て
当
然
視
し
て
い
た
が
、
そ
の
根
拠
は
実
は
明
ら
か
で
な
い
。

郵
便
事
業
の
国
営
は
「
国
家
」
の
生
存
に
か
か
わ
る
規
範
の
命
じ
る
と
こ

ろ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
方
で
、
教
授
は
、
尊
属
殺
重
罰
規
定
違
憲
説
が
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道
徳
を
強
制
す
べ
き
で
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
捉
え
て
、
か
か

(
加
)

る
「
立
法
論
的
主
張
」
は
法
源
た
り
得
な
い
と
批
判
す
る
。
し
か
し
右
の

違
憲
説
は
、
人
間
の
尊
厳
・
法
の
下
の
平
等
等
に
根
拠
を
求
め
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
何
ら
の
実
定
法
源
も
踏
ま
え
な
い
議
論
を
し
て
い
る
わ
け
で

憲法の最高法規性(2・完)

は
な
い
。

か
か
る
小
嶋
教
授
の
議
論
は
、
異
論
に
対
し
て
、
憲
法
典
の
限
界
・
欠

鉄
を
強
調
す
る
も
の
と
い
え
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
法
の
欠
依
」

は
現
に
在
る
法
の
帰
結
が
解
釈
者
の
主
観
に
よ
る
と
好
ま
し
く
な
い
際
に

主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
他
方
で
小
嶋
説

は
、
自
説
を
根
拠
づ
け
・
補
強
す
る
際
に
は
、
憲
法
典
の
上
位
に
あ
る

「
国
家
」
と
い
う
不
文
の
法
源
を
援
用
す
る
と
い
う
手
法
を
採
る
も
の
で

あ
っ
た
。
教
授
に
よ
れ
ば
不
文
法
源
た
る
「
国
家
」
を
解
釈
す
る
際
に
は

「
良
識
」
に
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
せ
ざ
る
を

得
な
い
の
は
、
小
嶋
教
授
に
よ
れ
ば
、
決
し
て
小
嶋
説
の
論
理
の
欠
陥
の

ゆ
え
で
は
な
く
、
法
源
と
し
て
の
憲
法
典
の
不
完
全
性
に
起
因
す
る
。
し

た
が
っ
て
か
か
る
憲
法
典
の
不
完
全
性
を
補
充
す
る
「
国
家
」
は
、
自
ず

と
「
良
識
」
に
満
ち
、
豊
崎
院
な
意
味
内
容
を
湛
え
る
も
の
と
な
る
。
す
な

わ
ち
、
「
国
家
」
は
、
自
ら
の
生
命
を
保
つ
た
め
の
規
律
の
ほ
か
、
「
自
由

(
拘
)

民
主
主
義
」
「
立
憲
主
義
」
を
も
内
包
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

(
揃
)

教
授
は
、
我
が
図
の
憲
法
判
例
の
「
良
識
的
感
覚
」
を
称
賛
す
る
。
憲

法
判
例
は
、
上
に
み
た
豊
か
な
内
容
を
有
す
る
「
国
家
」
に
よ
っ
て
法
源

性
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
教
授
に
と
っ
て
か
か
る
評
価
は
し
ご

く
当
然
の
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
「
手
続
法
」
た
る
「
憲
法
判
例
」
が
、

憲
法
典
の
補
充
権
限
を
「
国
家
」
か
ら
直
接
授
権
さ
れ
る
結
果
、
《
欠
紋
》

を
か
か
え
る
「
実
体
法
」
た
る
憲
法
典
は
、
「
手
続
法
」
た
る
憲
法
判
例

に
比
し
て
劣
位
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
小
嶋
教
授
に
よ
る
「
架
橋
」

は
、
柳
瀬
教
授
と
は
全
く
逆
に
「
実
体
法
」
に
対
す
る
「
手
続
法
」
の

「
存
在
論
的
優
位
」
を
帰
結
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
小
嶋

教
授
に
打
ち
出
さ
れ
た
「
不
文
法
源
」
と
し
て
の
「
国
家
」
は
、
「
実
体

法
」
と
「
手
続
法
」
と
の
「
架
橋
」
に
成
功
し
て
い
る
と
み
せ
か
け
な
が

ら
、
実
際
は
「
手
続
法
」
の
優
位
を
引
き
出
す
「
打
出
の
小
槌
」
、
す
な

わ
ち
法
適
用
機
関
に
よ
る
法
定
立
行
為
を
実
定
憲
法
外
か
ら
正
当
化
す
る

「
自
然
法
」
の
役
割
を
明
ら
か
に
演
じ
て
い
た
ο

巧
妙
な
仕
か
け
が
施
さ

れ
た
「
自
然
法
学
派
」
的
思
考
と
評
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(3)

も
っ
と
も
小
嶋
教
授
に
代
表
さ
れ
る
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」

と
憲
法
典
と
の
区
別
を
強
調
す
る
思
考
は
、
確
固
と
し
た
認
識
論
的
前
提

の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
両
者
を
区
別
せ
よ
と
い

う
命
題
は
、
両
者
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
理
解
の
う
え
に
は
じ
め

て
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
を
明
確
に
区
別
す
る
た
め
に
は
、

両
者
は
各
自
の
意
味
内
容
が
明
確
に
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
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嶋
教
授
が
、
宮
沢
俊
義
教
授
に
代
表
さ
れ
る
法
解
釈
の
性
質
に
関
す
る

(
抑
)

「
実
践
説
」
に
反
対
し
、
「
認
識
説
」
に
傾
く
の
は
、
二
つ
の
《
憲
法
〉

の
区
別
を
語
る
た
め
の
、
当
然
の
選
択
で
あ
っ
た
。
小
嶋
教
授
に
よ
れ
ば
、

「
言
語
が
二
疋
の
客
観
的
意
味
内
容
を
も
つ
こ
と
を
前
提
」
す
る
と
、
憲

法
典
と
は
国
家
機
関
に
対
す
る
制
限
規
範
を
「
客
観
的
文
書
に
表
現
し
た
」

(
川
地
)

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
教
授
は
、
憲
法
典
が
客
観
的
意
味
を
有
し
て
い

る
と
理
解
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
意
味
の
限
界
す
な
わ
ち
欠
紋
を
公
然
と

語
り
得
た
と
い
え
る
。

他
方
法
解
釈
の
実
践
性
を
強
調
す
る
立
場
に
よ
れ
ば
、
憲
法
典
の
解
釈

に
つ
い
て
そ
の
「
客
観
的
」
な
意
味
把
握
は
放
棄
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
法
文
書
が
眼
前
に
あ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
に
如
何
な
る
意
味
を

付
与
す
る
か
は
解
釈
考
の
実
践
的
選
択
の
問
題
と
さ
れ
る
か
ら
、
も
は
や

憲
法
典
が
「
客
観
的
意
味
内
容
」
を
持
っ
か
ど
う
か
は
、
問
題
と
さ
れ
得

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
よ
う
に
意
味
の
客
観
的
限
界
が
問
題
と
さ
れ
な

い
憲
法
典
と
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
自
体
の
実
益

は
み
い
出
し
難
い
も
の
と
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
仮
に
小
嶋
教
授
の
指
摘

す
る
よ
う
に
、
通
説
が
憲
法
典
と
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
と
を
明
確
に

区
別
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
憲
法
典
を
絶
対
視
し

た
た
め
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
を
軽
視
し

た
た
め
で
は
な
く
、
こ
れ
と
憲
法
典
と
は
明
瞭
に
は
区
別
し
難
い
と
い
う

認
識
論
的
前
提
か
ら
の
帰
結
だ
と
理
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
小
嶋
教
授
が

批
判
す
る
と
こ
ろ
の
、
「
不
文
法
源
」
を
「
成
文
法
源
」
の
解
釈
と
し
て

主
張
す
る
通
説
的
手
法
は
、
憲
法
典
と
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
と
の
境

界
を
も
と
よ
り
意
識
し
て
い
な
い
あ
る
い
は
有
意
の
も
の
と
み
て
い
な
い

(
別
)

可
能
性
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
疑
問
が
通
説
に
向
け
ら
れ

る
こ
と
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
一
般
的
に
憲
法
解
釈
に
は
「
枠
」
が
あ
る

と
い
う
場
合
、
そ
れ
が
憲
法
典
条
文
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
と

い
う
疑
問
で
あ
る
。
通
説
に
い
う
憲
法
解
釈
の
「
枠
」
と
は
、
必
ず
し
も

憲
法
典
条
文
自
体
が
発
撮
す
る
効
果
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て

(
別
)

い
な
い
か
ら
だ
。
あ
る
い
は
ま
た
、
憲
法
典
条
文
の
「
客
観
的
」
意
味
把

握
が
放
棄
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
「
憲
法
変
遷
論
」
等
で
「
憲
法
典
の
正
文
」

の
意
味
の
改
廃
を
問
題
に
す
る
実
益
が
果
た
し
て
ど
の
程
度
あ
る
の
か
と

い
う
疑
問
も
挙
げ
得
る
。
「
憲
法
典
の
正
文
」
の
客
観
的
意
味
が
確
認
さ

れ
な
い
ま
ま
で
、
そ
の
「
意
味
の
改
廃
」
を
問
題
に
す
る
思
考
は
、
そ
も

そ
も
、
そ
の
前
提
を
欠
く
も
の
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
「
改

廃
」
が
問
題
と
さ
れ
る
「
意
味
」
と
は
、
論
者
が
憲
法
典
に
投
影
し
た
主

観
的
意
味
で
は
な
い
の
か
と
考
え
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
「
憲
法
変
遷

論
」
と
は
、
そ
れ
と
も
「
憲
法
典
の
正
文
」
の
背
景
に
あ
る
不
文
の
価
値

秩
序
の
改
廃
を
問
題
に
す
る
議
論
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
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般
に
問
題
と
さ
れ
る
「
憲
法
典
の
正
文
」
の
意
味
改
廃
如
何
は
、
そ
れ
自

(
矧
)

体
で
は
大
き
な
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
憲
法
典
の
正
文
」

の
改
廃
は
、
直
ち
に
不
文
の
価
値
秩
序
の
改
廃
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
問
題
と
さ
る
べ
き
は
、
専
ら
「
意
味
」
た
る
不
文
の
価

値
秩
序
の
改
廃
如
何
の
は
ず
だ
。
現
に
小
嶋
教
授
は
、
憲
法
典
以
上
に

「
生
き
た
実
質
的
規
範
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
「
『
憲
法
変
遷
』
は
法

(m) 

的
意
味
の
あ
る
現
象
と
評
価
さ
れ
る
」
と
明
言
し
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ

よ
通
説
的
思
考
に
立
つ
限
り
、
憲
法
典
存
在
の
意
義
と
は
何
か
と
い
う
困

難
な
問
題
に
応
答
が
追
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
小
柏
崎
説
の
諸
帰
結
に
反
対

す
る
論
者
に
あ
っ
て
も
、
小
嶋
説
が
こ
れ
ら
の
問
題
に
一
貫
し
た
説
明
を

与
え
得
る
認
識
論
的
前
提
を
採
っ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

憲法の最高法規性(2・完)

注(
捌
)
野
中
他
「
憲
法
I
新
版
』
(
一
九
九
七
)
-
一
一
頁
〔
高
橋
和
之
執

筆
〕
。
な
お
、
高
橋
和
之
「
司
法
の
観
念
」
樋
口
陽
一
編
『
講
座
憲

法
学
6
』
(
一
九
九
五
)
一
一
一
一
頁
も
参
照
。

(
加
)
百

E
z・
。
戸
田
・
・
司

-E-尾
吹
訳
三
四
頁
。

(
捌
)
小
嶋
和
司
室
思
法
概
説
』
(
一
九
八
七
)
一
一

O
頁
。
小
嶋
「
法

源
と
し
て
の
憲
法
典
の
価
値
に
つ
い
て
」
(
一
九
七
七
)
『
憲
法
解

釈
の
諸
問
題
』
(
一
九
八
九
)
五
一
一
頁
も
参
照
(
以
下
断
り
の
な

い
限
り
小
嶋
論
文
の
引
用
は
同
書
の
頁
を
指
す
)

0

(
加
)
も
っ
と
も
メ
ル
ク
ル
の
「
法
段
階
説
」
は
、
「
形
式
的
意
味
の
憲

法
」
の
最
高
性
を
根
拠
づ
け
る
か
も
し
れ
な
い

2
包

-
g
E
P・

0
2
刃
o-唱。
s
g担

m
E
R
同
ぎ
号
仏
g
B
n
F
S
n
z
g
∞
宮
内

g
Z
E
m
T

3
2
・
5
一
者
同
州
印
よ
切
色

-
N
-
∞
・
=
=
ご
。
メ
ル
ク
ル
の
「
法
段
階
説
」

の
詳
細
は
、
菅
野
喜
八
郎
『
国
権
の
限
界
問
題
』
(
一
九
七
八
)
一

六
一
頁
以
下
を
参
照
。
か
か
る
菅
野
教
授
に
よ
る
メ
ル
ク
ル
理
解

に
対
し
て
、
森
田
寛
二
「
法
規
と
法
律
の
支
配
(
一
)
」
『
法
学
』

第
四
O
巻
第
一
号
(
一
九
七
六
)
八
六
頁
以
下
は
、
法
規
の
「
廃

止
力

2
2
0
間百
g
品
目
町
倍
野
)
」
と
段
階
構
造
・
法
形
式
と
の
関
係
が

混
乱
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
両
教
授
の
応
酬
に
つ

い
て
詳
し
い
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
が
、
こ
こ
で
は
ケ
ル
ゼ
ン

の
「
法
段
階
説
」
が
、
憲
法
典
の
「
最
高
法
規
性
」
の
論
証
に
は

用
い
得
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
と
り
あ
え
ず
足
り
よ
う
。

(
別
)
小
嶋
「
法
源
と
し
て
の
憲
法
典
の
価
値
に
つ
い
て
」
(
一
九
七
七
)

五
O
八
頁
。
ち
な
み
に
、
「
法
源
」
と
は
「
そ
れ
じ
し
ん
法
で
あ
り
、

法
の
内
容
を
提
示
す
る
も
の
」
で
あ
る
(
同
右
五
O
九
頁
)
。

(
叩
)
小
林
直
樹
「
憲
法
概
念
の
考
察
」
、
樋
口
陽
一
「
「
憲
法
学
』
の

対
象
と
し
て
の
『
憲
法
ピ
両
論
文
と
も
『
法
学
協
会
百
周
年
記
念

論
文
集
第
二
巻
』
(
一
九
八
三
)
に
所
収
[
樋
口
論
文
は
後
に
樋
口

『
権
力
・
個
人
・
憲
法
学
』
(
一
九
八
九
)
に
所
収
]
、
今
井
威

「
憲
法
と
憲
法
典
」
『
西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
』
第
一
一
一
巻
第
三

号
(
一
九
八
二
)
、
山
下
威
土
「
憲
法
学
の
憲
法
典
か
ら
の
解
放
」
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『
埼
玉
大
学
紀
要
人
文
科
学
篇
』
第
一
二
O
巻
(
一
九
八
一
)
等
を

参
照
。

(
出
)
小
嶋
『
憲
法
学
講
話
』
(
一
九
八
二
)
一
頁
以
下
、
小
嶋
『
憲
法

概
説
』
(
一
九
八
七
)
特
に
一
一
員
以
下
を
参
照
。
な
お
こ
れ
ら
の
文

献
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
「
憲
法
」
と
憲
法
典
と
の
区
別
論

に
つ
い
て
は
、
既
に
前
掲
の
小
嶋
「
法
源
と
し
て
の
憲
法
典
の
価

値
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
概
略
が
一
万
さ
れ
て
い
る
。
同
論
文
は
、

併
せ
て
憲
法
典
に
上
位
す
る
不
文
法
源
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る

の
で
、
憲
法
典
の
「
最
高
法
規
性
」
を
主
た
る
関
心
と
す
る
本
稿

は
、
同
論
文
を
中
心
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

(
加
)
小
嶋
「
憲
法
学
の
課
題
と
方
法
」
(
一
九
五
四
)
三
九
三
頁
。

(
制
)
小
嶋
・
同
右
四
O
二
具
。

(
出
)
玄
〉
宮
自
国
〉

E
。c-
足
n
z
z
g
f
oロ
25zoロロ己
-
M
・

E
・-

-
唱
M市
Y
同国・

M
E唱・

(
別
)
小
嶋
「
憲
法
学
の
課
題
と
方
法
」
四
O
三
頁
。

(
加
)
小
嶋
「
戦
後
憲
法
学
の
特
色
」
(
一
九
七
七
)
四
七
一
頁
以
下
、

小
嶋
「
憲
法
判
例
の
変
更
」
(
一
九
八
O
)
三
六
七
頁
以
下
を
参
照
。

と
り
わ
け
前
者
論
文
は
、
「
低
い
レ
ヴ
ェ
ル
で
多
数
説
を
形
成
し
た
」

通
説
憲
法
学
の
姿
勢
全
般
が
批
判
さ
れ
、
「
長
期
的
に
は
滅
ぶ
べ
き

も
の
は
滅
ぶ
」
と
烈
し
い
言
葉
で
し
め
く
く
ら
れ
る
点
で
際
立
つ
。

(
別
)
小
嶋
「
法
源
と
し
て
の
憲
法
典
の
価
値
に
つ
い
て
」
四
八
六
頁

以
下
参
照
。
か
よ
う
な
思
考
を
持
つ
教
授
が
、
戦
後
憲
法
判
例
に

み
る
「
公
共
の
福
祉
」
概
念
に
替
わ
る
ヨ
リ
精
密
な
準
則
と
し
て

提
案
さ
れ
る
「
二
重
の
基
準
」
(
芦
部
信
喜
『
憲
法
判
例
を
読
む
』

(
一
九
八
七
)
九
七
頁
以
下
参
照
)
を
、
「
不
文
の
法
理
」
と
し
て

位
置
づ
け
る
の
は
当
然
の
帰
結
と
思
わ
れ
る
(
小
嶋
「
憲
法
と
憲

法
典
に
つ
い
て
」
『
法
学
教
室
』
第
二
五
号
(
一
九
八
二
)
二
二
頁

参
照
)
。

(
抑
)
小
嶋
「
法
源
と
し
て
の
憲
法
典
の
価
値
に
つ
い
て
」
四
九
二
頁

以
下
参
照
。

(
捌
)
小
嶋
・
同
右
四
九
七
頁
以
下
参
照
。

(
初
)
小
嶋
・
同
右
五
O
四
頁
参
照
。
「
論
理
上
当
然
の
こ
と
」
と
し
て

は
、
「
法
は
、
私
人
が
他
者
を
害
す
こ
と
を
権
利
と
し
て
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(m)
小
嶋
・
同
右
五
O
四
頁
。

(m)
小
嶋
・
同
右
五
O
四
頁
。

(
加
)
小
嶋
・
同
右
五
O
五
頁
。

(
却
)
小
嶋
・
同
右
五
O
六
頁
。

(
加
)
小
嶋
・
同
右
五
O
七
頁
。

(m)
小
嶋
・
同
右
五
O
八
頁
。

(m)
小
嶋
『
憲
法
概
説
』
一
八
頁
。

(
却
)
小
嶋
「
法
源
と
し
て
の
憲
法
典
の
価
値
に
つ
い
て
」
五
O
五
頁
。

(
捌
)
前
者
に
つ
い
て
は
小
嶋
・
同
右
五
O
五
頁
、
後
者
に
つ
い
て
は

小
嶋
『
憲
法
学
講
話
』
一
一
一
頁
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

(
却
)
小
嶋
「
法
律
学
の
道
し
る
べ
」
(
一
九
六
五
)
四
六
一
頁
。

(m)
小
嶋
「
法
源
と
し
て
の
憲
法
典
の
価
値
に
つ
い
て
」
五
O
九
頁

北法50(3・212)604



憲法の最高法規性(2.完)

参
照
。

(
却
)
小
嶋
「
憲
法
と
憲
法
典
に
つ
い
て
」
『
法
学
教
室
』
第
二
五
号

(
一
九
八
二
)
一
三
頁
以
下
参
照
。
そ
こ
で
は
、
広
明
旨
邑
円
札
口

g'

包
ECOS--m
の
思
考
を
表
し
た
判
例
と
し
て
、
本
稿
序
章
前
出
注

(5)
で
触
れ
た
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
(
回
〈
伺
円
自
閉
じ
い
き
)

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
教
授
は
、
判
決
中
の
の
E
E
g
R

を
。
E
E
m町
田
町
商
と
記
し
て
、
「
根
本
法
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
て

い
る
。
し
か
し
一
九
五
四
年
段
階
で
こ
の
判
決
の
同
じ
箇
所
を
援

用
す
る
際
に
は
、
。
B
E
g
R
が
引
か
れ
て
い
た
。
原
文
は

。
g
E
S
R
と
し
て
い
る
宮
田
・
。
・
・
∞
・
き
ど
の
で
、
上
記
一
九
八

二
年
の
教
授
に
よ
る
引
用
は
誤
り
と
い
う
ほ
か
な
い
。
こ
の
〈
誤

引
}
は
結
果
的
に
不
文
法
源
の
重
要
性
強
調
に
資
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

(
制
)
小
嶋
『
憲
法
概
説
』
八
九
頁
。

(
邸
)
小
嶋
・
同
右
九
O
頁
。
小
嶋
「
憲
法
判
例
の
変
更
」
(
一
九
八
O
)

三
人
一
頁
に
よ
れ
ば
、
薬
事
法
距
離
制
限
規
定
違
憲
判
決
の
後
、

「
法
律
を
誠
実
に
執
行
」
す
べ
き
行
政
庁
が
直
ち
に
当
該
制
度
廃

止
の
通
達
を
発
し
た
の
は
、
「
制
定
法
に
特
別
の
規
定
」
が
あ
る
か

ら
で
は
な
く
、
「
憲
法
が
前
提
と
す
る
法
治
主
義
」
に
加
え
て
「
行

政
が
法
秩
序
を
維
持
す
べ
き
任
務
」
と
い
う
「
不
文
法
理
か
ら
の

論
理
的
要
請
」
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
。

(
邸
)
小
嶋
「
憲
法
概
説
』
九
一
頁
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
司
法
権
の
限

界
論
に
つ
い
て
、
憲
法
典
に
そ
の
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

を
理
由
と
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
論
は
採
り
得
な
い
。
憲
法
典
に

上
位
す
る
「
不
文
法
」
の
検
討
を
経
た
う
え
で
結
論
を
出
す
必
要

が
あ
る
(
小
嶋
「
法
源
と
し
て
の
憲
法
典
の
価
値
に
つ
い
て
」
五

一
三
頁
)
。
以
上
の
本
文
に
つ
き
さ
ら
に
、
小
嶋
『
憲
法
学
講
話
』

四
九
頁
以
下
も
参
照
。

(
却
)
小
林
・
前
出
注
(
叩
)
「
憲
法
概
念
の
考
察
」
特
に
一
一
一
一
頁
以
下
、

四
九
一
良
以
下
参
照
。

(
別
)
山
下
威
士
教
授
は
、
「
日
本
国
法
体
系
の
解
釈
問
題
と
し
て
は
、

九
八
条
に
よ
る
限
り
、
日
本
国
憲
法
典
が
、
法
形
式
的
に
は
最
高

の
位
置
を
占
め
て
い
る
」
と
い
う
(
山
下
「
憲
法
の
最
高
法
規
性

の
宣
言
」
『
法
学
新
報
』
第
一
一
・
一
一
一
号
(
一
九
九
O
)
二
九
一

頁
)
。
こ
れ
は
「
す
べ
て
国
法
は
、
憲
法
典
に
よ
る
権
威
づ
け
を
、
つ

け
て
の
み
法
的
権
威
を
有
し
う
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
」
(
小
嶋

『
憲
法
学
講
話
』
二
三
頁
)
と
い
う
思
考
(
こ
れ
に
賛
同
す
る
佐

藤
幸
治
「
第
一
O
章
最
高
法
規
」
樋
口
他
『
注
釈
日
本
国
憲
法

(
下
)
』
(
一
九
人
人
)
一
四
八
人
頁
も
参
照
)
に
対
す
る
批
判
で

あ
る
。
し
か
し
、
右
引
用
文
で
山
下
教
授
の
い
う
「
法
形
式
」
と

は
如
何
な
る
意
味
か
が
問
題
と
な
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
憲
法
典

と
、
「
形
式
的
意
味
の
憲
法
」
(
憲
法
典
中
に
「
条
定
化
(
凹

E
E，

ぽ
お
ロ
ご
さ
れ
た
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
)
と
は
、
区
別
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
(
山
下
・
前
出
注
(
加
)

「
憲
法
学
の
憲
法
典
か
ら
の
解
放
」
特
に
七
八
頁
以
下
参
照
)
。

「
規
範
科
学
」
で
い
わ
れ
る
「
形
式
」
と
解
釈
論
で
い
わ
れ
る
そ

北法50(3・213)605



研究ノート

れ
と
で
は
、
意
味
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
捌
)
小
嶋
『
憲
法
学
講
話
』
八
頁
。

(
捌
)
樋
口
『
憲
法
改
訂
版
』
(
一
九
九
八
)
五
頁
以
下
。

(
加
)
小
嶋
「
法
源
と
し
て
の
憲
法
典
の
価
値
に
つ
い
て
」

以
下
。

(
拙
)
こ
の
点
、
樋
口
陽
一
『
権
力
・
個
人
・
憲
法
学
』
特
に
二
三
二

頁
以
下
は
、
論
者
に
よ
る
「
法
源
」
の
取
捨
選
択
を
も
と
よ
り
実

践
的
提
言
た
る
「
解
釈
学
説
」
の
問
題
と
し
て
み
な
し
て
い
た
。

(
却
)
小
嶋
『
憲
法
概
説
』
四
五
頁
。

(
加
)
小
嶋
・
同
右
四
六
頁
。

(
出
)
小
嶋
『
憲
法
学
講
話
』
四
七
頁
以
下
参
照
。

(
揃
)
小
嶋
「
憲
法
と
憲
法
典
に
つ
い
て
」
『
法
学
教
室
』
第
二
五
号
一

一頁。

(
閉
山
)
小
嶋
「
憲
法
学
の
課
題
と
方
法
」
四
O
四
頁
参
照
。

(
捌
)
小
嶋
・
同
右
四
O
五
頁
。

(
却
)
例
え
ば
「
実
質
的
憲
法
論
」
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
論
者
は
、
憲
法

典
と
「
憲
法
」
と
を
区
別
す
る
実
益
を
認
め
な
い
、
あ
る
い
は
乏

し
い
も
の
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
高
橋
和
之
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
憲
法
」

は
個
人
の
尊
厳
を
中
核
と
し
た
価
値
秩
序
と
し
て
実
質
的
に
理
解

さ
れ
る
。
ゆ
え
に
「
憲
法
を
最
高
法
規
と
す
る
実
質
的
根
拠
は
、

憲
法
が
基
本
価
値
秩
序
を
体
現
し
て
い
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
」

(
野
中
他
『
憲
法
I
新
版
」
(
一
九
九
七
)
二
二
頁
[
高
橋
執
筆
]
)
。

確
か
に
教
授
は
「
形
式
的
意
味
の
憲
法
」
と
「
実
質
的
意
味
の
憲

五
O
八
頁

法
」
と
を
区
別
し
て
い
る
(
同
右
六
頁
以
下
参
照
)
。
し
か
し
憲
法

典
が
「
基
本
価
値
秩
序
を
体
現
す
る
」
も
の
と
し
て
実
質
的
に
理

解
さ
れ
る
以
上
、
憲
法
典
と
「
憲
法
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、

教
授
の
思
考
構
造
上
格
別
の
意
味
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
教
授
が

同
書
に
お
い
て
注
釈
抜
き
で
〈
憲
法
〉
と
い
う
用
語
で
叙
述
を
一

貫
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
(
同
様
の
思
考
・
用

語
法
を
採
る
芦
部
信
喜
教
授
の
思
考
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
。

(
捌
)
赤
坂
正
浩
「
憲
法
解
釈
の
枠
に
つ
い
て
」
菅
野
還
暦
『
憲
法
制

定
と
変
動
の
法
理
』
(
一
九
九
こ
特
に
三
五
七
頁
以
下
参
照
。

(
加
)
こ
の
点
、
法
解
釈
の
性
質
に
つ
い
て
の
「
実
践
説
」
に
立
つ
樋

口
陽
一
「
憲
法
の
変
遷
」
芦
部
H
池
田
H

杉
原
編
「
演
習
憲
法
』

(
一
九
八
四
)
特
に
三
三
頁
以
下
は
、
専
ら
「
解
釈
論
と
し
て
の

実
践
的
効
果
に
即
し
て
」
当
否
が
定
め
ら
れ
る
と
い
う
。
し
か
し

か
か
る
樋
口
説
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
も
は
や
「
憲
法
典
」
の
客

観
的
意
味
把
握
が
定
全
に
放
棄
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
じ
め
て
成
立

し
得
る
思
考
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

(
却
)
小
嶋
『
憲
法
概
説
』
(
一
九
八
七
)
一
二
六
頁
。
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第
二
節

《。B
E
5
5》

本
節
に
お
い
て
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
〈
。

B
E
g
B》
論
の
変
遷
、
特
に

晩
年
に
彼
が
到
達
し
た
見
解
を
概
観
し
、
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の



架
橋
を
試
み
る
以
前
で
、
《
。
呂
ロ

a
g
g
v
の
措
定
の
必
要
性
に
つ
き
検

討
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
我
が
固
に
お
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
「
実
定
的
根

本
規
範
」
論
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
実
定
法
秩
序
に
上
位
す
る

規
範
と
し
て
想
定
さ
れ
、
憲
法
制
定
者
に
憲
法
制
定
権
を
授
権
す
る
規
範

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
点
で
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
い
う
《
。

E
Eロ
2
5
V
と
内

容
上
同
一
で
あ
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
我
が
国
で
主
張
さ
れ
て
き
た

「
根
本
規
範
」
は
、
あ
く
ま
で
「
実
定
的
」
と
さ
れ
る
の
で
、
「
法
論
理

的
意
味
の
憲
法
」
た
る
〈
。

E
Eロ
R
B
V
と
は
内
容
的
に
全
く
異
な
る
。

既
に
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
よ
れ
ば
、

(
初
)

「
実
定
的
根
本
規
範
」
論
は
内
容
的
に
み
て
「
自
然
法
」
論
と
評
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
か
ら
示
唆
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
本
稿
が
、

か
か
る
「
実
定
的
根
本
規
範
」
論
に
立
ち
入
っ
た
検
討
を
施
す
必
要
は
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

憲法の最高法規性(2・完)

な
お
こ
こ
で
、
本
稿
序
章
で
思
考
類
型
設
定
の
素
材
と
し
た
芦
部
理
論

に
お
け
る
「
根
本
規
範
」
概
念
に
つ
い
て
確
認
だ
け
し
て
お
く
こ
と
と
す

る
。
芦
部
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
人
格
と
尊
厳
は
も
っ
と
も
根
本
的
な

法
原
別
で
あ
り
、
こ
の
原
則
を
中
核
と
す
る
価
値
・
原
理
の
総
体
は
近
代

憲
法
の
根
本
規
範
、
す
な
わ
ち
、
『
規
範
の
規
範
』
で
あ
る
」
と
さ
れ
、

「
か
よ
う
な
民
主
的
法
治
国
家
の
基
本
価
値
を
内
容
と
す
る
根
本
規
範
は
、

制
憲
権
が
自
己
の
存
在
を
主
張
す
る
た
め
の
基
本
的
な
前
提
で
あ
り
、
制

憲
権
の
活
動
を
拘
束
す
る
内
在
的
な
制
約
原
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
根
本
規
範
を
ふ
み
に
じ
る
新
し
い
秩
序
の
創
設
は
、
制
憲
権
の
発
動

で
は
な
く
、
あ
ら
わ
な
事
実
力
に
よ
る
破
壊
で
あ
り
、
正
当
性
を
主
張
で

(
制
)

き
な
い
」
。

こ
の
芦
部
説
は
、
菅
野
喜
八
郎
教
授
に
よ
っ
て
「
自
然
法
」
論
だ
と
し

(
お
)

て
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
芦
部
教
授
は
反
論
し
、
自
ら
の
説
く

「
根
本
規
範
」
と
は
、
自
然
法
で
も
実
定
法
で
も
な
い
「
実
定
化
さ
れ
た

超
実
定
的
憲
法
原
則
」
だ
と
説
く
。
芦
部
教
授
に
よ
れ
ば
、
菅
野
教
授
が

依
拠
す
る
規
範
と
事
実
の
二
分
論
は
「
法
と
事
実
の
交
叉
点
に
位
す
る
」

(
術
)

制
憲
権
論
に
適
さ
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
芦
部
教
授
の
い
う
「
根

本
規
範
」
に
つ
い
て
以
下
の
三
点
を
確
認
す
る
に
止
め
た
い
。
第
一
に
そ

れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
い
う
《
。

E
Eロ
ミ
ヨ
》
と
は
無
縁
の
概
念
で
あ
る
こ
と
、

第
二
に
そ
れ
は
、
制
憲
者
を
拘
束
す
る
こ
と
、
第
三
に
そ
れ
は
、
実
体
価

値
に
満
た
さ
れ
た
規
範
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第

款

仮
設
と
し
て
の
〈
。

E
E
g
B
V

北法50(3・215)607

(
l
)
 

《
。
ョ
ロ

a
E
S
V
に
つ
い
て
は
、
既
に
若
干
述
べ
て
き
た
と
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こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
、
今
一
度
確
認
し
て
お
き
た

(m) 
ぃ
。
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
純
粋
法
学
は
「
法
の
基
礎
を
、
す
な
わ
ち
法

の
効
力
の
基
礎
を
メ
タ
法
的
原
理
に
で
は
な
く
、
法
的
仮
設
に
求
め
る
。

つ
ま
り
、
現
実
の
法
的
思
考
の
分
析
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
の
が

(
別
)

。
E
E
5
5
で
あ
る
」
。
か
よ
う
な
根
本
規
範
こ
そ
「
規
範
体
系
に
お
け

る
効
力
の
最
終
に
し
て
根
源
的
な
理
由
」
で
あ
り
、
規
範
の
効
力
根
拠
を

(
別
)

追
求
す
る
者
が
発
見
す
る
「
最
高
の
規
範
」
だ
と
さ
れ
る
。

(2)

も
っ
と
も
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
る
《
。

B
E
5
5
は
現
実
の
意
思

行
為
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
規
範
で
は
な
く
、
法
認
識
な
い
し
法
思
考
に

よ
っ
て
仮
設
さ
れ
た
規
範
で
あ
る
〉
と
の
説
は
直
ち
に
は
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
。
か
か
る
法
的
「
仮
設
」
と
い
う
タ

l
ミ
ノ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
ケ

ル
ゼ
ン
理
論
は
多
く
の
法
学
者
の
当
惑
さ
ら
に
は
最
も
烈
し
い
批
判
を
受

け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
仮
設
と
し
て
の
〈
。

E
E
5
5
V
の

存
在
証
明
が
専
ら
論
議
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、

ジ
ュ
リ
ウ
ス
・
ス
ト
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
〈
。

B
E
g
g
v
概
念
の
動
揺

(
実
定
法
な
の
か
メ
タ
法
な
の
か
)
か
ら
し
て
《

ο
g
E
E
S
V
の
規
範

(
抑
)

性
は
即
座
に
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
に
よ

れ
ば
、
〈
。

B
E
E
O
B
V
は
、
国
家
意
思
の
「
単
な
る
い
い
換
え
」
に
過

(
加
)

ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
実
定
性
も
、
規
範
性
も
喪
失
し
て
い
る
」

と
さ
れ
る
。

(
3
)

ケ
ル
ゼ
ン
は
当
初
、
{
。

B
E
g
s
v
論
に
対
す
る
疑
問
や

批
判
が
何
ら
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
前
述
の

ス
ト
ー
ン
の
指
摘
を
受
け
て
、
〈
。

B
E
E
B
V
と
実
定
憲
法
と
の
相
違

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
前
者
を
「
法
論

(
閉
山
)

理
的
意
味
の
憲
法
」
、
後
者
を
「
実
定
的
意
味
で
の
憲
法
」
と
呼
ぶ
。
他

方
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
《
。

E
E
S
E》
の
規
範
「
内
容
」
と
実
定
法
秩
序

の
そ
れ
と
の
問
に
は
如
何
な
る
関
連
も
存
在
し
な
い
。
《
。

g
z
s
s
v

か
ら
導
出
さ
れ
る
の
は
、
実
定
法
秩
序
の
諸
規
範
の
客
観
的
効
力
、
す
な

(
抑
)

わ
ち
「
形
式
」
以
外
の
何
物
で
も
な
い
、
と
し
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
臼
く
、

北法50(3・216)608

「
こ
の
前
提
と
し
て
の
の

E
E
5
5
を
確
立
す
る
こ
と
こ
そ
、
法
学
の

機
能
の
核
心
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
の
中
に
在
る
の
は
、

究
極
的
に
し
て
、
し
か
し
、
そ
の
本
質
に
従
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
、

(
制
)

そ
の
意
味
で
仮
設
的
な
、
法
秩
序
の
効
力
根
拠
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。

第
二
款

「
か
の
よ
う
に
(
と
回
目
。
σ)
」
の
哲
学

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
以
上
み
た
よ
う
な
《
。

g
E
5
5
V
論
を
晩

年
近
く
ま
で
掲
げ
続
け
た
。
し
か
し
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
一
九
六
四
年
に
著
し

(
術
)

た
「
憲
法
の
機
能
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
改
説
を
明
言
し
た
。

1 



憲法の最高法規性(2・完)

「。

g
E
5
5
は
、
こ
れ
ま
で
わ
た
し
が
主
張
し
て
き
た
仮
設
で
は
な
い
o

H
.
フ
ア
イ
ヒ
ン
ガ

l
の
か
の
よ
う
に
(
注
目
。
σ)
の
哲
学
の
意
味
で
の

擬
制
で
あ
る
」
。
こ
の
《
。
B
E
g
g
v
と
「
擬
制
」
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
遺
書
『
規
範
の
一
般
理
論
』
に
お
い
て
さ
ら
に
深
化

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
そ
の
前
提
で
あ
る
フ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
!
の

い
う
「
か
の
よ
う
に
」
の
哲
学
と
は
何
か
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
晩
年
の
ケ

ル
ゼ
ン
が
行
き
着
い
た
境
地
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
何
よ
り
、

前
者
が
問
題
に
な
ろ
う
。

(2)

フ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
外
部
世
界
を
認
識
す

る
主
体
で
あ
る
。
そ
の
内
的
世
界
に
は
「
概
念
」
や
「
表
象
」
が
存
在
す

る
。
か
か
る
概
念
や
表
象
の
対
応
物
を
我
々
が
外
部
世
界
に
発
見
す
る
と

き
、
そ
の
事
物
の
客
観
的
実
在
性
は
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
内
的
世
界
に

は
外
的
世
界
に
お
い
て
そ
の
対
応
物
を
み
い
出
し
得
な
い
多
く
の
も
の
が

あ
り
、
し
か
も
、
実
際
に
は
「
存
在
し
な
い
」
す
な
わ
ち
客
観
的
実
在
性

を
有
し
な
い
そ
れ
ら
の
も
の
が
、
外
部
世
界
の
認
識
と
い
う
我
々
の
目
的

を
遂
行
す
る
た
め
の
有
益
な
「
手
段
」
と
な
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
外
部

世
界
に
は
対
応
物
を
み
い
出
し
得
な
い
が
、
我
々
の
思
考
の
手
段
と
し
て

不
可
欠
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
も
の
を
フ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
l
は
「
擬
制
」

(
筋
)

と
呼
ぶ
。
フ
7
イ
ヒ
ン
ガ
l
は
、
か
か
る
思
考
を
「
批
判
的
実
証
主
義
」

と
称
し
た
。
「
批
判
的
実
証
主
義
」
に
よ
れ
ば
、
絶
対
的
な
も
の
、
物
自

体
、
客
体
、
主
体
は
な
い
。
一
切
の
も
の
は
推
論
的
思
考
の
補
助
手
段
つ

(
加
)

ま
り
「
擬
制
」
で
し
か
な
い
。

(
3
)

こ
の
「
か
の
よ
う
に
」
の
哲
学
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
純
粋
法
学
と

如
何
に
関
連
す
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
前
に
、
フ
7
イ
ヒ
ン
ガ
ー

が
「
仮
設
」
と
「
擬
制
」
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
に
触

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
フ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
仮
設
(
国
不

可
。
岳
町
田
町
)
」
は
、
「
真
な
る
も
の
と
し
て
、
現
実
的
な
る
も
の
と
し
て
」
、

(
紛
)

「
検
証
(
〈
注
目
wさ
。
ロ
)
」
に
よ
っ
て
真
理
た
り
得
る
。
仮
設
の
場
合
、

「
い
つ
の
日
か
証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
我
々
は
願
う
」
。
し
か
し
、

「
擬
制
」
は
、
か
か
る
証
明
は
必
要
と
さ
れ
な
い
の
で
、
外
的
世
界
に
お

け
る
対
応
物
を
得
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
我
々
の
思
考
が
、
目
標
と

す
る
と
こ
ろ
に
到
達
し
得
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
る
思
考
の
手

(
畑
山
)

段
で
し
か
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
、
尾
高
朝
雄
教
授
が
現
行

憲
法
典
施
行
間
も
な
い
時
期
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
フ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ア
の
『
か
の
ご
と
く
の
哲
学
』
は
、
法
、
と
く
に
憲

法
の
示
す
政
治
の
表
裏
の
ず
れ
を
示
す
た
め
に
設
け
ら
れ
た
標
語
と
す
る

に
足
り
る
。
夏
目
激
石
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
立
憲
政
体
、
天
皇
の

統
治
、
国
民
の
主
権
、
国
民
の
代
表
、
権
力
の
分
立
、
と
い
う
も
ろ
も
ろ

の
概
念
は
、
か
な
ら
ず
し
も
実
体
の
伴
わ
な
い
『
雅
号
」
だ
と
も
い
い
得

北法50(3・217)609
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れ(

L三27官。、J第
三
款

批
判

(
l
)

第
一
款
で
み
た
初
期
ケ
ル
ゼ
ン
の
〈
。

B
E
E
B
V
は、

「
仮
設
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
上
に
み
た
フ
ア
イ
ヒ
ン
ガ

l
の
い

う
「
仮
設
」
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
っ
て
{
。

B
E
g
s
v
は、

フ
ア
イ
ヒ
ン
ガ

l
の
い
う
「
現
実
的
な
る
も
の
」
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

こ
の
点
を
指
摘
し
た
の
が
、
前
述
の
ス
ト
ー
ン
や
ヘ
ラ
ー
に
よ
る
批
判
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
フ
ア
イ
ヒ
ン
ガ

l
哲
学
は
、
か
か
る
批
判
を
受
け
た

ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
っ
て
最
終
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、

《
O
E
E
5
5
V
論
に
お
け
る
「
擬
制
」
の
効
用
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
。

B
E
g
B
と
は
実
定
規
範
で
は
な
く
、
単
に
思
考
さ
れ
た
規
範
で

あ
る
。
そ
れ
は
擬
制
さ
れ
た
規
範

(
2
5
m呂
町
H
，再開

Z
2
5
)
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
実
在
的
意
思
行
為
の
意
味
で
は
な
く
、
単
な
る
擬
制
的
意
思
行
為
の

意
味
で
し
か
な
い
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
の
E
邑
5
5
と
は
、
ブ
ア

イ
ヒ
ン
ガ

l
の
『
か
の
よ
う
に
の
哲
学
』
の
意
味
で
の
、
真
正
に
し
て
厳

(
加
)

密
な
擬
制
で
あ
る
」
。

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
法
秩
序
を
構
成
す
る
規
範
の
妥
当
性
を
あ
く
ま
で
規
範

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
彼
は
晩
年
、
規
範
の
定
立
の

前
提
と
し
て
意
思
行
為
を
必
要
と
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

彼
は
も
は
や
我
々
の
思
考
の
内
に
し
か
存
在
し
な
い
、
す
な
わ
ち
意
思
行

為
を
前
提
し
な
い
《

O
B
E
S
E
V
を
「
規
範
」
と
み
な
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
晩
期
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
規
範
性
の
根
拠
は
「
擬
制
」
に
求
め

ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

(
2
)

し
か
し
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
こ
こ
で
新
た
な
問
題
を
抱
え
た
と
い

え
る
。
す
な
わ
ち
、
実
定
法
秩
序
を
基
礎
づ
け
て
い
る
〈
。

E
E
8
5
v

が
「
擬
制
」
|
|
規
範
で
は
な
い
ー
ー
と
な
れ
ば
、
基
礎
づ
け
ら
れ
て

い
る
実
定
法
秩
序
も
「
擬
制
」
|
|
現
実
に
存
在
し
な
い
ー
ー
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

P
S
で
も
な

く

r
z
g
で
も
な
い

E
E
S
か
ら
「
規
範
性
」
は
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
「
擬
制
」
の
想
定
は
、
重
大
な
困
難
を
純
粋
法
学
に
も
た
ら
す
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
《
必
然
的
に
規
範
は
体
系
を
成
す
か
ら
、
同
一
体
系
内
の

諸
規
範
の
妥
当
性
は
同
一
の
。

E
E
に
負
う
。
規
範
の
妥
当
性
は
事
実

か
ら
は
導
出
し
得
な
い
か
ら
、
諸
規
範
を
規
範
た
ら
し
め
る
。

E
E
は

規
範
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
と
の
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
の
基
本
テ
ー
ゼ
が
も

は
や
維
持
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。

(3)

本
稿
は
、
か
か
る
困
難
を
も
た
ら
す
「
擬
制
」
を
設
定
す
る
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必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
実
定
法
秩
序
の
規
範
性
を
根

拠
づ
け
る
際
に
、
〈
。

g
E
E
E
V
は
必
要
な
い
。
本
稿
第
一
章
に
お
い

て
は
、
憲
法
典
の
存
在
自
体
の
有
す
る
客
観
的
制
約
性
が
強
調
さ
れ
た
。

か
か
る
思
考
は
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
憲
法
典
と
し
て
認
識
す
れ
ば
、
そ
の

時
点
で
当
該
憲
法
典
の
規
範
性
す
な
わ
ち
妥
当
性
を
認
識
し
た
こ
と
と
な

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
ケ
ル
ゼ
ン
の
い
う
《
。

E
E
S
B
V
と

は
法
秩
序
の
妥
当
性
の
前
提
す
な
わ
ち
「
あ
る
法
秩
序
が
全
体
と
し
て
妥

当
で
あ
る
と
す
れ
ば
」
と
い
う
仮
定
を
指
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
が

(m) 
あ
る
。
こ
の
点
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

憲法の最高法規性(2・完)

「
先
行
す
る
憲
法
所
定
の
手
続
で
は
成
立
し
な
か
っ
た
憲
法
す
な
わ
ち

歴
史
的
に
最
初
の
憲
法
の
妥
当
性
根
拠
を
問
う
な
ら
ば
:
:
:
こ
の
憲
法
の

妥
当
性
、
こ
の
憲
法
が
拘
束
力
を
有
す
る
規
範
だ
と
い
う
想
定
が
前
提
さ

る
べ
き
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
り
得
る
。
:
:
:
規
範
の
妥
当
性
根
拠
は
再

び
規
範
で
の
み
あ
り
得
る
か
ら
、
か
か
る
前
提
は
規
範
で
な
け
れ
ば
な
ら

(m) 
な
い
」
。

か
か
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
叙
述
は
難
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
歴
史
的
に
最
初

の
憲
法
」
の
《
妥
当
性
(
拘
束
力
)
の
想
定
の
前
提
》
と
は
、
「
規
範
」

つ
ま
り
〈
の

B
E
g
s
v
を
指
す
も
の
と
み
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、

《
想
定
の
前
提
》
と
は
如
何
な
る
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
あ
え

て
、
先
に
注

(m)
を
付
し
て
本
文
で
引
用
し
た
と
こ
ろ
の
、
《
。

g
E
'

ロC
コ
出
》
を
仮
定
文
の
前
件
と
し
て
記
述
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
代
入
し

て
み
る
と
そ
の
ナ
ン
セ
ン
ス
は
明
白
な
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
あ
る

法
秩
序
が
全
体
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
す
れ
ば
と
す
れ
ば
」
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。

実
定
法
学
は
「
歴
史
的
に
最
初
の
憲
法
」
の
妥
当
性
を
「
前
提
」
で
き

れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
定
法
秩
序
を
認
識
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
そ
の
最
高
層
を
「
宜
忠
法
」
と
理
解
で
き
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ

る
。
菅
野
喜
八
郎
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
ひ
と
た
び
、
歴
史
的
に
最
初
の
憲
法
を
妥
当
す
る
法
規
範
と
見
な
す

と
い
う
態
度
決
定
を
す
れ
ば
、
そ
の
人
聞
に
と
っ
て
、
こ
の
憲
法
と
直
接
、

間
接
の
委
任
連
関
関
係
に
立
つ
意
志
行
為
の
意
味
は
法
と
し
て
認
識
可
能

(m) 

と
な
る
」
。

こ
の
「
態
度
決
定
」
あ
る
い
は
こ
の
「
態
度
決
定
」
を
さ
ら
に
「
想
定
」

す
る
と
い
う
作
業
を
あ
え
て
規
範
と
り
わ
け
《
。

E
E
5
5》
と
定
式
化

す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
本
節
で
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
お
い
て
《

O
B
E
5
5》
を
擬
制
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研究ノート

と
み
る
こ
と
は
内
在
的
困
難
を
招
く
こ
と
、
そ
も
そ
も
《
。

g
E
5
5
v

の
前
提
は
不
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
か
か
る
実
定
法
を
考
察

す
る
際
に
必
須
と
い
え
な
い
〈
。
E
邑
5
5
v
は
同
時
に
、
実
定
法
を
な

す
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
の
「
架
橋
」
に
と
っ
て
も
不
可
欠
の
概

念
だ
と
も
い
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
ケ
ル
ゼ
ン
や
菅
野
教
授

の
い
う
「
憲
法
」
と
は
、
あ
く
ま
で
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
を
指
し
て

い
る
こ
と
は
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
か
か
る
「
実
質
的
意
味

の
憲
法
」
の
妥
当
性
を
前
提
す
る
こ
と
は
、
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」

の
双
方
の
妥
当
性
を
一
括
し
て
前
抽
挺
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
の

見
地
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
「
憲
法
典
」
の
妥
当
性
す
な
わ
ち
最
高
法
規
性

を
如
何
に
示
す
か
に
あ
る
。
こ
れ
は
「
憲
法
典
」
と
、
「
実
体
法
」
・
「
手

続
法
」
そ
れ
ぞ
れ
と
の
関
係
が
如
何
に
あ
る
の
か
と
い
う
間
い
に
答
え
る

こ
と
で
あ
る
こ
と
も
緩
々
述
べ
て
き
た
。
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
の
妥

当
性
が
〈
。

E
E
g
s
v
を
欠
い
た
場
合
に
お
い
て
も
、
認
識
さ
れ
得
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
決
し
て
本
稿
の
立
て
た
問
い
に
回
答
が
与
え
ら

れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
節
を
改
め
て
、
こ
の
問
題
そ
の
も
の
の
解
決

法
を
探
る
こ
と
と
し
よ
う
。

注(
加
)
「
法
論
理
的
意
味
の
憲
法
」
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
〈
加
-

E
F∞
関
戸
昼
間
0
2
5
M
S
E
E
m
F
8
(
以
下
島
・
と
略
記
す
る
)
咽
的
・

匡
ヌ
清
宮
四
郎
訳
『
一
般
国
家
学
』
(
一
九
七
二
(
以
下
清
宮
訳

と
略
記
す
る
)
四
一
五
頁
以
下
参
照
。
清
宮
教
授
の
「
実
定
的
根

本
規
範
」
論
(
清
{
呂
田
郎
『
憲
法
I
第
三
版
」
(
一
九
七
九
)
特
に

三
二
頁
以
下
参
照
)
に
つ
い
て
、
菅
野
喜
八
郎
『
国
権
の
限
界
問

題
』
(
一
九
七
八
)
六
O
頁
は
、
「
自
由
・
民
主
を
普
遍
妥
当
の
価

値
と
し
、
法
の
妥
当
性
は
こ
の
価
値
の
実
現
で
あ
る
と
す
る
」
「
自

然
法
」
論
と
み
な
す
。
こ
れ
に
対
し
て
新
正
幸
『
純
粋
法
学
と
憲

法
理
論
』
(
一
九
九
二
)
特
に
一
一
一
頁
以
下
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の

〈。

g
E
E
B
V
を
「
一
般
憲
法
学
上
の
可
能
態
概
念
」
、
清
宮
教

授
の
「
根
本
規
範
論
」
を
「
個
別
憲
法
学
上
の
現
実
態
概
念
」
と

理
解
し
て
、
両
者
が
併
存
・
補
充
の
関
係
に
あ
る
と
す
る
。
も
っ

と
も
か
か
る
新
教
授
の
理
解
に
対
し
て
は
、
「
両
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
は
、
明
ら
か
に
相
互
対
立
的
で
あ
る
こ
と
を
み
う
し
な
っ
て

は
な
ら
な
い
」
(
樋
口
陽
一
「
国
法
秩
序
の
論
理
構
造
の
究
明
1

1

清
宮
四
郎
先
生
の
戦
前
の
業
績
」
『
ジ
ユ
リ
ス
ト
』
第
九
六
四

号
(
一
九
九
O
)
九
六
頁
)
と
の
批
判
が
あ
る
。
新
教
授
の
指
摘

は
、
確
か
に
論
理
的
に
可
能
な
構
成
に
は
間
違
い
な
い
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
《
。

g
Eロ
2
B
V
が
そ
の
中
身
が
全
く
問
題

に
な
ら
な
い
「
法
認
識
の
前
提
」
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
と
、

菅
野
・
樋
口
両
教
授
の
い
う
よ
う
に
両
概
念
の
質
的
対
比
を
強
調

す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
捌
)
芦
部
信
喜
「
憲
法
制
定
権
力
」
(
一
九
六
一
)
『
憲
法
制
定
権
力
』

北法50(3・220)612



憲法の最高法規性(2・完)

(
一
九
八
九
)
四
一
|
二
頁
。
さ
ら
に
芦
部
『
憲
法
学
I
』
四
六

頁
以
下
等
参
照
。

(
出
)
菅
野
『
国
権
の
限
界
問
題
』
六
O
頁。

(
出
)
芦
部
『
憲
法
制
定
権
力
』
一
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
。
な
お
こ
の
芦
部
説

を
M
.
オ
l
リ
ュ
ウ
に
依
拠
し
て
擁
護
し
よ
う
と
す
る
、
高
見
勝

利
教
授
の
試
み
は
興
味
深
い
。
高
見
「
『
憲
法
制
定
権
力
』
考
」
芦

部
古
稀
『
現
代
立
憲
主
義
の
展
開
(
下
)
』
(
一
九
九
三
)
特
に
七

二
四
頁
以
下
参
照
。

(
却
)
ケ
ル
ゼ
ン
の
《
。

B
E
E
B
V
論
に
つ
い
て
文
献
は
枚
挙
に
暇

が
な
い
。
そ
の
中
で
も
特
に
本
稿
が
示
唆
を
受
け
た
最
近
の
文
献

と
し
て
、
前
出
の
新
『
純
粋
法
学
と
憲
法
理
論
』
、
菅
野
『
国
権
の

限
界
問
題
』
の
他
、
菅
野
『
続
・
国
権
の
限
界
問
題
』
(
一
九
八
八
)

特
に
一
O
五
頁
以
下
、
高
橋
広
次
『
ケ
ル
ゼ
ン
法
学
の
構
造
と
方

法
』
(
一
九
七
九
)
特
に
二
五
人
頁
以
下
、
長
尾
龍
一
「
根
本
規
範

に
つ
い
て
」
上
原
H

長
尾
編
『
自
由
と
規
範
』
(
一
九
八
五
)
、
古

野
豊
秋
『
違
憲
の
憲
法
解
釈
」
(
一
九
九
O
)
特
に
五
頁
以
下
等
を

挙
げ
得
る
。
本
稿
が
こ
れ
ら
の
文
献
に
付
け
加
え
得
る
も
の
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。

(
捌
)
官
民
間
2
・。↓

5
・
司
×
〈
・
尾
吹
訳
七
頁
。

(
抑
)
旨

5
2唱曲・白・
0
・
司
・
コ
-
-
尾
吹
訳
一
九
五
頁
。

(
加
工

E
C
M
習
。
芦
円
。
加
担

-
S回
定
自
曲

E
E
3
2
.
岡山伺曲目。口宙開@

H
A
w
m
V
A
V
-

目以・目。#・

(
加
)
回
開
田
富
〉
Z
Z
回目』
h
F
2
8
Z
Z
F
8・3
h
w
h
f

∞
-MM凶・

(抑

)
E
S
E
-〉印
J

∞
区
民
・
清
宮
訳
四
一
五
頁
。

(
加
)
択
制
巳
開
Z
-
m
-
N
N
・・∞・

MM凶
円
な
お
、
こ
こ
で
ケ
ル
ゼ
ン
の
い
う

「
形
式
」
と
は
、
必
ず
し
も
法
典
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
、
規

範
の
効
力
の
「
客
観
性
」
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(加

)
E
Z
E
-
白・担・。・∞・当・

(加

)
E
E
E
-
g
m
F
E
E
S
2〈町民
a
g
a
-
3
F巧
EJE-M-e

的
'
戸
唱
斗

a.

(
揃
)
出
主
的
〈
〉
岡
田

Z
S
F
E
E
-
-
o
S
E
2
2
〉

Z
2・
S
N
P
臼・

叶∞同唱∞--一
ω
品・

(
加
)
〈
〉
E
Z
E
F
白・白・

0
・・∞・

5
弓
来
栖
三
郎
「
モ
デ
ル
と
擬
制
」

『
法
学
協
会
百
周
年
記
念
論
文
集
第
一
巻
』
(
一
九
八
三
一
)
三
頁

以
下
〔
後
に
来
栖
『
法
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』
(
一
九
九
九
)
一
O
五

頁
以
下
に
所
収
〕
参
照
。

(
捌
)
〈
〉

E
Z自
F
P
同・
0
・・
M
-

∞
ヌ
駒
城
鎮
一
『
法
的
現
象
論
序
説
』

(
一
九
八
五
)
三
六
頁
参
照
。

(
抑
)
〈
〉
日
君
。
開
戸
田
-
P
0
・∞・区・

(
別
)
尾
高
朝
雄
「
憲
法
の
社
会
学
」
日
本
法
社
会
学
会
編
「
法
社
会

尚
子
』
(
一
九
五
一
)
九
頁
。

(
加
)
官
民
間
戸
〉
-
-
伺
O
E
m
g
n
豆
町
。
号
雪

Z
O
E
S
-
-
3
P
∞-
M
O
a
-

(m)
長
谷
部
恭
男
『
権
力
へ
の
懐
疑
』
(
一
九
九
二
二
九
頁
。

(m)
阿
国
h

印
国
4

・
m-NN-
∞-
M
O凶‘

(
別
)
菅
野
吋
統
・
国
権
の
限
界
問
題
』
一
三
五
頁
。
菅
野
教
授
と
同

様
に
、
「
そ
も
そ
も
実
定
法
学
者
が
妥
当
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら

北法50(3・221)613
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な
い
の
は
、
憲
法
な
の
で
あ
っ
て
根
本
規
範
で
は
な
い
」
と
説
く

土
井
真
一
「
出
・
岡
山
号
自
の
根
本
規
範
論
に
関
す
る
覚
書
」
『
法
学

論
叢
』
第
一
一
一
一
一
一
巻
第
一
・
二
・
一
二
号
(
一
九
九
二
)
二
七
三
|

四
頁
参
照
。
他
方
古
野
豊
秋
『
違
憲
の
憲
法
解
釈
』
(
一
九
九
O
)

五
一
頁
は
、
実
定
法
と
非
実
定
法
と
の
区
別
の
際
に
は
依
然
と
し

て
《
。
E
E
g
g
v
が
有
用
と
す
る
。
し
か
し
実
定
法
の
頂
点
が

把
握
で
き
れ
ば
、
実
定
法
と
非
実
定
法
と
の
区
別
は
可
能
と
な
る

は
ず
な
の
で
、
結
局
〈
。
B
E
g
s
v
は
不
要
と
さ
れ
る
こ
と
に

な
ろ
、
っ
。

第
三
節

「
条
文
」

前
節
ま
で
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
よ
れ
ば
も
は
や

実
定
法
秩
序
の
外
で
、
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
を
架
橋
す
る
論
理

を
み
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
国
家
」
、

〈。

B
E
E
E
V
(「
根
本
規
範
」
)
い
ず
れ
も
「
架
橋
」
に
失
敗
す
る
概

念
装
置
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
ケ
ル
ゼ
ン
晩
年
の
理
論
か
ら
、

「
憲
法
典
」
精
確
に
い
う
と
そ
の
「
条
文
」
に
よ
る
「
架
橋
」
の
契
機
を

導
出
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
見
極
め
て
自
己
言
及
的
な
方

法
で
あ
る
が
、
実
定
法
の
内
部
に
考
察
対
象
を
限
定
す
る
思
考
は
自
己
言

及
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
は
既
に
述
べ
た
。

本
節
の
論
述
は
次
の
順
序
で
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
晩
年
の
ケ

ル
ゼ
ン
理
論
が
そ
の
主
な
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
次
に
「
実
体

法
」
と
「
手
続
法
」
の
狭
間
の
い
ず
れ
に
憲
法
典
条
文
が
位
置
し
て
い
る

か
が
、
中
間
的
に
概
念
図
と
し
て
整
理
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
概
念
図
」

を
用
い
て
序
章
に
お
け
る
思
考
類
型
設
定
の
際
に
援
用
し
た
論
者
の
議
論

が
分
析
さ
れ
る
。
序
章
で
示
唆
さ
れ
た
論
者
の
聞
の
「
ね
じ
れ
」
が
整
理

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
憲
法
典
条
文
が
如
何
に
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」

の
媒
介
で
重
要
な
役
割
を
負
っ
て
い
る
か
、
さ
ら
に
「
憲
法
の
最
高
法
規

性
」
の
宣
言
の
意
義
が
説
き
明
か
さ
れ
る
。
そ
の
過
程
で
は
、
小
嶋
教
授

に
よ
っ
て
「
不
文
の
法
理
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
「
二
重
の
基
準
論
」
等

の
「
審
査
基
準
論
」
が
「
概
念
図
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
さ
さ
や

か
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

北法50(3・222)614

ま
ず
、
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
、
晩
年
の
ケ
ル
ゼ
ン
が
「
意
味
と
し
て

の
規
範
」
と
い
う
テ
l
ゼ
を
明
確
に
す
る
点
で
あ
る
。

ち
な
み
に
グ
ス
タ
フ
・
ラ
l
ト
ブ
ル
フ
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
ほ
ど
徹
底
し
て

い
な
い
が
、
「
意
味
と
し
て
の
規
範
」
と
い
う
捉
え
方
を
か
な
り
鮮
明
に

打
ち
出
し
て
い
る
。
彼
は
規
範
と
命
法
(
宮
宮

E
芝
伺
)
と
を
次
の
よ
う
に
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区
別
す
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
の
違
い
は
、
例
え
ば
、
「
汝
の
義
務
を
果

た
せ
!
」
の
よ
う
な
「
規
範
的
内
容
が
命
法
形
式
で
表
現
さ
れ
て
い
る
文
」

を
み
る
と
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
文
の
「
担
い
手

2
3
m
g」
と
そ
の

「
意
味
(
印
宮
口
)
」
と
を
分
離
す
る
な
ら
、
我
々
は
一
方
に
お
い
て
「
時
間

的
空
間
的
」
な
「
存
在
現
象
」
、
「
音
の
連
な
り

9
2号
ぽ
白
)
」
を
受
け
取

る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
「
非
時
間
的
非
空
間
的
」
な
「
意
味
内
容

(回

a
g
g呂
田
回
目

EZ)」
、
「
人
倫
的
(
巴
塁
打
宮
)
必
然
性
」
を
受
け
取
る
。

だ
か
ら
、
上
の
文
は
、
「
存
在
し
作
用
す
る
限
り
で
の
命
法
で
あ
り
、
意

(
抗
)

味
し
妥
当
す
る
限
り
で
は
規
範
で
あ
る
」
。

ラ
l
ト
プ
ル
フ
の
こ
の
議
論
は
、
命
法
を
条
文
一
般
に
置
き
換
え
て
も

成
立
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
「
音
の

連
な
り
」
と
い
う
文
の
担
い
手
と
そ
の
意
味
と
の
区
別
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
彼
の
見
解
は
次
の
よ
う
に
換
言
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
規
範

と
は
、
存
在
世
界
に
発
せ
ら
れ
た
何
ら
か
の
丈
の
文
言
形
式
に
規
定
さ
れ

な
い
と
こ
ろ
の
、
規
範
の
意
味
で
あ
る
、
と
。
こ
の
ラ
l
ト
プ
ル
フ
の
見

解
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
た
の
が
、
次
に
触
れ
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
見
解
で
あ
っ
た
。

第

款

『
純
粋
法
学
第
二
版
』
に
お
け
る
「
意
味
と
し
て
の
規
範
概
念
」

ケ
ル
ゼ
ン
は
、
『
純
粋
法
学
第
二
版
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。
規
範
は
「
他
者
の
行
態
に
音
山
図
的
に
向
け
ら
れ
た
行
為
の
特
殊
な
意

(
附
)

味

3
5ロ
)
」
で
あ
り
、
そ
の
行
為
は
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
遂
行
さ
れ

(
初
)

得
る
」
o

さ
ら
に
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。
「
法
規
範
が
言
語
的
に
、
つ
ま
り
、

語
や
文
に
表
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
事
実
を
確
定
す
る
言
明
の
形
式
に
お
い

て
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
窃
盗
は
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
規

範
は
法
律
定
立
者
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
、
窃
盗
は
投
獄
に
よ
っ
て
罰
せ
ら

れ
る
、
と
の
丈
に
定
式
化
さ
れ
、
回
家
元
首
に
条
約
締
結
を
授
権
す
る
規

範
は
、
国
家
元
首
は
条
約
を
締
結
す
る
、
と
い
う
形
式
に
定
式
化
さ
れ
る
。

し
か
し
重
要
な
の
は
言
語
形
式
で
は
な
く
、
法
を
創
設
し
規
範
を
定
立
し

(m) 

た
行
為
の
意
味
で
あ
る
」
。

か
よ
う
に
、
規
範
の
意
味
は
条
文
と
い
う
表
現
形
式
か
ら
一
旦
切
断
さ

れ
る
。
し
か
し
、
規
範
と
条
文
と
は
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
が
次
に
問

題
と
な
る
。
右
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
規
範
と
し
て
の
法
は
意

味
の
世
界
に
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
条
文
は
ど
こ
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
条
文
は
規
範
文
形
式
(
「
1

べ
し
」
)
を
持
た
ず
し
て
、
法
規
範
を
一
不
す
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(m) 

か
ら
で
あ
る
。

北法50(3・223)615

第
二
款

『
規
範
の
一
般
理
論
』
に
お
け
る
規
範
理
解
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l 

上
述
し
た
よ
う
に
規
範
は
、
当
為
(
べ
し
)
を
構
造
と
し
て

持
つ
文
章
で
あ
る
。
こ
の
「
べ
し
」
と
い
う
助
動
詞
を
持
つ
文
章
は
基
本

的
に
話
し
か
け
る
相
手
が
あ
っ
て
用
い
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
規
範
と

い
う
も
の
は
、
そ
れ
を
発
し
た
者
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
話
し
か
け
る

特
定
の
相
手
、
つ
ま
り
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
の
対
象
た
る
人
物
の

存
在
を
前
提
に
す
る
。
そ
し
て
か
か
る
発
話
の
相
手
方
と
の
関
連
を
通
じ

て
、
は
じ
め
て
発
話
の
存
在
や
内
容
に
つ
い
て
語
り
得
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
注
目
し
て
規
範
の
問
題
を
論
究
し
た
の
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
晩

(
畑
山
)

年
の
遺
書
『
規
範
の
一
般
理
論
」
で
あ
っ
た
。
同
書
に
お
い
て
は
、
多
様

な
規
範
論
理
学
、
言
語
哲
学
と
の
対
質
を
通
し
て
規
範
と
言
明
の
本
質
的

相
違
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
な
ど
独
自
の
規
範
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
規
範
論
の
中
核
に
は
、
今
述
べ
た
規
範
を
発
話
者
と
特
定
の
受
話
者

と
の
問
に
成
立
す
る
特
殊
な
意
味
と
し
て
描
き
出
す
試
み
が
位
置
し
て
い

る
。
以
下
、
こ
れ
を
要
約
的
に
紹
介
す
る
。

(
2
)

こ
の
著
作
に
よ
れ
ば
、
規
範
と
は
、
他
者
に
向
け
ら
れ
た

(
加
)

「
意
欲
」
た
る
「
意
思
行
為
(
ヨ
ロ

m
g除
。
の
意
味

3
5巴
)
」
で
あ
り
、

(m) 

「
当
為
を
規
定
(
印
E
E
m
Bロ
)
し
て
い
る
」
。
そ
し
て
、
「
他
者
の
行
態
に
向

(
剛
山
)

け
ら
れ
た
意
欲
の
み
が
当
為
の
意
味
を
持
つ
」
が
ゆ
え
に
、
「
あ
ら
ゆ
る

規
範
は
二
人
の
人
格
を
前
提
す
る
」
o

つ
ま
り
「
規
範
定
立
行
為
な
く
し

(
捌
)

て
規
範
な
し
、
規
範
名
宛
人
な
く
し
て
規
範
な
し
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

規範(Norm)

意義中ヘ 理解

(Bedeutung) I¥(Verstehen) 

れ惑覚的知覚¥

丈 ← 規範名宛人

意味 (Sinn)

〈図ー〉

発話行為意思行為規範定立権威

(Normadressat) 

と
こ
ろ
で
規
範
も
言
語
に
よ
っ
て
表

現
さ
れ
る
が
、
「
そ
の
意
味
が
規
範
で

あ
る
と
こ
ろ
の
意
思
行
為
と
、
そ
の
意

思
行
為
の
意
味
が
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
発
話
行
為
(
印
同

vasa〉
-S
と
は
区
別

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
o

そ
う
す
る
と
、

「
意
思
行
為
の
意
味
た
る
規
範
は
、
そ

の
意
思
行
為
が
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

(
加
)

文
の
意
義
(
回

m
a
g
gロ
加
)
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
言

語
的
表
現
と
そ
の
表
現
の
意
味

3
5
5、

そ
の
表
現
の
感
覚
的
知
覚
(
垣
島
B
S
'
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(Satz) (Sprech-Akt) (WilIensakt) 

自
己
口
問
)
と
そ
の
理
解
(
〈
白
星
mFg)
と
は

(
術
)

区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ

て
、
「
話
し
か
け
ら
れ
た
者
」
は
「
語

ら
れ
書
か
れ
た
文
」
を
み
た
り
開
い
た

り
、
す
な
わ
ち
感
覚
的
に
知
覚
す
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
そ
の
「
音
叫
義
は
感
覚

(normsetzend巴

Autoritat) 

的
に
知
覚
で
き
な
い
。
で
き
る
の
は
た

だ
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
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観
念
的
に
把
握
す
る

(masE各
自
民

g
お
ロ
)
こ
と
だ
け
で
あ
る
」
。
こ
こ

で
い
う
「
理
解
す
る
」
と
は
、
「
私
は
一
定
の
仕
方
で
行
態
す
べ
き
で
あ

(
加
)

る
、
と
い
う
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
ケ
ル

ゼ
ン
の
規
範
理
解
を
、
若
干
の
用
語
上
の
混
乱
を
本
稿
な
り
に
補
正
し
て

図
式
化
す
る
と
上
記
《
図
一
》
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
概
念
図
に
示
さ
れ
た
理
解
に
よ
れ
ば
、
法
と
い
う
規
範
は
条
文
と

い
う
言
語
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
規
範
定
立
者
か
ら
規
範
名
宛
人
へ
と
伝
達

さ
れ
る
一
つ
の
情
報
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
ケ
ル
ゼ
ン
の
規
範
理

解
に
よ
る
と
、
規
範
の
内
容
は
、
誰
が
規
範
名
宛
人
か
、
と
い
う
問
題
を

論
究
し
な
け
れ
ば
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
条
文
の
位
置
づ
け
も
明
確

に
さ
れ
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
規
範
と
は
、
規
範
定
立
者
が
特
定
の
文
を

も
っ
て
特
定
の
規
範
名
宛
人
に
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
目
論
ん
だ

(
田

HEms
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
、
そ
の
特
定
の
規
範
名
宛

人
が
そ
の
文
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ

の
こ
と
を
逆
か
ら
い
え
ば
、
規
範
定
立
者
が
如
何
な
る
規
範
名
宛
人
を
想

定
す
る
か
に
よ
っ
て
規
範
の
特
定
化
は
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

こ
の
規
範
理
解
は
、
憲
法
典
条
文
が
憲
法
「
規
範
」
と
如
何
な
る
関
係
に

あ
る
か
に
も
適
用
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第

款

憲
法
典
「
条
文
」
を
媒
介
に
し
た
再
構
成

前
款
で
み
た
よ
う
に
、
上
述
の
規
範
の
名
宛
人
の
問
題
を
憲
法
規
範
に

つ
い
て
も
適
用
し
て
み
よ
う
。
憲
法
典
は
さ
し
あ
た
り
、
国
家
の
統
治
機

関
に
向
け
ら
れ
た
規
範
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
い
う

ま
で
も
な
い
。
も
っ
と
も
憲
法
規
範
の
中
で
も
と
り
わ
け
人
権
規
定
は
微

妙
で
あ
る
。
人
権
保
障
が
裁
判
所
に
最
終
的
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
し
て
、
名
宛
人
を
裁
判
所
と
す
る
の
は
ま
ず
第
一
の
前
提
と
い
え
る
。

し
か
し
、
人
権
規
定
の
い
わ
ゆ
る
間
接
適
用
説
に
よ
れ
ば
、
人
権
規
定
が

民
法
の
一
般
条
項
を
媒
介
と
し
て
「
私
法
秩
序
」
に
一
定
の
効
力
を
有
し

得
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
説
に
よ
れ
ば
、
人
権
規
定
が
一

定
の
範
囲
で
私
人
の
行
為
規
範
と
し
て
通
用
す
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
の
思
考
は
、
憲
法
典
名
宛
人
が
実
は
国
家
機
関
だ
け
で

は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
憲
法
典
の
規
範
的
効
力
は
、
国
家

機
関
だ
け
で
は
な
く
、
非
有
権
解
釈
者
に
対
し
て
も
及
ぶ
こ
と
が
前
提
さ

れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
現
在
憲
法
典
の
人
権
規
定
の
効
力
が
私

(
狐
)

人
間
に
全
く
及
、
は
な
い
と
解
す
る
学
説
は
み
あ
た
ら
な
い
。
か
か
る
思
考

を
前
提
し
た
場
合
、
憲
法
規
範
と
り
わ
け
人
権
規
範
の
名
宛
人
は
、
国
家

機
関
と
一
般
私
人
の
二
方
向
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
先
の
概
念
図

は
、
条
文
(
憲
法
典
)
を
中
間
に
挟
ん
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

(
《
図
二
》
)
。
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《
図
二
V

手続法(語用論)の世界

実定的

根本規範→

統制

第

項

「
実
体
法
」
の
確
認
と
憲
法
典
条
文
の
意
義

以
下
《
図
二
〉
を
手
が
か
り
に
、
憲
法
規
範
の
名
宛
人
が
二
方
向
と
さ

れ
る
こ
と
で
、
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
が
、
「
憲
法
典
条
文
」
と
如

何
な
る
関
係
を
持
つ
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

(
1
)
「
実
体
法
」
の
確
認

(
l
)

第
一
に
「
実
体
法
」
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
と
な
っ

た
。
と
り
あ
え
ず
、
《
図
二
》
に
お
け
る
直
線
の
枠
と
破
線
の
枠
に
固
ま

れ
た
部
分
に
だ
け
注
目
し
て
み
よ
う
。
も
し
憲
法
典
の
名
宛
人
を
単
に
国

家
機
関
と
し
て
想
定
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
再
構
成
は
《
図
一
》
の
言
葉
の

い
れ
替
え
で
終
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
人
権
規
定
の
名
宛
人
を
私
人

に
も
拡
大
し
得
る
と
い
う
間
接
適
用
説
に
よ
れ
ば
、
「
憲
法
規
範
」
の
意

味
は
憲
法
制
定
者
と
国
家
機
関
の
問
、
だ
け
で
語
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
憲

法
制
定
者
と
一
般
私
人
の
間
に
お
い
て
も
、
「
憲
法
規
範
」
の
意
味
は
語

り
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
者
で
語
ら
れ
る
「
憲
法
規
範
」
の
意
味

は
、
我
々
が
「
手
続
法
」
と
呼
ん
で
き
た
「
憲
法
規
範
」
で
あ
る
。
後
者

は
、
公
権
的
な
憲
法
解
釈
と
は
と
り
あ
え
ず
無
縁
な
「
憲
法
規
範
」
す
な

わ
ち
「
実
体
法
」
を
示
唆
し
て
い
る
(
第
三
章
に
お
け
る
「
実
体
法
」
の
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憲法の最高法規性(2・完)

「
法
認
識
論
的
優
位
」
を
も
併
せ
て
確
認
し
た
い
)

0

〈
図
一
V

に
一
不
さ
れ
た
よ
う
な
規
範
理
解
の
み
に
よ
る
場
合
、
ケ
ル
ゼ

ン
の
規
範
概
念
か
ら
は
「
手
続
法
」
た
る
「
憲
法
規
範
」
し
か
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
「
憲
法
規
範
」
の
下
位
機
関
に
対
す
る
授
権
関
係
し

か
念
頭
に
法
規
範
を
観
念
し
な
い
場
合
、
な
お
の
こ
と
「
手
続
法
」
し
か

認
識
さ
れ
得
な
い
。
こ
れ
ま
で
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
規
範

理
解
は
授
権
規
範
(
の
有
権
解
釈
)
優
位
す
な
わ
ち
「
手
続
法
」
優
位
の

思
考
と
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ケ
ル
ゼ
ン
の
思
考
が
国
家
機

関
に
よ
る
規
範
の
具
体
化
と
い
う
垂
直
思
考
に
依
存
し
て
い
る
と
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
名
宛
人
を
国
家
機
関
以
外
に
求
め
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
規
範
の
認
識
地
平
を
水
平
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
手
続
法
」
と

は
別
の
「
憲
法
規
範
」
(
「
実
体
法
」
)
を
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
性
と
し

て
且
同
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
実
体
法
」
と
し
て
の
「
憲
法
規
範
」
と

は
、
典
型
的
に
は
私
人
間
を
規
律
す
る
行
為
規
範
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は

私
人
が
行
う
憲
法
典
解
釈
の
所
産
で
あ
る
。

確
か
に
、
行
為
規
範
と
し
て
の
「
憲
法
規
範
」
も
最
終
的
に
は
裁
判
規

範
と
し
て
の
「
憲
法
規
範
」
に
よ
っ
て
裁
断
さ
れ
得
る
。
「
手
続
法
」

(
〈
図
二
》
の
直
線
の
枠
内
の
「
憲
法
規
範
」
)
と
「
実
体
法
」
(
〈
図
二
V

の
破
線
の
枠
内
の
「
憲
法
規
範
」
)
が
一
致
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、

と
り
わ
け
「
実
体
法
」
の
世
界
に
お
い
て
、
憲
法
典
す
べ
て
の
規
定
が
私

人
に
向
け
ら
れ
て
「
意
図
窓
口
口

g
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い

(
特
に
い
わ
ゆ
る
統
治
機
構
の
規
定
)
で
あ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
私
人

に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
も
限
ら
な
い
。
《
図
二
V

に

「
可
能
的
に
意
図
(
理
解
)
?
」
等
と
留
保
し
た
言
葉
を
入
れ
た
の
は
そ

の
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
真
に
「
客
観
的
」
な
「
実
体
法
」
が
認
識
さ
れ
得
る
か
は
と
も

か
く
と
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
蟻
川
恒
正
助
教
授
の
思
考
は
示
唆
に
富
む
。

「
宜
思
法
条
規
の
人
権
規
定
は
、
社
会
に
生
起
す
る
憲
法
問
題
を
広
く
発

見
し
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
指
針
を
提
供
す
る
と
い
う
役
割
を
も
有
す
る
。

憲
法
条
規
の
も
つ
か
か
る
問
題
発
見
的
機
能
は
、
そ
の
裁
判
規
範
的
機
能

(
捌
)

と
両
立
し
得
る
」
。

本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
は
、
ま
さ
に
憲
法
典
条
文
の
有
す
る
「
問
題

発
見
的
機
能
」
を
「
実
体
法
」
と
し
て
再
評
価
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い

え
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
を
手
が
か
り
に
し
て
か
か
る
「
問
題
発
見
的
」
意

味
に
お
け
る
「
実
体
法
」
存
立
の
示
唆
が
得
ら
れ
た
の
は
、
意
義
深
い
。

さ
ら
に
、
国
家
機
関
に
向
け
ら
れ
た
憲
法
規
範
と
は
別
に
「
憲
法
規
範
」

発
見
の
た
め
の
領
域
が
確
保
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
序
章
で
紹
介
さ
れ

た
R
.
ヴ
ァ

l
ル
の
い
う
「
一
般
的
意
味
に
お
け
る
憲
法
の
優
位
」
(
憲
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法
が
国
家
生
活
で
最
高
の
価
値
を
有
す
る
こ
と
)
実
現
に
も
理
論
的
根
拠

を
提
供
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
典
と
は
裁
判
所
を
頂
点
と

す
る
法
適
用
機
関
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
憲
法
規
範
に
尽
き
る
わ
け
で
は

な
く
、
そ
の
解
釈
は
、
常
に
非
国
家
機
関
の
立
場
に
あ
る
一
般
私
人
に
対

し
て
広
く
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
「
法
律
的
意
味
に
お
け
る
憲
法
の
優
位
」
(
憲
法
が
裁
判
に
よ
る

担
保
を
通
じ
て
法
的
に
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
)
を
大
い
に
相
対
化
す
る
こ
と

と
な
ろ
う
。

(2) 

憲
法
典
条
文
の
意
義

|
|
日
本
国
憲
法
第
九
八
条
第
一
項
の
価
値
|
|

そ
し
て
何
よ
り
確
認
す
べ
き
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
規
範
概
念
に
よ
れ
ば
、

「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
を
「
架
橋
す
る
」
契
機
と
し
て
、
憲
法
典

条
文
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
憲
法
典
条
文

は
、
手
続
法
の
世
界
(
〈
図
二
》
直
線
部
分
)
、
実
体
法
の
世
界
(
《
図
二
》

破
線
部
分
)
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
言
語
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
「
憲
法

規
範
」
発
見
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
両
世
界
を
唯

一
媒
介
す
る
言
語
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
も
機
能
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
手

続
法
」
の
世
界
に
お
け
る
憲
法
典
「
違
反
」
に
対
し
て
、
「
実
体
法
」
の

住
人
が
手
に
す
る
唯
一
の
憲
法
典
「
擁
護
」
の
た
め
の
手
が
か
り
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
実
体
法
」
の
世

界
の
住
人
は
、
必
ず
し
も
自
己
の
生
き
る
世
界
に
お
い
て
「
憲
法
規
範
」

を
制
憲
者
か
ら
「
意
図
玄

g
gこ
さ
れ
て
い
な
い
(
名
宛
人
と
さ
れ
て

い
な
い
)
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ
。

か
よ
う
に
憲
法
典
が
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
両
世
界
を
媒
介
す

る
機
能
を
果
た
す
こ
と
は
、
日
本
国
憲
法
第
九
八
条
第
一
項
「
最
高
法
規

性
」
条
項
の
意
義
を
再
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
。
日
本
国
憲
法
第
八
一
条

が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
な
ぜ
に
第
九
八
条
第
一
項
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
我
が
憲
法
典
第
九
八
条
第
一
項
は
、
憲
法
典
条
文
が
「
手
続
法
」

に
対
し
て
そ
の
最
高
性
を
保
持
す
る
最
後
の
よ
り
所
で
あ
る
こ
と
を
指
示

し
た
条
規
だ
と
解
釈
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
第
九
八
条
第

一
項
は
、
憲
法
典
テ
ク
ス
ト
が
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
の
ち
ょ
う

ど
中
間
に
あ
っ
て
、
両
者
を
媒
介
し
て
い
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
り
、
同
時

に
「
手
続
法
」
か
ら
「
実
体
法
」
へ
の
侵
入
に
対
す
る
禁
止
規
範
を
も
表

象
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
わ
が
憲
法
典
第
九
八
条
第
一
項
は
、
憲

法
典
が
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
を
媒
介
し
て
い
る
こ
と
を
、
法
律

以
下
の
法
形
式
の
列
挙
に
よ
っ
て
示
す
。
そ
の
一
方
で
同
項
は
自
ら
に
反

す
る
法
形
式
の
無
効
を
、
国
家
機
関
に
よ
る
当
該
法
形
式
の
廃
止
(
第
八

一
条
)
と
は
別
個
に
、
あ
え
て
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
典
解
釈
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を
認
識
論
上
「
実
体
法
」
の
世
界
に
留
保
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
条
規
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

か
か
る
見
地
に
立
て
ば
、
第
九
人
条
第
一
項
は
第
八
一
条
さ
え
あ
れ
ば

必
要
な
い
と
か
、
単
な
る
訓
示
規
定
、
だ
と
い
っ
た
解
釈
は
、
第
九
八
条
第

一
項
の
意
義
を
没
却
す
る
も
の
と
し
て
し
て
採
り
得
な
い
。
第
九
八
条
第

一
項
は
、
第
八
一
条
の
「
保
障
」
す
る
「
手
続
法
」
と
し
て
の
「
憲
法
」

と
対
立
す
る
こ
と
さ
え
予
定
し
た
規
定
と
い
え
る
。
そ
れ
は
「
手
続
法
」

と
「
実
体
法
」
と
を
橋
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
手
続
法
」
の
規
範
上
の

係
留
地
と
な
り
、
一
方
で
憲
法
典
解
釈
が
常
に
「
実
体
法
」
に
関
か
れ
て

い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
わ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
我
が
憲
法
典
第

九
八
条
第
一
項
は
、
同
第
八
一
条
に
論
理
上
先
行
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ

る。

憲法の儀高法規性(2・完)

第

項

諸
学
説
の
分
析

憲
法
訴
訟
論
(
審
査
基
準
論
)
の
性
格

序
章
で
取
り
上
げ
た
諸
説
の
分
析
の
前
に
、
憲
法
訴
訟
論
(
審
査
基
準

論
)
の
性
格
に
つ
い
て
そ
の
問
題
性
に
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。
石
川
健

治
教
授
に
よ
る
次
の
叙
述
は
本
稿
の
視
点
か
ら
し
て
も
興
味
深
い
指
摘
を

含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

l 

「
憲
法
訴
訟
論
は
、
人
権
学
説
に
お
け
る
あ
か
ら
さ
ま
な
価
値
の
強
調
と
、

価
値
の
横
溢
し
た
人
権
行
使
の
仕
方
か
ら
一
定
の
距
離
を
置
き
、
人
権
規

定
を
論
証
責
任
ル

l
ル
と
理
解
す
る
(
換
言
す
れ
ば
人
権
規
定
解
釈
は
専

ら
論
証
責
任
ル
l
ル
の
導
出
手
続
と
し
て
意
味
を
持
つ
)
こ
と
を
通
じ
て
、

人
権
の
語
用
論
的
合
理
性
の
可
能
性
を
追
求
す
る
議
論
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
憲
法
条
文
の
開
放
性
お
よ
び
条
文
解
釈
の
恋
意
性
H
包
摂
モ
デ
ル
の

破
綻
を
理
由
と
し
て
、
憲
法
解
釈
の
意
味
論
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
合
理
性
・

客
観
性
を
放
棄
し
、
民
主
的
政
治
過
程
と
司
法
の
役
割
分
担
論
や
人
権
の

価
値
秩
序
論
等
々
か
ら
導
出
さ
れ
る
(
「
憲
法
訴
訟
』
当
事
者
聞
の
)
論

証
責
任
ル

l
ル
1
1
0
そ
の
基
本
は
二
重
の
基
準
で
あ
る

i
ー
に
よ
り
、

解
釈
主
体
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

l
ク
を
合
理
的
に
整
序
し
よ
う
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
殊
に
違
憲
審
査
基
準
論
と
い
う
発
想
に
つ
い
て
い
え
ば
、
主
に

民
主
的
政
治
過
程
論
に
基
づ
く
、
立
法
・
行
政
と
司
法
の
聞
の
権
限
H
職

務
(
明
ZEE-。
口
)
の
配
分
を
前
提
と
す
る
論
証
責
任
ル

l
ル
(
『
合
理
性
の

推
定
』
『
挙
証
責
任
の
転
換
」
「
合
理
性
の
基
準
』
等
々
)
と
、
こ
れ
に
立

脚
し
た
(
目
的
・
手
段
シ
ェ
ー
マ
H
比
例
原
則
に
基
づ
く
)
衡
量
モ
デ
ル

に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
語
用
論
的
側
面
に
お
い
て
辛
う
じ
て
実
体
法
解
釈

論
の
「
客
観
性
』
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
き
た
側
面
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
た
と
え
ば
政
教
分
離
規
定
の
解
釈
に
典
型
的
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
目
的
・
効
果
『
基
準
』
に
い
き
な
り
話
が
進
み
、
テ
ク
ス
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ト
そ
の
も
の
の
釈
義
に
注
意
が
払
わ
れ
な
い
の
は
、
憲
法
訴
訟
論
と
い
う

一
個
の
(
方
法
論
上
あ
り
得
べ
き
、
ま
た
評
価
に
値
す
る
選
択
肢
の
一
つ

(
捌
)

で
し
か
な
い
)
解
釈
方
法
論
の
、
半
、
ば
帰
結
で
あ
る
」
。

仮
に
、
語
用
論
を
(
記
号
を
使
用
者
と
受
け
手
と
の
関
係
で
考
察
す
る

ア
プ
ロ
ー
チ
可
意
味
論
を
〈
記
号
を
そ
の
意
味
と
の
関
係
で
「
純
粋
」

に
考
察
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
》
と
で
も
簡
単
に
把
握
す
れ
ば
、
石
川
教
授
は
、

本
稿
《
図
二
}
に
み
る
「
手
続
法
」
の
世
界
の
問
題
と
し
て
「
憲
法
訴
訟

論
」
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
憲
法
訴
訟
論

は
意
味
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
放
棄
し
て
い
る
と
い
う
理
解
か
ら
し
て
、

「
審
査
基
準
」
は
語
用
論
的
合
理
性
確
保
の
た
め
の
「
不
文
の
法
理
」
で

(

刷

出

)

あ
る
と
教
授
は
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
石
川
教
授
に

よ
る
指
摘
は
、
分
析
を
越
え
て
批
判
を
も
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
憲
法
訴
訟
論
は
、
「
手
続
法
」
内
部
に
お
け
る
合
理
性
確
保
に

汲
々
と
す
る
あ
ま
り
、
憲
法
テ
ク
ス
ト
と
審
査
基
準
と
が
如
何
な
る
関
係

に
あ
る
の
か
と
い
う
考
察
を
怠
っ
て
き
た
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

も
っ
と
も
石
川
教
授
の
よ
う
な
審
査
基
準
論
の
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て

は
、
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。
棟
居
快
行
教
授
は
審
査
基
準
論
を
論
証
責
任

ル
l
ル
と
捉
え
る
説
を
批
判
し
て
、
「
審
査
基
準
は
実
体
的
基
本
権
保
障

(
例
え
ば
「
表
現
の
自
由
』
)
に
含
ま
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
実
体
的
小
命
題

(
例
え
ば
、
『
必
要
最
小
限
度
の
規
制
手
段
を
選
ぶ
べ
し
』
)
を
『
手
続
法
』

(m) 

的
に
表
記
し
た
も
の
に
す
、
ぎ
な
い
」
と
述
べ
る
。
か
か
る
思
考
は
本
稿
の

概
念
図
に
よ
れ
ば
、
「
実
体
法
」
思
考
で
、
あ
く
ま
で
憲
法
テ
ク
ス
ト
か

ら
審
査
基
準
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
る
。
こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
審
査
基
準
論
を
す
べ
て
説
明
で
き
れ
ば
「
法
源
」
等
の
問
題
は

な
く
な
る
が
、
果
た
し
て
す
べ
て
が
説
明
し
き
れ
る
か
ど
う
か
は
必
ず
し

も
定
か
で
は
な
い
。
立
ち
入
っ
た
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
が
、
こ
こ
で

は
憲
法
訴
訟
論
に
関
し
て
、
そ
の
憲
法
典
に
対
す
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て

非
常
に
醒
め
た
分
析
が
現
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
「
憲
法
訴
訟
論
」
に
コ

(
m
m
)
 

ミ
ッ
ト
す
る
側
が
憲
法
典
に
つ
い
て
意
味
論
的
憲
法
解
釈
を
な
す
意
義
に

対
す
る
応
答
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
審
査
基
準
を
定
立
す
る

憲
法
判
例
(
「
手
続
法
」
)
の
法
源
性
に
つ
い
て
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ

と
、
の
二
点
を
確
認
す
る
に
止
め
た
い
。

北法50(3・230)622

(
2
)

諸
学
説
の
検
討

(
i
)

芦
部
説

先
の
《
図
二
》
の
左
端
に
「
実
定
的
根
本
規
範
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は

芦
部
教
授
の
説
を
概
念
図
に
お
い
た
ら
ど
こ
に
位
置
す
る
か
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
教
授
が
、
前
述
の
審
査
基
準
論
を
ど
う
性
格
づ
け
て
い
る
か
は

(
制
)

か
な
り
微
妙
で
あ
る
が
、
仮
に
教
授
が
審
査
基
準
論
を
「
権
限
分
配
の
ル



憲法の最高法規性(2・完)

ー
ル
」
す
な
わ
ち
専
ら
「
手
続
法
」
の
問
題
と
み
な
し
て
い
た
と
し
て
も
、

教
授
の
「
実
定
的
根
本
規
範
」
論
は
強
力
な
理
論
上
の
意
義
を
持
ち
得
る

と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
制
憲
者
を
拘
束
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
制
憲
者
の
「
意
図
」
を
も
統
制
す
る
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
実
定
的
根
本
規
範
」
は
そ
の
拘
束
す
る
制

憲
者
の
「
意
図
」
を
通
じ
て
、
「
手
続
法
」
に
も
「
実
体
法
」
に
も
「
実

定
的
根
本
規
範
」
に
充
填
さ
れ
た
客
観
的
価
値
を
及
ぼ
し
得
る
こ
と
と
な

る
。
し
た
が
っ
て
審
査
基
準
論
に
つ
い
て
教
授
が
、
前
項
で
み
た
「
実
体

法
」
「
手
続
法
」
い
ず
れ
の
性
格
の
も
の
と
を
み
な
す
か
は
、
「
実
定
的
根

本
規
範
」
の
想
定
に
よ
っ
て
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
問
題
に
化
そ
う
。
そ
れ
は
、

ケ
ル
ゼ
ン
の
《
。

g
Eロ
2
E
V
と
は
全
く
異
質
な
概
念
で
あ
る
が
、
周
到

に
準
備
さ
れ
た
議
論
だ
と
評
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
先
に
み
た
シ
ユ
ラ
イ
ヒ
の
「
実
体
法
」
思
考
に
整
合
す
る
の
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ベ
ッ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
の
「
手
続
法
」
思
考
に
も
十
分
整

合
し
得
る
。
「
実
定
的
根
本
規
範
」
は
「
手
続
法
」
に
も
影
響
力
を
及
ぼ

し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

(
-
U
)
 

《
図
二
》
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
規
範
理
解
に
よ
れ
ば
、
芦
部
説
に
比
し
て

樋
口
説
は
か
な
り
異
質
な
議
論
だ
と
評
し
得
る
。
と
い
う
の
は
、
樋
口
教

樋
口
説

授
の
い
う
科
学
と
し
て
の
「
制
定
憲
法
」
認
識
は
、
専
ら
制
憲
者
の
「
意

図
」
の
確
認
に
過
ぎ
ず
、
「
実
体
法
」
の
確
認
と
し
て
は
不
十
分
と
い
う

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
さ
ら
に
制
憲
者
が
私
人

を
名
宛
人
に
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
制
憲
者
の
「
意
図
」
の
確
認
は
で

き
な
い
の
で
、
「
制
定
憲
法
」
認
識
は
「
実
体
法
」
の
世
界
で
は
不
可
能

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
教
授
の
「
制
定
憲
法
」
の
認
識
は
、
そ

れ
が
「
客
観
的
認
識
」
の
所
産
で
あ
る
以
上
、
「
手
続
法
」
の
領
域
で
も

真
理
値
を
有
し
得
る
は
ず
だ
が
、
教
授
自
身
も
認
め
て
い
た
よ
う
に
、
公

権
的
な
解
釈
機
関
が
制
憲
者
の
「
意
図
」
に
従
う
べ
き
義
務
は
な
い
の
で
、

結
局
教
授
の
「
制
定
憲
法
」
認
識
は
「
手
続
法
」
の
領
域
で
も
無
意
味
と

さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
教
授
の
理
論
が
な
し
得
る
こ
と
と

は
、
「
解
釈
学
説
」
の
提
案
等
に
よ
る
「
実
践
」
に
よ
っ
て
「
手
続
法
」

を
自
ら
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
導
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
身
の
「
勝
利
」

に
向
け
て
「
手
続
法
」
の
規
範
世
界
を
誘
導
す
る
た
め
の
戦
略
構
築
だ
と

い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
批
判
的
峻
別
論
」
に
関
わ
る
一

連
の
論
争
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
樋
口
教
授
が
認
識
行
為
及
び
そ
の

(
都
)

公
表
行
為
の
「
附
随
的
効
果
」
如
何
に
徹
底
的
に
固
執
す
る
の
は
、
か
か

る
自
身
の
「
実
践
」
面
に
及
ほ
さ
れ
る
影
響
が
樋
口
理
論
に
お
い
て
最
大

限
重
視
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
構
造
を
採
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
か
よ
う
な
樋
口
教
授
の
議
論
は
あ
く
ま
で
憲
法
典
条
文
に
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拘
る
「
実
体
法
」
志
向
の
シ
ユ
ラ
イ
ヒ
説
と
は
、
実
は
全
く
相
い
れ
ず
、

専
ら
「
手
続
法
」
志
向
の
ベ
ツ
ケ
ン
フ
エ
ル
デ
説
と
軌
を
一
に
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
授
の
「
科
学
と
実
践
の
峻
別
論
」
の
生
ん
だ
必
然

的
帰
結
と
分
析
し
得
ょ
う
。

注(
出
)
。

g吋
〉
〈
河
〉
匂
国
岡
山
口
一
門
戸
別

mnzzhvEZ8hvFHP
∞
・
〉
口
出
・
岨
這
吐
い
Y

切・

-
M
M・

(
抗
)
官
民
間
Z-mmN・
Z
-

(加

)
E
5
2・:・。ニ凶
'a

(m)
穴回、
mmz-pm凶・

9
・∞
'

J

『
以
内
・

(
抑
)
井
上
達
夫
教
授
は
、
全
く
異
な
っ
た
理
由
か
ら
で
は
あ
る
が
、

規
範
を
「
そ
れ
を
定
式
化
す
る
現
実
の
、
或
は
可
能
的
な
(
限
り

な
く
詳
細
且
つ
複
雑
で
あ
り
得
る
)
丈
の
『
意
味
』
で
あ
る
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
主
張
す
る
。
そ
の

理
由
は
‘
「
同
一
の
規
範
が
異
な
っ
た
複
数
の
文
に
よ
っ
て
定
式
化

さ
れ
う
る
」
と
い
う
異
論
と
、
「
規
範
は
一
言
語
に
よ
っ
て
明
示
的
に

定
式
化
さ
れ
な
く
と
も
知
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
与
え
ら
れ
て

い
る
と
一
宮
守
え
る
場
合
が
あ
る
」
と
い
う
異
論
を
処
理
で
き
る
、
と

い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
(
井
上
「
規
範
と
法
命
題
」
(
一
)
『
国

家
学
会
雑
誌
』
第
一
一
・
一
二
号
(
一
九
八
五
)
四
九
頁
)
。
理
由

の
前
半
は
本
稿
の
問
題
関
心
と
通
じ
る
が
、
後
半
は
、
本
稿
と
は

見
地
を
異
に
す
る
。
本
稿
の
問
題
関
心
は
、
あ
く
ま
で
経
験
に
与

え
ら
れ
た
憲
法
典
条
文
と
憲
法
規
範
と
の
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
捌
)
こ
の
遺
稿
集
に
つ
い
て
は
、
井
上
達
夫
「
(
書
評
)
国
・
穴
叩

Z
P

と
-
m
m
B
2
5
叶

F
2
5
品
目
『

Z
0
5
2」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
九
四

巻
第
一
・
二
号
(
一
九
八
二
一
五
四
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
こ

の
遺
稿
集
の
成
立
事
情
、
構
成
に
つ
い
て
触
れ
た
手
島
孝
『
ケ
ル

ゼ
ニ
ズ
ム
考
』
(
一
九
八
こ
二
八
二
奥
以
下
も
参
照
。

(加

)
P
E
E
-
と
宥

254znoユユ
R
Z
C
E
S
-
-
s
p
∞-
M
-
M
「

(
加
)
穴
肘
戸
田
開

Z岨

P
P
C
J
臼・凶'

(

加

)

穴

(
川
捌
刷
)
密

5
開望z唱
白
.
岱P.

。ρ
•. 
∞.
M出凶.

(加型)官

EE開Ez咽釦
.
P

。ρ
•• 
切.}己5凶包-「• 

(捌)閃回戸‘回旨伺
Z
w
P
酔P.

。ρ.J咽ω
凶。.

(
帆
加
刷
)
穴
開
「
凹
凹
巴
『
Zぷ汗
噸
白

.EP.

。.ニ.∞
M
斗
.

(
捌
)
芦
部
信
喜
『
憲
法
学
I
』
(
一
九
九
四
)
二
七
九
頁
以
下
参
照
。

(
捌
)
蟻
川
恒
正
「
思
想
の
自
由
」
樋
口
陽
一
一
編
『
講
座
憲
法
学
3
』

(
一
九
九
四
)
一
一
一
一
一
一
頁
。

(
捌
)
石
川
健
治
「
財
産
権
条
項
の
射
程
拡
大
論
と
そ
の
位
相
(
一
)
」

『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
一

O
五
巻
第
三
e

四
号
二
四
頁
以
下
。

(
矧
)
山
本
敬
三
「
現
代
社
会
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
私
的
自
治

(
二
)
」
『
法
学
論
叢
』
第
一
三
三
巻
(
一
九
九
四
)
一
八
頁
は
、

石
川
・
同
右
と
同
じ
く
審
査
基
準
論
を
論
証
責
任
の
ル

l
ル
と
考

も
え
ヲ
命
。
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(m)
棟
居
快
行
「
適
正
手
続
と
憲
法
」
樋
口
陽
一
一
編
『
講
座
憲
法
学

4
」
(
一
九
九
五
)
二
五
九
頁
。

(
抑
)
意
味
論
的
憲
法
解
釈
(
「
厳
格
憲
法
解
釈
論
」
)
の
復
権
の
意
義

に
つ
い
て
詳
細
は
、
内
野
正
幸
豆
忠
法
解
釈
の
論
理
と
体
系
』
(
一

九
九
二
を
参
照
。

(
捌
)
長
谷
部
恭
男
『
権
力
へ
の
懐
疑
』
特
に
一
一
四
頁
以
下
参
照
。

(
加
)
樋
口
陽
一
『
近
代
憲
法
学
に
と
っ
て
の
論
理
と
価
値
』
(
一
九
九

四
)
特
に
一
七
頁
以
下
参
照
。

終
章

総
括
と
展
望

憲法の最i司法規性(2・完)

(
1
)

本
稿
は
、
序
章
に
お
い
て
我
が
国
に
お
け
る
「
憲
法
の
最
高

法
規
性
」
の
観
念
の
問
題
点
を
指
摘
し
つ
つ
、
我
が
固
と
ド
イ
ツ
の
議
論

を
踏
ま
え
て
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
い
う
思
考
類
型
を
設
定
し
、

こ
れ
を
軸
に
議
論
を
開
始
し
た
。
第
一
章
に
お
い
て
は
、
「
手
続
法
」
の

優
位
を
唱
え
る
ト
ロ
ベ
ー
ル
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
し
、
そ
れ
が
憲
法

典
あ
る
い
は
「
実
質
的
意
味
の
憲
法
」
に
よ
る
拘
束
を
看
過
し
た
理
論
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
章
に
お
い
て
は
、
本
稿
の
通
奏
低
音

と
も
い
う
べ
き
ケ
ル
ゼ
ン
理
論
に
お
け
る
「
実
体
法
」
の
認
識
論
的
優
位

が
確
認
さ
れ
る
一
方
、
「
実
体
法
」
の
優
位
を
唱
え
つ
つ
、
そ
れ
が
「
手

続
法
」
と
峻
別
さ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
柳
瀬
良
幹
説
が
、
ケ
ル
ゼ
ニ

ズ
ム
の
一
般
的
規
範
の
先
在
性
肯
定
の
論
理
に
よ
り
採
り
得
な
い
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
。
第
三
章
に
お
い
て
は
、
「
架
橋
」
に
成
功
し
た
か
に

み
え
た
小
嶋
和
司
説
が
、
実
は
不
文
法
源
た
る
「
回
家
」
の
強
調
に
よ
っ

て
、
「
手
続
法
」
の
「
実
体
法
」
に
対
す
る
存
在
論
的
優
位
を
帰
結
し
、

架
橋
に
事
実
主
失
敗
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
《
O
B
E

E
E
V
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
「
架
橋
」
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
は

な
い
こ
と
が
、
ケ
ル
ゼ
ン
晩
年
の
「
擬
制
」
理
論
の
批
判
に
よ
っ
て
示
さ

れ
た
。本
稿
は
最
終
的
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
晩
年
の
理
論
の
再
構
成
を
経
た
う
え
で
、

憲
法
典
条
文
の
実
在
の
確
認
に
よ
る
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
の
「
架

橋
」
す
な
わ
ち
憲
法
典
の
「
最
高
法
規
性
」
の
論
理
的
基
礎
づ
け
が
な
さ

れ
得
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
典
解
釈
上
、
日
本
国

憲
法
第
九
八
条
第
一
項
は
「
実
体
法
」
と
「
手
続
法
」
と
の
「
架
橋
」
の

要
と
し
て
位
置
し
、
か
っ
、
「
手
続
法
」
に
よ
る
「
実
体
法
」
に
対
す
る

侵
害
の
禁
止
命
題
と
し
て
も
解
釈
し
得
る
。
こ
の
結
論
は
、
序
章
で
検
討

し
た
シ
ユ
ラ
イ
ヒ
の
「
条
文
へ
の
回
帰
」
と
の
姿
勢
に
連
な
る
も
の
が
あ

る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
今
後
の
検
討
に
委
ね
ら
れ
た
問
題
は
数
多
い
。

(
2
)

今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
二
点
、
だ
け
指
摘
し
て
お
く
。

第
一
に
、
条
文
の
有
す
る
規
範
的
意
義
を
ヨ
リ
詰
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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憲
法
典
条
文
と
そ
れ
が
表
象
す
る
憲
法
規
範
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
だ
と

す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
関
係
が
整
理
さ
れ
な
け
れ
ば
両
者
に
つ
い
て
の
理
解

が
深
化
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
作
業
は
、
こ
れ

に
つ
い
て
極
め
て
不
十
分
な
ま
ま
に
止
ま
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
課
題
を

示
せ
ば
、
小
嶋
教
授
が
示
唆
し
た
不
文
法
源
の
意
義
や
ト
ロ
ベ
ー
ル
が
否

定
し
た
憲
法
テ
ク
ス
ト
の
法
源
性
の
検
証
す
な
わ
ち
認
識
論
に
止
ま
ら
な

い
存
在
論
的
な
憲
法
法
源
の
探
求
で
あ
る
。
も
っ
と
も
か
か
る
課
題
の
確

認
は
、
本
稿
に
よ
る
「
架
橋
」
そ
の
も
の
が
未
だ
詰
め
切
れ
て
い
な
い
こ

と
を
も
意
味
す
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
本
稿
に
お
け
る
「
架
橋
」
は
、
認

識
論
的
に
は
成
功
し
て
い
る
が
、
存
在
論
的
な
「
架
橋
」
に
は
至
っ
て
い

な
い
と
も
い
え
る
。
必
要
条
件
は
充
た
し
た
が
、
十
分
条
件
は
未
だ
論
証

(
別
)

さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
に
、
「
形
式
的
意
味
の
憲
法
」
に
い
う
「
形
式
」
概
念
の
再
検
討

も
求
め
ら
れ
る
。
憲
法
学
に
お
い
て
「
形
式
」
と
「
実
質
」
と
は
頻
繁
に

用
い
ら
れ
る
概
念
規
定
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
内
実
は
未
だ
詳
ら
か
に
さ

れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
本
稿
筆
者
が
関
心
を
引

か
れ
て
い
る
の
が
、
近
時
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
論
議
さ
れ
て
い
る
と
い
う

(
加
)

「
新
し
い
形
式
主
義
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
代
の
法
の
実
質
化
に
よ
っ

て
、
法
が
政
治
・
経
済
・
道
徳
等
の
実
質
的
判
断
領
域
に
従
属
し
、
法
領

域
の
自
律
性
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
対
す
る
反
省
と
し
て
主
張
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
憲
法
の
最
高
法
規
性
と
い
う
も
の
が
、
歴

史
、
価
値
と
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
一
定
の
独
立
性
を
保
持
し
な
い
と
維

持
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
新
た
な
パ

l
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ

と
し
て
検
討
さ
れ
る
価
値
は
十
分
あ
ろ
う
。
か
か
る
検
討
は
も
し
か
し
た

ら
、
我
が
憲
法
学
に
み
る
「
実
質
的
憲
法
論
」
の
再
検
討
を
促
す
も
の
と

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
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注(
別
)
例
え
ば
、
憲
法
典
条
文
に
は
「
実
定
的
根
本
規
範
」
が
言
語
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
で
き
れ
ば
、
「
架
橋
」
の
十
分
条
件
を
充

た
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
先
に
み
た
よ
う
に
、

憲
法
典
を
越
え
る
規
範
を
想
定
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
。
憲

法
典
は
い
わ
ば
、
豊
鏡
と
空
虚
の
境
目
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
加
)
浅
野
有
紀
「
形
式
主
義
の
今
日
的
意
義
」
『
金
沢
法
学
』
第
三
九

巻
第
二
号
(
一
九
九
七
)
、
同
「
形
式
主
義
再
考
」
『
金
沢
法
学
』

第
四
一
巻
第
二
号
(
一
九
九
九
)
を
参
照
。
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